
 

規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第１号 さいたま市下水道事業財務規則の一部を

改正する規則 下 水 道 財 務 課 令和７年１月２１日 

規則第２号 
さいたま市市長の管理する公共施設に係

るさいたま市公共施設予約システムの利

用に関する規則の一部を改正する規則 
デジタル改革推進部 令和７年１月３０日 

規則第３号 さいたま市男女共同参画推進センター条

例施行規則の一部を改正する規則 
男 女 共 同 参 画 推 進 
セ ン タ ー 令和７年１月３０日 

規則第４号 さいたま市産業振興会館条例施行規則の

一部を改正する規則 経 済 政 策 課 令和７年１月３０日 

規則第５号 さいたま市旅館業法施行細則の一部を改

正する規則 生 活 衛 生 課 令和７年２月１２日 

規則第６号 さいたま市公衆浴場法施行細則の一部を

改正する規則 生 活 衛 生 課 令和７年２月１２日 

規則第７号 さいたま市営桜木駐車場条例施行規則を

廃止する規則 東日本交流拠点整備課 令和７年２月１９日 

規則第８号 
さいたま市水道の布設工事監督者及び水

道技術管理者に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 
水 道 計 画 課 令和７年２月２５日 

規則第９号 さいたま市生活環境の保全に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 
ゼロカーボン推進戦略

課 令和７年２月２６日 

規則第１０号 
さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施

設グリーンヒルうらわ条例施行規則の一

部を改正する規則 

高 齢 福 祉 課 令和７年３月４日 

規則第１１号 さいたま市高齢者デイサービスセンター

条例施行規則を廃止する規則 高 齢 福 祉 課 令和７年３月４日 

規則第１２号 さいたま市与野本町デイサービスセンタ

ー条例施行規則を廃止する規則 高 齢 福 祉 課 令和７年３月４日 

規則第１３号 さいたま市保健所組織規則の一部を改正

する規則 
保 健 所 管 理 課 令和７年３月５日 

規則第１４号 さいたま市保健所長事務委任規則の一部

を改正する規則 
保 健 所 管 理 課 令和７年３月５日 

規則第１５号 さいたま市情報公開条例施行規則の一部

を改正する規則 
行 政 透 明 推 進 課 令和７年３月５日 

規則第１６号 さいたま市個人情報の保護に関する法律

施行細則の一部を改正する規則 
行 政 透 明 推 進 課 令和７年３月５日 

規則第１７号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例

施行規則の一部を改正する規則 消 防 団 活 躍 推 進 室 令和７年３月５日 

規則第１８号 さいたま市開発行為の手続に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 都 市 計 画 課 令和７年３月７日 

規則第１９号 
さいたま市都市計画法に基づく開発行為

等の規制に関する規則の一部を改正する

規則 
都 市 計 画 課 令和７年３月７日 



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第２０号 さいたま市開発登録簿閲覧規則の一部を

改正する規則 都 市 計 画 課 令和７年３月７日 

規則第２１号 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に

関する規則の一部を改正する規則 廃 棄 物 対 策 課 令和７年３月１０日 

規則第２２号 さいたま市医療法施行細則の一部を改正

する規則 保 健 所 管 理 課 令和７年３月１３日 

規則第２３号 
さいたま市あん摩マツサージ指圧師、はり

師、きゆう師等に関する法律施行細則の一

部を改正する規則 
保 健 所 管 理 課 令和７年３月１３日 

規則第２４号 さいたま市柔道整復師法施行細則の一部

を改正する規則 保 健 所 管 理 課 令和７年３月１３日 

規則第２５号 さいたま市区役所等事務分掌規則の一部

を改正する規則 区 政 推 進 部 令和７年３月１８日 

規則第２６号 さいたま市文書管理規則の一部を改正す

る規則 総 務 課 令和７年３月１８日 

規則第２７号 さいたま市公印規則の一部を改正する規

則 総 務 課 令和７年３月１８日 

規則第２８号 さいたま市職員表彰規則の一部を改正す

る規則 人 事 課 令和７年３月１８日 

規則第２９号 さいたま市事務分掌規則の一部を改正す

る規則 総 務 課 令和７年３月２１日 

規則第３０号 さいたま市事業所事務分掌規則の一部を

改正する規則 総 務 課 令和７年３月２１日 

規則第３１号 さいたま市聴聞規則の一部を改正する規

則 総 務 課 令和７年３月２１日 

規則第３２号 さいたま市老人福祉センター条例施行規

則の一部を改正する規則 高 齢 福 祉 課 令和７年３月２１日 

規則第３３号 さいたま市大崎むつみの里条例施行規則

の一部を改正する規則 障 害 政 策 課 令和７年３月２１日 

規則第３４号 さいたま市槻の木条例施行規則の一部を

改正する規則 障 害 政 策 課 令和７年３月２１日 

規則第３５号 さいたま市コミュニティ施設条例施行規

則の一部を改正する規則 コミュニティ推進課 令和７年３月２１日 

規則第３６号 さいたま市宅地造成及び特定盛土等規

制法施行細則 都 市 計 画 課 令和７年３月２１日 

規則第３７号 
さいたま市建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律施行細則の一部を改

正する規則 
建 築 総 務 課 令和７年３月２１日 

規則第３７号の

２ 
さいたま市職員の職名に関する規則の一

部を改正する規則 人 事 課 令和７年３月２５日 

規則第３８号 
さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 
人 事 課 令和７年３月２５日 



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第３９号 
さいたま市会計年度任用職員の勤務時間

及び休暇に関する規則の一部を改正する

規則 
人 事 課 令和７年３月２５日 

規則第４０号 
さいたま市議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 
職 員 課 令和７年３月２５日 

規則第４１号 
さいたま市特定非常勤職員の公務災害等

に伴う休業補償等に関する規則の一部を

改正する規則 
職 員 課 令和７年３月２５日 

規則第４２号 
さいたま市学校給食の実施及び学校給食

費の管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

おいしい給食サポート

課 令和７年３月２５日 

規則第４３号 
さいたま市食品衛生法施行細則の一部を

改正する規則 生 活 衛 生 課 令和７年３月２５日 

規則第４４号 
さいたま市消防局の組織に関する規則の

一部を改正する規則 消 防 企 画 課 令和７年３月２５日 

規則第４５号 さいたま市都市の低炭素化の促進に関す

る法律施行細則の一部を改正する規則 住 宅 政 策 課 令和７年３月２７日 

規則第４６号 
さいたま市長期優良住宅の普及の促進に

関する法律施行細則の一部を改正する規

則 
住 宅 政 策 課 令和７年３月２７日 

規則第４７号 さいたま市児童相談所長事務委任規則の

一部を改正する規則 南 部 児 童 相 談 所 令和７年３月２８日 

規則第４８号 さいたま市職員互助会条例施行規則の一

部を改正する規則 職 員 課 令和７年３月２８日 

規則第４９号 
さいたま市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 
職 員 課 令和７年３月２８日 

規則第５０号 さいたま市職員の特殊勤務手当に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 職 員 課 令和７年３月２８日 

規則第５１号 失業者の退職手当支給規則の一部を改正

する規則 職 員 課 令和７年３月２８日 

規則第５２号 さいたま市職員の退職手当の支給制限等

に関する規則の一部を改正する規則 職 員 課 令和７年３月２８日 

規則第５３号 さいたま市予算規則の一部を改正する規

則 財 政 課 令和７年３月２８日 

規則第５４号 さいたま市災害弔慰金の支給等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 福 祉 総 務 課 令和７年３月２８日 

規則第５５号 さいたま市老人福祉法施行細則の一部を

改正する規則 高 齢 福 祉 課 令和７年３月２８日 

規則第５６号 さいたま市心身障害者扶養共済制度条例

施行規則の一部を改正する規則 障 害 福 祉 課 令和７年３月２８日 

規則第５７号 
さいたま市障害者の利用に係る公の施設

使用料等減免条例施行規則の一部を改正

する規則 
障 害 福 祉 課 令和７年３月２８日 



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第５８号 さいたま市児童福祉法施行細則の一部を

改正する規則 南 部 児 童 相 談 所 令和７年３月２８日 

規則第５９号 さいたま市放課後児童クラブ条例施行規

則の一部を改正する規則 放 課 後 児 童 課 令和７年３月２８日 

規則第６０号 さいたま市国民健康保険税条例施行規則

の一部を改正する規則 国 保 年 金 課 令和７年３月２８日 

規則第６１号 さいたま市空き家等の適正管理に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 環 境 総 務 課 令和７年３月２８日 

規則第６２号 さいたま市立病院管理規則の一部を改正

する規則 病 院 総 務 課 令和７年３月２８日 

規則第６３号 さいたま市災害救助法施行細則の一部を

改正する規則 防 災 課 令和７年３月２８日 

規則第６４号 さいたま市大宮区役所駐車場条例施行規

則の一部を改正する規則 区 政 推 進 部 令和７年３月２８日 

規則第６５号 さいたま市盆栽四季の家条例施行規則の

一部を改正する規則 文 化 振 興 課 令和７年３月２８日 

規則第６６号 さいたま市文化会館条例施行規則の一部

を改正する規則 文 化 振 興 課 令和７年３月２８日 

規則第６７号 さいたま市伝統文化施設条例施行規則の

一部を改正する規則 文 化 振 興 課 令和７年３月２８日 

規則第６８号 さいたま市体育館条例施行規則の一部を

改正する規則 ス ポ ー ツ 振 興 課 令和７年３月２８日 

規則第６９号 さいたま市屋外広告物条例施行規則の一

部を改正する規則 都 市 計 画 課 令和７年３月２８日 

規則第７０号 さいたま市消防吏員服制規則の一部を改

正する規則  消 防 企 画 課 令和７年３月２８日 

規則第７１号 さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸

与に関する規則の一部を改正する規則 消 防 企 画 課 令和７年３月２８日 

規則第７２号 さいたま市火災予防規則の一部を改正す

る規則 査 察 指 導 課 令和７年３月２８日 

規則第７３号 さいたま市危険物の規制に関する規則の

一部を改正する規則 査 察 指 導 課 令和７年３月２８日 

規則第７４号 さいたま市会計規則の一部を改正する規

則 出 納 課 令和７年３月３１日 

規則第７５号 さいたま市契約規則の一部を改正する規

則 契 約 課 令和７年３月３１日 

規則第７６号 
さいたま市物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める規則の一部を改正する

規則 

契 約 課 令和７年３月３１日 

規則第７７号 
さいたま市だれもが住みよい福祉のまち

づくり条例施行規則の一部を改正する規

則 

福 祉 総 務 課 令和７年３月３１日 



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日 

規則第７８号 さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 
生 活 衛 生 課 令和７年３月３１日 

規則第７９号 さいたま市市営住宅条例施行規則の一部

を改正する規則 住 宅 政 策 課 令和７年３月３１日 

規則第８０号 さいたま市下水道事業財務規則の一部を

改正する規則 
下 水 道 財 務 課 令和７年３月３１日 

規則第８１号 さいたま市市税条例施行規則の一部を改

正する規則 
税 制 課 令和７年３月３１日 

規則第８２号 さいたま市生活困窮者自立支援法施行細

則の一部を改正する規則 
生 活 福 祉 課 令和７年３月３１日 

 



 

 

さいたま市規則第１号 

   さいたま市下水道事業財務規則の一部を改正する規則 

 さいたま市下水道事業財務規則（平成１７年さいたま市規則第１１７号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （繰替払の範囲）  （繰替払の範囲） 

第２３条 令第２１条の８第３号に規定する繰替払

することができる経費は、次の各号に掲げるもの

とし、その支払については、当該各号に掲げる経

費の区分に応じ当該各号に定める収入金を繰り替

えて使用させることができる。 

第２３条 令第２１条の８第３号に規定する繰替払

することができる経費はさいたま市都市計画下水

道事業受益者負担に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第２７３号）第１条に規定する受益者

負担金の一括納付に係る報奨金とし、同号に規定

する収入金は当該受益者負担金とする。 

 ⑴ さいたま市都市計画下水道事業受益者負担に

関する条例（平成１３年さいたま市条例第２７

３号）第１条に規定する受益者負担金の一括納

付に係る報奨金 当該受益者負担金の収入金 

 

 ⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の２の３第１項の規定による指定納付受

託者に納付させる収入に係る返還金であって、

次のいずれにも該当するもの 当該収入と同一

の収入の予算科目であって同一の納付場所にお

いて収納した収入金 

 

  ア 出納員を置く納付場所に設置した電子計算

機の誤操作等により、納入義務者の意思に反

して地方自治法第２３１条の２の２第２号の

通知をしたこと。 

 

  イ 法令、契約等により納付の委託を取り消す

ことができないこと。 

 

  ウ 納入義務者に即時に収入金を返還する必要

があること。 

 

  

 （繰替払の取扱い）  （繰替払の取扱い） 

第２４条 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又

は出納員は、下水道事業の繰替払（以下「繰替払

」という。）をしたときは、債権者の領収書その

他証拠となる書類を徴するとともに、納入済通知

第２４条 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又

は出納員は、下水道事業の繰替払（以下「繰替払

」という。）をしたときは、債権者の領収書その

他証拠となる書類を徴するとともに、納入済通知



 

 

書に繰替払額を記入して、会計管理者に提出しな

ければならない。ただし、前条第２号に規定する

経費について繰替払をしたときは、この限りでな

い。 

書に繰替払額を記入して、会計管理者に提出しな

ければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 課長は、前条第２号に規定する経費について繰

替払をしたときは、繰替使用計算書を作成しなけ

ればならない。 

 

５ 課長は、第３項の繰替使用計算書の送付を受け

たとき又は前項の繰替使用計算書を作成したとき

は、振替伝票を発行し、翌月末までに繰替使用額

の補填の手続をしなければならない。 

４ 課長は、前項の繰替使用計算書の送付を受けた

ときは、振替伝票を発行しなければならない。 

  

 （準用規定）  （準用規定） 

第２８条 会計規則第１２条から第１６条まで、第

１８条、第２３条、第２５条から第３６条の２ま

で、第４３条から第７２条まで、第７４条から第

７９条まで、第８１条及び第１２３条から第１２

５条までの規定は、収入及び支出の取扱いについ

て準用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第２８条 会計規則第１２条から第１６条まで、第

１８条、第２３条、第２５条から第３６条の２ま

で、第４３条から第７２条まで、第７４条から第

７９条まで、第８１条及び第１２３条から第１２

５条までの規定は、収入及び支出の取扱いについ

て準用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

 ［略］ 
第１２３条第１

項 
 ［略］ 法第３３条の２にお

いて準用する地方自

治法第２４３条の２

第１項 
 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
第１２３条第１

項 
 ［略］ 法第３３条の２にお

いて準用する地方自

治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４

３条の２第１項 
 ［略］ 

 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年２月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２号 

   さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの

利用に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用 

に関する規則（平成２６年さいたま市規則第１５２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（利用者登録） （利用者登録） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 利用者登録の施設区分ごとの登録の種別及び当

該種別が個人の場合の登録の資格については、次

の表に定めるとおりとする。 

２ 利用者登録の施設区分ごとの登録の種別及び当

該種別が個人の場合の登録の資格については、次

の表に定めるとおりとする。 

施設区分 登録の種別 個人の場合の登録の

資格 

 ［略］ 

屋外スポ

ーツ施設

及び屋内

スポーツ

施設 

 ［略］ 

 

１５歳以上の者（中

学校又は高等学校（

中等教育学校の後期

課程及び特別支援学

校の高等部を含む。

）に在籍する者を除

く。） 

コミュニ

ティ施設 

１５歳以上の者（中

学校に在籍する者を

除く。） 

 

文化施設 １５歳以上の者（中

学校に在籍する者を

除く。） 

 

その他施

設（子ど

も家庭総

合センタ

ーのバン

１５歳以上の者（中

学校に在籍する者を

除く。） 

施設区分 登録の種別 個人の場合の登録の

資格 

 ［略］ 

屋外スポ

ーツ施設

及び屋内

スポーツ

施設 

 ［略］ 

  

１５歳以上の者（中

学校又は高等学校（

中等教育学校の後期

課程及び特別支援学

校の高等部を含む。

以下同じ。）に在籍

する者を除く。） 

コミュニ

ティ施設 

１５歳以上の者（中

学校又は高等学校に

在籍する者を除く。

） 

文化施設 １５歳以上の者（中

学校又は高等学校に

在籍する者を除く。

） 

その他施

設（子ど

も家庭総

合センタ

ーのバン

１５歳以上の者（中

学校又は高等学校に

在籍する者を除く。

） 



 

 

ドスタジ

オ及びダ

ンススタ

ジオを除

く。） 

 ［略］ 
 

ドスタジ

オ及びダ

ンススタ

ジオを除

く。） 

 ［略］ 
 

３～６ ［略］ 

 

３～６ ［略］ 

 

別表第３（第１１条関係） 

施設区分 帳票を使用す

る行為 

帳票名 

 ［略］ 

屋外スポーツ 

施設、屋内ス 

ポーツ施設及 

びその他施設 

（さいたま市 

男女共同参画 

推進センター、

さいたま市産 

業振興会館、 

さいたま市子 

ども家庭総合 

センター及び  

さいたま市農 

村広場の運動 

広場を除く。 

） 

［略］ 

 

コミュニティ 

施設及びその 

他施設（さい 

たま市男女共 

同参画推進セ 

ンター及びさ 

いたま市産業 

振興会館に限 

る。） 

 ［略］ 
 

別表第３（第１１条関係） 

施設区分 帳票を使用す

る行為 

帳票名 

 ［略］ 

屋外スポーツ 

施設、屋内ス  

ポーツ施設及 

びその他施設 

（さいたま市  

子ども家庭総 

合センター及 

びさいたま市 

農村広場の運 

動広場を除く。

） 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

コミュニティ

施設 

 

 ［略］ 
 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年２月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第３号 

   さいたま市男女共同参画推進センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市男女共同参画推進センター条例施行規則（平成１６年さいたま市規則第

５２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（利用の許可） （利用の許可） 

第３条 条例第５条の規定による利用の許可又は許 

可に係る事項の変更の許可は、次に定めるところ

により許可書を交付して行うものとする。 

⑴ 利用の許可 施設予約システム規則に定める 

  利用許可書（一般） 

⑵ 許可に係る事項の変更の許可 施設予約シス 

  テム規則に定める利用変更許可書（一般） 

第３条 条例第５条の規定による利用の許可又は許  

可に係る事項の変更の許可は、次に定めるところ 

 により許可書兼領収書を交付して行うものとする。

⑴ 利用の許可 施設予約システム規則に定める 

利用許可書兼領収書（一般） 

 ⑵ 許可に係る事項の変更の許可 施設予約シス 

  テム規則に定める利用変更許可書兼領収書（一

般） 

 

（利用の取消し） （利用の取消し） 

第４条 条例第５条の規定により利用の許可を受け

た者（以下「利用者」という。）は、利用の取消

しをしようとするときは、遅滞なく前条に規定す

る許可書を添えて届け出なければならない。ただ

し、市長が届け出る必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

第４条 条例第５条の規定により利用の許可を受け

た者（以下「利用者」という。）は、利用の取消

しをしようとするときは、遅滞なく前条に規定す

る許可書兼領収書を添えて届け出なければならな

い。ただし、市長が届け出る必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

 

（使用料の納付） （使用料の納付） 

第５条 利用者は、条例第１１条に規定する使用料

を、利用許可書の交付と引換えに納付しなければ

ならない。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

 

第５条 利用者は、条例第１１条に規定する使用料

を、利用許可書兼領収書の交付と引換えに納付し

なければならない。ただし、市長が特別の理由が

あると認めるときは、この限りでない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

（経過措置） 



 

 

２ この規則による改正後のさいたま市男女共同参画推進センター条例施行規則の規

定は、この規則の施行の日以後の許可から適用し、同日前の許可については、なお

従前の例による。 



 

 

さいたま市規則第４号 

   さいたま市産業振興会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市産業振興会館条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１７９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（利用の許可） （利用の許可） 

第４条 条例第７条第１項の規定による利用の許可 第４条 条例第７条第１項の規定による利用の許可 

又は許可に係る事項の変更の許可は、次に掲げる  又は許可に係る事項の変更の許可は、次に掲げる 

許可書を交付して行うものとする。  許可書を交付して行うものとする。 

⑴ 会館の施設等の利用の許可をした場合 施設 ⑴ 会館の施設等の利用の許可をした場合 施設 

予約システム規則に定める利用許可書（一般） 予約システム規則に定める利用許可書兼領収書 

 （一般） 

⑵ 許可に係る事項の変更の許可をした場合 施 ⑵ 許可に係る事項の変更の許可をした場合 施 

設予約システム規則に定める利用変更許可書（ 設予約システム規則に定める利用変更許可書兼 

一般） 領収書（一般） 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市産業振興会館条例施行規則の規定は、この規

則の施行の日以後の許可から適用し、同日前の許可については、なお従前の例によ

る。 



さいたま市規則第５号 

さいたま市旅館業法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市旅館業法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７２号）の一部を次の 

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第２（第１０条関係） 別表第２（第１０条関係） 
検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 
３ 大腸菌 ［略］ 
４ ［略］ 

 

検査項目 検査方法 基準 
１・２ ［略］ 
３ 大腸菌群 ［略］ 
４ ［略］ 

 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



さいたま市規則第６号 

さいたま市公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市公衆浴場法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７３号）の一部を次 

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 
検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 
３ 大腸菌 ［略］ 
４ ［略］ 

 

検査項目 検査方法 基準 
１・２ ［略］ 
３ 大腸菌群 ［略］ 
４ ［略］ 

 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第７号 

   さいたま市営桜木駐車場条例施行規則を廃止する規則 

 さいたま市営桜木駐車場条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６１号）は、 

廃止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第８号 

   さいたま市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

 さいたま市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規則（平成

２４年さいたま市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格） 

第２条 条例第３条第８号の規定により同条第１号

から第７号までに掲げる者と同等以上の技能を有

すると認められる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

第２条 条例第３条第６号の規定により同条第１号

から第５号までに掲げる者と同等以上の技能を有

すると認められる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

 ⑴ 条例第３条第１号又は第２号に規定する卒業

者であって、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）による大学院研究科において１年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し

た後、又は大学の専攻科において衛生工学若し

くは水道工学に関する専攻を修了した後、同条

第１号の卒業者については２年以上、同条第２

号の卒業者については３年以上水道、工業用水

道、下水道、道路又は河川（以下この条におい

て「水道等」という。）に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（同条第１号の卒業

者については１年以上、同条第２号の卒業者に

ついては１年６月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑴ 条例第３条第１号又は第２号に規定する卒業

者であって、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）による大学院研究科において１年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し

た後、又は大学の専攻科において衛生工学若し

くは水道工学に関する専攻を修了した後、同条

第１号に規定する卒業者については１年以上、

同条第２号に規定する卒業者については２年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有するもの 

 ⑵ 外国の学校において、条例第３条第１号から

第６号までに規定する課程に相当する課程を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得

する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当

該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者（

それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験

年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑵ 外国の学校において、条例第３条第１号若し

くは第２号に規定する課程及び学科目又は同条

第３号若しくは第４号に規定する課程に相当す

る課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定

する学校において修得する程度と同等以上に修

得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経

験年数以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 ⑶ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道

 ⑶ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道



 

 

部門に合格した者（選択科目として上水道及び 

工業用水道を選択したものに限る。）であって、

１年以上水道等に関する技術上の実務に従事し 

た経験を有する者（６月以上水道に関する技術 

上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

部門に合格した者（選択科目として上水道及び

工業用水道を選択した者に限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの 

 ⑷ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号

）第３７条第１項及び第２項の規定による土木

施工管理に係る１級の技術検定に合格した者で

あって、３年以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（１年６月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

 

 

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第３条 条例第４条第１項第４号の規定により同項

第１号から第３号までに掲げる者と同等以上の技

能を有すると認められる者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

第３条 条例第４条第１項第４号の規定により同項

第２号及び第３号に掲げる者と同等以上の技能を

有すると認められる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

 ⑴ 条例第３条第１号、第３号及び第５号に規定

する学校において、工学、理学、農学、医学及

び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課

程以外の課程を修めて卒業した（当該課程を修

めて学校教育法による専門職大学の前期課程（

以下この号において「専門職大学前期課程」と

いう。）を修了した場合を含む。）後、同条第

１号に規定する学校の卒業者については５年以

上、同条第３号に規定する学校の卒業者（専門

職大学前期課程の修了者を含む。次号において

同じ。）については７年以上、同条第５号に規

定する学校の卒業者については９年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑴ 条例第３条第１号、第３号及び第４号に規定

する学校において、工学、理学、農学、医学及

び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する

学科目以外の学科目を修めて卒業した（当該学

科目を修めて学校教育法による専門職大学の前

期課程（以下この号において「専門職大学前期 

課程」という。）を修了した場合を含む。）後、

後、同条第１号に規定する学校の卒業者につい 

ては５年以上、同条第３号に規定する学校の卒 

業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次 

号において同じ。）については７年以上、同条 

第４号に規定する学校の卒業者については９年 

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験 

を有する者 

 ⑵ 外国の学校において、条例第４条第１項第１

号若しくは第２号に規定する課程又は前号に規

定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各

号に規定する学校において修得する程度と同等

以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者

ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑵ 外国の学校において、条例第４条第１項第２ 

号又は前号に規定する学科目に相当する学科目 

を、それぞれ当該各号に規定する学校において 

修得する程度と同等以上に修得した後、それぞ 

れ当該各号に規定する卒業者ごとの最低経験年 

数以上水道に関する技術上の実務に従事した経 

験を有する者 

 ⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 

 ⑷ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試

験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目

として上水道及び工業用水道を選択したものに

限る。）であって、１年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

 

 ⑸ 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の

規定による土木施工管理に係る１級の技術検定

に合格した者であって、３年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

２ １日最大給水量が１０，０００立方メートル以 ２ １日最大給水量が１，０００立方メートル以下



 

 

下である専用水道の管理に係る水道技術管理者に 

ついては、前項第１号中「５年以上」、とあるの 

は「２年６月以上」と、「７年以上」とあるのは 

「３年６月以上」と、「９年以上」とあるのは「 

４年６月以上」と、同項第２号中「最低経験年数 

以上」とあるのは「最低経験年数の２分の１以上 

」と、同項第４号中「１年以上」、とあるのは「 

６月以上」と、同項第５号中「３年以上」、とあ 

るのは「１年６月以上」とそれぞれ読み替えるも 

のとする。 

である専用水道の管理に係る水道技術管理者につ

いては、前項第１号中「５年以上」、とあるのは

「２年６箇月以上」と、「７年以上」とあるのは

「３年６箇月以上」と、「９年以上」とあるのは

「４年６箇月以上」と、同項第２号中「最低経験

年数以上」とあるのは「最低経験年数の２分の１

以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項

の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選

択科目として水道環境を選択したものは、この規則による改正後のさいたま市水道

の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例施行規則第２条第３号及び第３

条第１項第４号の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次試験のう

ち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業

用水道を選択したものとみなす。 



 

 

さいたま市規則第９号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （環境への負荷が相当程度大きい事業所）  （環境への負荷が相当程度大きい事業所） 

第３条 条例第１１条第１項の規則で定める事業所

は、次の各号のいずれかに該当する事業所（国又

は地方公共団体が設置している事業所を除く。）

とする。 

第３条 条例第１１条第１項の規則で定める事業所

は、次の各号のいずれかに該当する事業所（国又

は地方公共団体が設置している事業所を除く。）

とする。 

⑴ 原油換算エネルギー使用量（エネルギーの使

用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に

関する法律施行令（昭和５４年政令第２６７号

）第２条第２項に規定する原油換算エネルギー

使用量をいう。）が１，５００キロリットル以

上である事業所 

 

 

⑴ 化石燃料（エネルギーの使用の合理化及び非

化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和

５４年法律第４９号）第２条第２項に規定する

化石燃料をいう。）並びに他人から供給された

熱（同条第１項に規定する熱をいう。）及び他

人から供給された電気の年度（４月１日から翌

年３月３１日までをいう。以下同じ。）の使用

量をそれぞれ安定的なエネルギー需給構造の確

立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に

関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係省令の整備等に関する省令（令和５年経

済産業省令第１１号）第１条による改正前のエ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規

則（昭和５４年通商産業省令第７４号）第４条

の規定により原油の数量に換算した量を合算し

たものが１，５００キロリットル以上である事

業所 

 ⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



さいたま市規則第１０号 

   さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例施行規則

の一部を改正する規則 

 さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例施行規則（平

成１５年さいたま市規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ

条例施行規則 

   さいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設

グリーンヒルうらわ条例施行規則 

  

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市老人福祉施設グリ

ーンヒルうらわ条例（平成１３年さいたま市条例

第１４５号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、さいたま市介護老人保健施設 

 ・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例（平成１

３年さいたま市条例第１４５号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

  

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において「ケアハウス」とは、条

例第２条の規定によりグリーンヒルうらわを構成

する施設をいう。 

第２条 この規則において「介護老人保健施設」、

「ケアハウス」、「老人デイサービスセンター」

及び「在宅介護支援センター」とは、それぞれ条

例第２条の規定によりグリーンヒルうらわを構成

する施設をいう。 

  

  （介護老人保健施設の業務の実施） 

 第３条 介護老人保健施設は、介護保険法（平成９

年法律第１２３号）、さいたま市介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関す

る条例（平成２４年さいたま市条例第７１号）、

さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６８号。以下「指定居宅サービス条

例」という。）及びさいたま市指定介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例（平成２４年さいたま市条例第６９号。以

下「指定介護予防サービス条例」という。）の規



定に従いサービスを行うものとする。 

 ２ 介護老人保健施設は、条例第３条第２項の規定

による業務を行う場合にあっては、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合

支援法」という。）及びさいたま市指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８

号。以下「指定障害福祉サービス条例」という。

）の規定に従いサービスを行うものとする。 

  

  （指定短期入所の対象者） 

 第４条 条例第８条第４項の規則で定めるものは、

次に掲げる者とする。 

  ⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

７条第２項に規定する重症心身障害児 

  ⑵ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成２６年厚

生労働省令第５号。以下この項において「区分

省令」という。）第１条第２号に規定する区分

１以上又は障害児に係る厚生労働大臣が定める

区分（平成１８年厚生労働省告示第５７２号。

以下「区分告示」という。）第３号に規定する

区分１以上に該当し、かつ、厚生労働大臣が定

める基準（平成１８年厚生労働省告示２３６号

）に適合すると認められた遷延性意識障害者等 

  ⑶ 区分省令第１条第２号に規定する区分１以上

又は区分告示第３号に規定する区分１以上に該

当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等

の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有

すると診断された障害者等 

  ⑷ 区分省令第１条第６号に規定する区分５以上

に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又

は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複

している者 

  ⑸ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該

当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管

理を行っている者 

  

  （指定短期入所に係る利用の手続） 

 第５条 条例第８条第４項第３号に該当する者で介

護老人保健施設を利用しようとするものは、身体

障害者援護措置申請書（様式第１号）に健康診断

書（様式第２号）を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。 

 ２ 条例第８条第４項第４号に該当する者に介護老

人保健施設を利用させようとする保護者（親権を

行う者、後見人その他の者で、障害者を現に保護

するものをいう。以下同じ。）は、知的障害者援



護措置申請書（様式第３号）に健康診断書を添え

て、市長に申請しなければならない。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、援護の実施機関か

ら前２項に規定する書類に相当する書類の提出が

あった場合は、前２項に規定する書類の提出を省

略することができる。 

 ４ 条例第８条第４項第５号に該当する児童に介護

老人保健施設を利用させようとする保護者は、障

害児援護措置申請書（様式第４号）により市長に

申請しなければならない。この場合において、市

長が必要と認めるときは、健康診断書（児童用）

（様式第５号）を添付しなければならない。 

  

  （利用の決定） 

 第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があ

ったときは、速やかに、利用の可否を決定し、身

体障害者援護措置決定通知書（様式第６号）又は

身体障害者援護措置申請却下通知書（様式第７号

）により、申請者又は援護の実施機関に通知する

ものとする。 

 ２ 市長は、前条第２項の規定による申請があった

ときは、速やかに、利用の可否を決定し、知的障

害者援護措置決定通知書（様式第８号）又は知的

障害者援護措置申請却下通知書（様式第９号）に

より、保護者又は援護の実施機関に通知するもの

とする。 

 ３ 市長は、前条第４項の規定による申請があった

ときは、速やかに、利用の可否を決定し、障害児

援護措置決定通知書（様式第１０号）又は障害児

援護措置申請却下通知書（様式第１１号）により

保護者に通知するものとする。 

 ４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、

 前３項の規定による利用の許可をしないことがで

きる。 

  ⑴ 介護老人保健施設の利用者に利用されていな

い居室がないとき。 

  ⑵ 利用しようとする者が感染性疾患を有し、そ

の疾病が感染するおそれがあると認められると

き。 

  ⑶ 利用しようとする者が団体生活に著しく支障

があると認められるとき。 

  ⑷ 前３号に掲げる場合のほか、介護老人保健施

設の管理上、利用が不適当であると認められる

とき。 

  

第３条 ［略］ 第７条 ［略］ 

  

 （ケアハウスの入所の申請）  （ケアハウスの入所の申請） 

第４条 ケアハウスに入所しようとする者、その家 第８条 ケアハウスに入所しようとする者、その家



族等（次条において「申請者」という。）は、ケ

アハウスぎんもくせい入所申請書（様式第１号）

に市長が別に指定する書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

族等（次条において「申請者」という。）は、ケ

アハウスぎんもくせい入所申請書（様式第１２号

）に市長が別に指定する書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

  

 （ケアハウスの利用の決定等）  （ケアハウスの利用の決定等） 

第５条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 前条に規定する申請に対する可否の決定は、ケ

アハウスぎんもくせい入所決定通知書（様式第２

号）を申請者に交付することにより行うものとす

る。 

２ 前条に規定する申請に対する可否の決定は、ケ

アハウスぎんもくせい入所決定通知書（様式第１

３号）を申請者に交付することにより行うものと

する。 

３ 申請者は、前条の規定による申請に係る事項に

変更が生じたときは、ケアハウスぎんもくせい利

用変更届（様式第３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

３ 申請者は、前条の規定による申請に係る事項に

変更が生じたときは、ケアハウスぎんもくせい利

用変更届（様式第１４号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

  

 （ケアハウスの入所者の退所）  （ケアハウスの入所者の退所） 

第６条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 前項の規定により入所者が退所するときは、ケ

アハウスぎんもくせい退所届（様式第４号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により入所者が退所するときは、ケ

アハウスぎんもくせい退所届（様式第１５号）を

市長に提出しなければならない。 

  

  （老人デイサービスセンターの業務の実施） 

 第１１条 老人デイサービスセンターは、老人福祉

法、介護保険法、指定居宅サービス条例、指定介

護予防サービス条例その他の関係法令等の規定に

従いサービスを行うものとする。 

 ２ 老人デイサービスセンターは、条例第３条第３

項の規定による業務を行う場合にあっては、障害

者総合支援法及び指定障害福祉サービス条例の規

定に従いサービスを行うものとする。 

  

  （在宅介護支援センターの業務の実施） 

 第１２条 在宅介護支援センターは、総合的な援助

を行うために必要な職員を配置し、当該援助の実

施に必要な業務を行うものとする。 

  

  （利用日等） 

 第１３条 グリーンヒルうらわの各施設の利用日等

については、次に掲げるとおりとする。ただし、

市長が特に必要と認めるときは、これを変更する

ことができる。 

  ⑴ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リ

ハビリテーションの利用日は、月曜日から金曜

日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日並びに１

月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３



１日までの日を除く。）とする。 

  ⑵ 老人デイサービスセンターの利用日は、月曜

日から金曜日までの日（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日までの日

を除く。）とする。 

  ⑶ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リ

ハビリテーション並びに老人デイサービスセン

ターの利用時間は、午前９時３０分から午後３

時３０分までとする。 

  ⑷ 通所リハビリテーション及び介護予防通所リ

ハビリテーション、老人デイサービスセンター

並びに在宅介護支援センターの通常の実施地域

は、さいたま市全域とする。 

  

第７条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

  

第８条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

  

 （利用料金の額の承認申請等）  （利用料金の額の承認申請等） 

第９条 条例第７条の規定によりケアハウスに係る

利用料金の額の承認を受けようとするときは、収 

 支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

第１６条 条例第１３条の規定によりケアハウスに 

 係る利用料金の額の承認を受けようとするときは、

 収支予算書その他市長が必要と認める書類を添え

て、市長に申請しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

 （利用料金の減免）  （利用料金の減免） 

第１０条 条例第８条の規定により利用料金を減額

し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとす

る。 

第１７条 条例第２２条の規定により利用料金を減

額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりと

する。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

  

 （指定管理者による管理）  （指定管理者による管理） 

第１１条 条例第９条の規定により指定管理者がグ

リーンヒルうらわの管理に関する業務を行う場合

についての第４条、第５条第３項及び第６条の規

定の適用については、これらの規定中「市長」と

あるのは「指定管理者」とする。 

第１８条 条例第２３条の規定により指定管理者が

グリーンヒルうらわの管理に関する業務を行う場

合についての第８条、第９条第３項及び第１０条

の規定の適用については、これらの規定中「市長

」とあるのは「指定管理者」とする。 

 ２ 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせ

ることができる。 

  ⑴ 第１３条第１号及び第２号の規定にかかわら

ず、グリーンヒルうらわの管理上必要があると

認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館

し、又は休館日に業務を行うこと。 

  ⑵ 第１３条第３号の規定にかかわらず、グリー

ンヒルうらわの管理上必要があると認めるとき

に利用時間を延長し、又は市長の承認を得て利

用時間を短縮すること。 

  



 （臨時のグリーンヒルうらわの管理に関する準用

） 

 （臨時のグリーンヒルうらわの管理に関する準用

） 

第１２条 第１０条の規定は、条例第１０条第１項

の規定により市長が使用料を徴収する場合につい

て準用する。この場合において第１０条各号列記

以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」

と読み替えるものとする。 

第１９条 第１７条の規定は、条例第２４条第１項

の規定により市長が使用料を徴収する場合につい

て準用する。この場合において第１７条各号列記

以外の部分中「利用料金」とあるのは「使用料」

と読み替えるものとする。 

  

第１３条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

  

 様式第１号（第５条関係） 

  

 様式第２号（第５条関係） 

  

 様式第３号（第５条関係） 

  

 様式第４号（第５条関係） 

  

 様式第５号（第５条関係） 

  

 様式第６号（第６条関係） 

  

 様式第７号（第６条関係） 

  

 様式第８号（第６条関係） 

  

 様式第９号（第６条関係） 

  

 様式第１０号（第６条関係） 

  

 様式第１１号（第６条関係） 

  

様式第１号（第４条関係）（表） 様式第１２号（第８条関係）（表） 

ケアハウスぎんもくせい入所申請書 ケアハウスぎんもくせい入所申請書 

 ［略］  ［略］ 

  (宛先)   (あて先) 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第１号（第４条関係）（裏） 様式第１２号（第８条関係）（裏） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２号（第５条関係） 様式第１３号（第９条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３号（第５条関係） 様式第１４号（第９条関係） 

ケアハウスぎんもくせい利用変更届 ケアハウスぎんもくせい利用変更届 



 ［略］  ［略］ 

  (宛先)   (あて先) 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第４号（第６条関係） 様式第１５号（第１０条関係） 

ケアハウスぎんもくせい退所届 ケアハウスぎんもくせい退所届 

 ［略］  ［略］ 

  (宛先)   (あて先) 

 ［略］  ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第１１号 

   さいたま市高齢者デイサービスセンター条例施行規則を廃止する規則 

 さいたま市高齢者デイサービスセンター条例施行規則（平成１３年さいたま市規則

第９２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１２号 

   さいたま市与野本町デイサービスセンター条例施行規則を廃止する規則 

 さいたま市与野本町デイサービスセンター条例施行規則（平成１３年さいたま市規

則第９３号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１３号 

   さいたま市保健所組織規則の一部を改正する規則 

 さいたま市保健所組織規則（平成１４年さいたま市規則第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （組織）  （組織） 

第２条 保健所の内部組織は、次のとおりとする。 第２条 保健所の内部組織は、次のとおりとする。 

［略］ ［略］ 

 精神保健課  精神保健課 

精神保健係 

相談・支援第１係 

相談・支援第２係 

 

相談・支援第１係 

相談・支援第２係 

［略］ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１４号 

さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則 

さいたま市保健所長事務委任規則（平成１４年さいたま市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律

に関する委任事務） 

 （農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律

に関する委任事務） 

第３５条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関す

る法律（令和元年法律第５７号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務（保健衛生局

保健部食肉衛生検査所が行うものを除く。）のう 

ち、保健所長に委任する事務は次のとおりとする。

第３５条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関す

る法律（令和元年法律第５７号。以下この条にお

いて「法」という。）に関する事務（保健衛生局

保健部食肉衛生検査所が行うものを除く。）のう 

ち、保健所長に委任する事務は次のとおりとする。

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 法第５３条第２項の規定による報告の徴収、

物件の提出の指示、立入調査及び質問に関する

こと。 

 ⑸ 法第３８条第２項の規定による報告の徴収、

物件の提出の指示、立入調査及び質問に関する

こと。 

 ⑹ 法第５３条第５項の規定による輸出証明書の 

発行及び適合施設の認定の取消しに関すること。

 ⑹ 法第３８条第５項の規定による輸出証明書の 

発行及び適合施設の認定の取消しに関すること。

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１５号 

   さいたま市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市情報公開条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （実施状況の公表） 

第１２条 条例第２７条の規定による実施状況の公

表は、次に掲げる事項をさいたま市公告式条例（

平成１３年さいたま市条例第３号）第２条第２項

の例により掲示して行うものとする。 

 （実施状況の公表） 

第１２条 条例第２７条の規定による実施状況の公

表は、次に掲げる事項をさいたま市公告式条例（

平成１３年さいたま市条例第３号）に規定する掲

示場に掲示して行うものとする。 

  

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

行政情報開示決定通知書 行政情報開示決定通知書 

 ［略］ ［略］ 

    年  月  日付けで請求のあった行政

情報の開示については、さいたま市情報公開条例第

１１条第１項の規定により、次のとおり開示するこ

とと決定したので通知します。 

 この処分について不服があるときは、処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に             

      に対して審査請求をすることができま

す。なお、３箇月以内であっても、処分があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。 

この処分の取消しの訴えは、処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内にさいたま

市を被告として（      が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、６箇月

以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると取消しの訴えを提起することができな

くなります。 

この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に

提起することができます。なお、６箇月以内であっ

年  月  日付けで請求のあった行政

情報の開示については、さいたま市情報公開条例第

１１条第１項の規定により、次のとおり開示するこ

とと決定したので通知します。 

 



 

 

ても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と取消しの訴えを提起することができなくなります。

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

［略］ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第１６号 

   さいたま市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年さいたま市規則第４４

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（開始の届出等の公示） 

第２条 条例第３条第６項の規定による公示は、さ

いたま市公告式条例（平成１３さいたま市条例第

３号）第２条第２項の例により掲示して行うもの

とする。 

（開始の届出等の公示） 

第２条 条例第３条第６項の規定による公示は、さ

いたま市公告式条例（平成１３さいたま市条例第 

 ３号）に規定する掲示場（以下「掲示場」という。

）に掲示して行うものとする。 

  

（実施状況の公表） （実施状況の公表） 

第２４条 条例第１５条の規定による実施状況の公 

表は、次に掲げる事項をさいたま市公告式条例第

２条第２項の例により掲示して行うものとする。 

第２４条 条例第１５条の規定による実施状況の公 

表は、次に掲げる事項を掲示場に掲示して行うも

のとする。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

  

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

保有個人情報開示決定通知書 保有個人情報開示決定通知書 

 ［略］ ［略］ 

年  月  日付けで請求のあった保有個
人情報の開示については、個人情報の保護に関する

法律第８２条第１項の規定により、次のとおり開示
することと決定したので通知します。 

この処分について不服があるときは、処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に 

      に対して審査請求をすることができま

す。なお、３箇月以内であっても、処分があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。 

この処分の取消しの訴えは、処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内にさいたま

市を被告として（  が被告の代表者となります。

）提起することができます。なお、６箇月以内であ

っても、処分の日の翌日から起算して１年を経過す

ると取消しの訴えを提起することができなくなりま

年  月  日付けで請求のあった保有個
人情報の開示については、個人情報の保護に関する

法律第８２条第１項の規定により、次のとおり開示
することと決定したので通知します。 

 



 

 

す。 

この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に

提起することができます。なお、６箇月以内であっ

ても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と取消しの訴えを提起することができなくなります。

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 ［略］  ［略］ 

 

様式第１４号（第１５条関係） 

 

様式第１４号（第１５条関係） 

保有個人情報訂正決定通知書 保有個人情報訂正決定通知書 

 ［略］ ［略］ 

      年  月  日付けで請求のあった保

有個人情報の訂正については、個人情報の保護に関

する法律第９３条第１項の規定により、次のとおり

訂正する決定をしたので通知します。 

この処分について不服があるときは、処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に   

      に対して審査請求をすることができま

す。なお、３箇月以内であっても、処分があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。 

この処分の取消しの訴えは、処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内にさいたま

市を被告として（      が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、６箇月

以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると取消しの訴えを提起することができな

くなります。 

この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に

提起することができます。なお、６箇月以内であっ

ても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と取消しの訴えを提起することができなくなります。

      年  月  日付けで請求のあった保

有個人情報の訂正については、個人情報の保護に関

する法律第９３条第１項の規定により、次のとおり

訂正する決定をしたので通知します。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

 

様式第２１号（第２０条関係） 

 

様式第２１号（第２０条関係） 

保有個人情報利用停止決定通知書 保有個人情報利用停止決定通知書 

 ［略］ ［略］ 

      年  月  日付けで請求のあった保

有個人情報の利用停止については、個人情報の保護

に関する法律第１０１条第１項の規定により、次の

とおり利用停止する決定をしたので通知します。 

この処分について不服があるときは、処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に   

      年  月  日付けで請求のあった保

有個人情報の利用停止については、個人情報の保護

に関する法律第１０１条第１項の規定により、次の

とおり利用停止する決定をしたので通知します。 

 

 



 

 

      に対して審査請求をすることができま

す。なお、３箇月以内であっても、処分があった日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。 

この処分の取消しの訴えは、処分があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内にさいたま

市を被告として（      が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、６箇月

以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年

を経過すると取消しの訴えを提起することができな

くなります。 

この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に

提起することができます。なお、６箇月以内であっ

ても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と取消しの訴えを提起することができなくなります。

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第１７号 

   さいたま市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２

５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（休業補償を行わない場合） （休業補償を行わない場合） 

第１０条 条例第８条ただし書に規定する規則で定

める場合は、次に掲げる場合とする。 

第１０条 条例第８条ただし書に規定する規則で定

める場合は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため、若し 

  くは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法（

昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の

規定により少年院において刑を執行する場合に

おける当該少年院を含む。）に拘置されている

場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留

置されている場合又は法廷等の秩序維持に関す

る法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条の

規定による監置の裁判の執行のため監置場に留

置されている場合 

 ⑴ 懲役、禁錮
こ

若しくは拘留の刑の執行のため、 

  若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年

法（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３

項の規定により少年院において刑を執行する場

合における当該少年院を含む。）に拘置されて

いる場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場

に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に

関する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２

条の規定による監置の裁判の執行のため監置場

に留置されている場合 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第１８号 

   さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市開発行為の手続に関する条例施行規則（平成２１年さいたま市規則第６

８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（公表） 

第１８条 条例第２７条の規定による公表は、事業

者又は工事施行者の住所及び氏名並びに公表の理

由その他市長が必要と認める事項について、さい

たま市公告式条例（平成１３年さいたま市条例第

３号）第２条第２項の例により行う。 

（公表） 

第１８条 条例第２７条の規定による公表は、事業

者又は工事施行者の住所及び氏名並びに公表の理

由その他市長が必要と認める事項について、さい

たま市公告式条例（平成１３年さいたま市条例第

３号）に規定する掲示場への掲示その他の方法に

より行う。 

別表第１１（第１６条関係） 
区域 場所 

西区、北区、大宮

区、見沼区及び岩

槻区 

都市局都市計画部北部都

市計画指導課内 

中央区、桜区、浦

和区、南区及び緑

区 

都市局都市計画部南部都

市計画指導課内 
 

別表第１１（第１６条関係） 
区域 場所 

西区、北区、大宮

区、見沼区及び岩

槻区 

都市局北部都市計画事務

所都市計画指導課内 

中央区、桜区、浦

和区、南区及び緑

区 

都市局南部都市計画事務

所都市計画指導課内 
 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第１９号 

   さいたま市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則（平成２１年さいた

ま市規則第７０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（開発許可申請書及び添付書類） 

第２条 ［略］ 

２ 法第３０条の申請書には、法及び省令に規定す

るもののほか、別表に規定する書類等を添付しな

ければならない。ただし、主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開

発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成及

び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号

）第１２条第１項の許可を要するものを除く。）

又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己

の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用

に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関

する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の

面積が１ヘクタール以上のものを除く。）に係る

場合にあっては、別表第９項及び第１０項に掲げ

る書類等を除く。 

 

（開発許可申請書及び添付書類） 

第２条 ［略］ 

２ 法第３０条の申請書には、法及び省令に規定す

るもののほか、別表に規定する書類等を添付しな

ければならない。ただし、主として自己の居住の

用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開

発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物

で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建

設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の

面積が１ヘクタール以上のものを除く。）に係る

場合にあっては、別表第９項及び第１０項に掲げ

る書類等を除く。 

（地位の承継承認申請） 

第９条 法第４５条の承認を受けようとする者は、 

開発許可地位承継承認申請書（様式第１５号）に 

次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ 

ならない。ただし、主として自己の居住の用に供 

する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定 

盛土等規制法第１２条第１項の許可を要するもの 

 を除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工  

作物で自己の業務の用に供するものの建築若しく 

は建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開 

 発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び 

開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。

（地位の承継承認申請） 

第９条 法第４５条の承認を受けようとする者は、

開発許可地位承継承認申請書（様式第１５号）に

次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己

の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用

に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が

１ヘクタール以上のものを除く。）に係る場合に

あっては、第２号に掲げる書類を除く。 

 

 



 

 

 ）に係る場合にあっては、第２号に掲げる書類を 

 除く。 

⑴ ［略］ 

 ⑵ 申請者の業務経歴書、所得税（法人にあって

は、法人税）の前年度の納税証明書及び暴力団

員等に該当しないことの誓約書 

⑶ ［略］ 

 

 

 

⑴ ［略］ 

 ⑵ 申請者の業務経歴書及び所得税（法人にあっ

ては、法人税）の前年度の納税証明書 

 

⑶ ［略］ 

別表（第２条、第３条関係） 

 
 

項 書類等の名称 縮尺 明示す

る事項 

備考 

 ［略］ 

９ 申請者の業務

経歴書、所得

税の前年度の

納税証明書及

び暴力団員等

に該当しない

ことの誓約書 

［略］ 

 ［略］ 

別表（第２条、第３条関係） 

 
 

項 書類等の名称 縮尺 明示す

る事項 

備考 

 ［略］ 

９ 申請者の業務

経歴書及び所

得税の前年度

の納税証明書 

 

 

 

［略］ 

 ［略］ 

様式第２０号（第１４条関係） 

工 事 取 止 届 出 書 

 （宛先） 

 ［略］ 

 ［略］ 

許可を受け

た土地の所

在・地番及

び地積 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

 

様式第２０号（第１４条関係） 

工 事 取 止 届 出 書 

 （あて先） 

 ［略］ 

 ［略］ 

許可を受け

た土地の所

在・地番及

び地籍 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

様式第２１号（第１５条関係） 様式第２１号（第１５条関係） 

（表面） （表面） 

 ［略］ 

身分証明書 

 ［略］ 
 

 ［略］ 

身分証明書 

 ［略］ 
 

（裏面） （裏面） 

都市計画法（抜粋） 

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若し

くは市町村長又はその命じた者若しくは委

任した者は、前条の規定による権限を行う

ため必要がある場合においては、当該土地

に立ち入り、当該土地若しくは当該土地に

ある物件又は当該土地において行われてい

る工事の状況を検査することができる。 

２～４ ［略］ 
 

都市計画法（抜粋） 

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若し

くは市長又はその命じた者若しくは委任し

た者は、前条の規定による権限を行うため

必要がある場合においては、当該土地に立

ち入り、当該土地若しくは当該土地にある

物件又は当該土地において行われている工

事の状況を検査することができる。 

２～４ ［略］ 
 

  



 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項及び第９条各

号列記以外の部分の改正は、同年５月２６日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第２０号 

   さいたま市開発登録簿閲覧規則の一部を改正する規則 

 さいたま市開発登録簿閲覧規則（平成１３年さいたま市規則第２００号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 
区     域 場     所 

西区、北区、大宮

区、見沼区及び岩

槻区 

都市局都市計画部北部都

市計画指導課内 

中央区、桜区、浦

和区、南区及び緑

区 

都市局都市計画部南部都

市計画指導課内 
 

別表（第２条関係） 
区     域 場     所 

西区、北区、大宮

区、見沼区及び岩

槻区 

都市局北部都市計画事務

所都市計画指導課内 

中央区、桜区、浦

和区、南区及び緑

区 

都市局南部都市計画事務

所都市計画指導課内 
 

  
   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２１号 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則（平成１３年さいたま市規則第

１４２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （報告の徴収）  （報告の徴収） 

第２４条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物

処分業者は、その業務に係る一般廃棄物の保管、

収集又は処分等に関し、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める報告書等を、当該月の分

について翌月１０日までに、市長に提出しなけれ

ばならない。  

第２４条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物

処分業者は、その業務に係る一般廃棄物の保管、

収集又は処分等に関し、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める報告書等を、当該月の分

について翌月１０日までに、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 一般廃棄物収集運搬業者で取り扱う一般廃棄

物の種類がごみである場合 次に掲げる報告書 

 ⑴ 一般廃棄物収集運搬業者で取り扱う一般廃棄

物の種類がごみである場合 次に掲げる報告書 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 一般廃棄物（資源物等）収集運搬状況報告

書（様式第２５号の２） 

  イ 一般廃棄物（資源物）収集運搬状況報告書

（様式第２５号の２） 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

  ⑵ 一般廃棄物収集運搬業者で取り扱う一般廃棄

物の種類がし尿である場合 し尿収集運搬状況

報告書（様式第２６号） 

 ⑵ ［略］  ⑶ ［略］ 

  

様式第１号（第４条関係）（裏） 様式第１号（第４条関係）（裏） 

減量化・資源化の実績及び計画 

廃棄物

の種類 

前年度の実績 

廃棄

物の

排出

量 

資

源

化

量 

合

計 

資

源

化

率 

処

理

区

分 

回

収

・

収

集

業

者

の

名

称 

減量化・資源化の実績及び計画 

廃棄物

の種類 

前年度の実績 

廃棄

物の

排出

量 

資

源

化

量 

合

計 

資

源

化

率 

処

理

区

分 

回

収

・

収

集

業

者

の

名

称 



 

 

資
源
化
の
対
象
物 

 ［略］ 

紙

ご

み 

      

       

       

 ［略］ 

可燃物       

       

       

 ［略］ 

資
源
化
の
対
象
物 

 ［略］ 

紙

ご

み 

      

       

       

 ［略］ 

可燃物       

       

       

 ［略］ 
 

資
源
化
の
対
象
物 

 ［略］ 

紙

ご

み 

      

缶       

瓶       

 ［略］ 

可燃物       

不燃物       

粗大ごみ       

 ［略］ 

資
源
化
の
対
象
物 

 ［略］ 

紙

ご

み 

      

缶       

瓶       

 ［略］ 

可燃物       

不燃物       

粗大ごみ       

 ［略］ 
 

  

様式第２５号の２（その１）（第２４条関係） 様式第２５号の２（その１）（第２４条関係） 

一般廃棄物（資源物等）収集運搬状況報告書 

 ［略］ 

（宛先）さいたま市長 

 ［略］ 

一般廃棄物（資源物等）の収集運搬状況について

次のとおり報告します。 

 ［略］ 

排出者 収集運搬量 

 

［略］ 

 

［

略

］ 

木

く

ず 

食

品

廃

棄

物 

ペ

ッ

ト

ボ

ト

ル 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

一般廃棄物（資源物）収集運搬状況報告書 

 ［略］ 

（あて先）さいたま市長 

 ［略］ 

一般廃棄物（資源物）の収集運搬状況について次

のとおり報告します。 

 ［略］ 

排出者 収集運搬量 

 

［略］ 

 

［

略

］ 

ペ

ッ

ト

ボ

ト

ル 

か

ん 

び

ん 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

様式第２５号の２（その２）（第２４条関係） 様式第２５号の２（その２）（第２４条関係） 

一般廃棄物（資源物等）収集運搬状況報告書 

 

 ［略］ 

排出者 収集運搬量 

 ［略］  

［ 

木

く 

食

品 

ペ

ッ 

 ［略］ 

一般廃棄物（資源物）収集運搬状況報告書 

年 月 日 

 ［略］ 

排出者 収集運搬量 

 ［略］  

［ 

ペ

ッ 

か

ん 

び

ん 

 ［略］ 



 

 

 略

］ 

ず 廃

棄

物 

ト

ボ

ト

ル 

 

 
 

 略

］ 

ト

ボ

ト

ル 

   

 ［略］ 
 

  

様式第２６号（その１） 削除 様式第２６号（その１）（第２４条関係） 

 し尿収集運搬状況報告書 

 （あて先）さいたま市長 

住所 

氏名 

            （法人にあっては、主た

る事務所の所在地、名

称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 一般廃棄物の収集運搬状況について、次のとおり

報告します。 

       年 月分 

番号 住 所

（ 所

在 地

） 

氏 名

（ 名

称） 

人数 異 動

理由 

増減 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 注 この報告書は、当該月分について翌月１０日

までに提出すること。 

 

様式第２６号（その２） 削除 様式第２６号（その２）（第２４条関係） 

    年 月分     氏名又は名称 

番号 住 所

（ 所

在 地

） 

氏 名

（ 名

称） 

人数 異 動

理由 

増減 

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 注 この報告書は、当該月分について翌月１０日

までに提出すること。 

  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

さいたま市規則第２２号 

   さいたま市医療法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市医療法施行細則（平成１４年さいたま市規則第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 
病院開設許可申請書 病院開設許可申請書 

 ［略］ 
（宛先）さいたま市保健所長 

 ［略］ 

 ［略］ 
 （あて先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

ふりがな   
１ 名  称  

［略］ 
６ 従業者定員 

［略］ 栄

養

士 

管

理

栄

養

士 

［略］ 

［略］ 
 

   
１ 名  称  

［略］ 
６ 従業者定員 

［略］ 栄

養

士 

 ［略］ 

［略］ 
 

  
様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

診療所・助産所開設許可申請書 診療所・助産所開設許可申請書 
 ［略］ 

（宛先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

 ［略］ 
（あて先）さいたま市保健所長 

 ［略］ 
ふりがな   

１ 名  称  
［略］ 

６ 従業者定員 

   
１ 名  称  

［略］ 
６ 従業者定員 



 

［略］ 栄

養

士 

管

理

栄

養

士 

［略］ 

［略］ 
 

［略］ 栄

養

士 

 ［略］ 

［略］ 
 

  
様式第５号（第２条関係） 様式第５号（第２条関係） 

診療所病床設置許可申請書 診療所病床設置許可申請書 
 ［略］ 

（宛先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

 ［略］ 
 （あて先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

ふりがな   
１ 名  称  

［略］ 
４ 従業者定員 
職

種 
［略］ 栄

養

士 

管

理

栄

養

士 

事

務

員 

そ

の

他 

［略］ 

人

員 
［略］     ［略］ 

［略］ 
 

   
１ 名  称  

［略］ 
４ 従業者定員 
職

種 
［略］ 栄

養

士 

 事

務

員 

［略］ 

人

員 
［略］    ［略］ 

［略］ 
 

  
様式第７号（第２条関係） 様式第７号（第２条関係） 

診療所病床設置届 診療所病床設置届 
 ［略］  ［略］ 

ふりがな   
１ 名  称  

［略］ 
４ 従業者定員 
職

種 
［略］ 栄

養

士 

管

理

栄

養

士 

事

務

員 

そ

の

他 

［略］ 

人

員 
［略］     ［略］ 

［略］ 
 

   
１ 名  称  

［略］ 
４ 従業者定員 
職

種 
［略］ 栄

養

士 

 事

務

員 

［略］ 

人

員 
［略］    ［略］ 

［略］ 
 

  
様式第９号（第２条関係） 様式第９号（第２条関係） 

診療所・助産所開設届 診療所・助産所開設届 
 ［略］ 
 （宛先）さいたま市保健所長 

 ［略］ 
 （あて先）さいたま市保健所長 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市医療法施行細則様式

第１号、様式第２号、様式第５号、様式第７号、様式第９号及び様式第１４号の規

定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 

 ［略］  ［略］ 
ふりがな  

１ 名  称  
［略］ 

８ 従業者定員 
［略］ 栄

養

士 

管

理

栄

養

士 

［略］ 

［略］ 
 

  
１ 名  称  

［略］ 
８ 従業者定員 

［略］ 栄

養

士 

 ［略］ 

［略］ 
 

  
様式第１４号（第２条関係） 様式第１４号（第２条関係） 
病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項変更届 病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項変更届 

 ［略］ 
 （宛先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

 ［略］ 
 （あて先）さいたま市保健所長 
 ［略］ 

ふりがな  
１ 名  称  

［略］ 
 

  
１ 名  称  

［略］ 
 

 



 

規則第２３号 

   さいたま市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細

則の一部を改正する規則 

さいたま市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則（ 

平成１４年さいたま市規則第６１号）の一部を次のように改正する。 

 様式第 1 号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第２条関係） 

あん摩マッサージ指圧（はり・きゅう）施術所開設届 

 

   年  月  日   

（宛先）さいたま市保健所長    

                開設者 住  所 

                     氏  名   

   

    電話番号 

  施術所を開設したので、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第９条の２第
１項（法第１２条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

ふ り が な 

名 称 

 

開 設 の 場 所 
 

      電話番号 

開 設 年 月 日    年  月  日 

業 務 の 種 類 □ あん摩マッサージ指圧  □ はり  □ きゅう 

業務に

従事す

る施術

者の氏

名等 

氏 名 免許の種類 免許証番号 免許登録年月日 免許証交付者 
目が見え
ない者 

 あん摩マッ
サージ指圧 

第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

□ はり 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

きゅう 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

 あん摩マッ
サージ指圧 

第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

□ はり 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

きゅう 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

 あん摩マッ
サージ指圧 

第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

□ はり 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

きゅう 第 号 ・ ・ 
□ 厚生労働大臣 
□ 知事（都道府
県名：   ） 

法人にあっては、主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 



 

 

構造設

備の概

要 

建物の構造    棟   造   階建て   階   ㎡   計   ㎡ 

施術室 

面積 外気開放面積 換気装置 

   ㎡ 

   ㎡ 有 ・ 無 ㎡ 

㎡ 

待合室 面積        ㎡ 

施術に用いる器具  

手指等の消毒設備  

備 考 
（業務時間等） 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市あん摩マツサージ指

圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則様式第１号の規定により作成され

ている様式については、当分の間、使用することができる。 
 



 

規則第２４号 

   さいたま市柔道整復師法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市柔道整復師法施行細則（平成１４年さいたま市規則第６２号）の一部 

を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第２条関係） 

柔 道 整 復 施 術 所 開 設 届 

 

   年  月  日   

（宛先）さいたま市保健所長    

                開設者 住  所 

                     氏  名 

   

    電話番号 

  施術所を開設したので、柔道整復師法第１９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

ふ り が な 

名 称 

 

開 設 の 場 所 
 

      電話番号 

開 設 年 月 日    年  月  日 

業務に

従事す

る柔道

整復師

の氏名

等 

氏 名 免許証番号 免許登録年月日 免許証交付者 

 
第 号 ・ ・ □ 厚 生 労 働 大 臣 

□ 知事（都道府県名：   ） 

 
第 号 ・ ・ □ 厚 生 労 働 大 臣 

□ 知事（都道府県名：   ） 

 
第 号 ・ ・ □ 厚 生 労 働 大 臣 

□ 知事（都道府県名：   ） 

構造設

備の概

要 

建物の構造    棟   造   階建て   階   ㎡   計   ㎡ 

施術室 

面積 外気開放面積 換気装置 

   ㎡ 

   ㎡ 有 ・ 無  ㎡ 

 ㎡ 

待合室 面積        ㎡ 

施術に用いる器具  

手指等の消毒設備  

備 考 
（業務時間等） 

 

法人にあっては、主たる事務所の 
所在地、名称及び代表者の氏名 



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市柔道整復師法施行細

則様式第１号の規定により作成されている様式については、当分の間、使用するこ

とができる。 



 

 

さいたま市規則第２５号 

   さいたま市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市区役所等事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第４条 区役所区民生活部の分掌事務は、おおむね 

 次のとおりとする。 

第４条 区役所区民生活部の分掌事務は、おおむね 

 次のとおりとする。 

区民生活部 区民生活部 

［略］ ［略］ 

 区民課  区民課 

⑴～⒂ ［略］ ⑴～⒂ ［略］ 

 ⒃ 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受

付並びに国民健康保険資格確認書及び資格情報

のお知らせの交付に関すること。 

 ⒃ 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受

付及び国民健康保険被保険者証（短期被保険者

証及び被保険者資格証明書を除く。）の交付に

関すること。 

⒄～(25) ［略］ ⒄～(25) ［略］ 

  

第５条 区役所健康福祉部の分掌事務は、おおむね 

 次のとおりとする。 

第５条 区役所健康福祉部の分掌事務は、おおむね 

 次のとおりとする。 

 健康福祉部  健康福祉部 

［略］ ［略］ 

  保険年金課   保険年金課 

⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知

らせの交付及び更新（一斉更新を除く。）に関

すること。 

 ⑷ 国民健康保険被保険者証の交付及び更新（一

斉更新を除く。）に関すること。 

⑸～⑾ ［略］ ⑸～⑾ ［略］ 

 ⑿ 後期高齢者医療資格確認書及び資格情報のお

知らせの引渡しに関すること。 

 ⑿ 後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関する

こと。 

 ⒀～⒃ ［略］  ⒀～⒃ ［略］ 

  

（支所の取扱事務） （支所の取扱事務） 

第１４条 支所の取り扱う事務は、おおむね次のと

おりとする。 

第１４条 支所の取り扱う事務は、おおむね次のと

おりとする。 

⑴～⑸ ［略］  ⑴～⑸ ［略］  



 

 

 ⑹ 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受

付並びに国民健康保険資格確認書及び資格情報

のお知らせの交付並びに出産育児一時金、葬祭 

  費、特定健康診査等の申請の受付に関すること。

 ⑹ 国民健康保険被保険者の資格に係る届出の受

付及び国民健康保険被保険者証（短期被保険者

証及び被保険者資格証明書を除く。）の交付並

びに出産育児一時金、葬祭費、特定健康診査等

の申請の受付に関すること。 

 ⑺～⒂ ［略］  ⑺～⒂ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２６号 

   さいたま市文書管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市文書管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （文書の取扱いの原則）  （文書の取扱いの原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 文書は、法令等の定めにより電磁的記録以外で

の作成若しくは保存が義務付けられている場合又

は電磁的記録による管理がふさわしくない場合を

除き、電磁的記録による作成又は取得に努めるも

のとする。 

 

４ ［略］ ３ ［略］ 

  

 （文書の収受）  （文書の収受） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の規定により収受した文書のうち、電磁

的記録でない文書は、文書主管課長の定めるとこ

ろにより当該文書に係る電磁的記録を電子文書管

理システムに記録するものとする。ただし、電磁

的記録でない文書が大量である等の理由により、

電磁的記録への変換が困難な場合は、この限りで

ない。 

 

４ 前３項の規定にかかわらず、同種の文書を定例

的若しくは大量に収受するとき、又は第１５条第

２項各号に規定する手続により起案の処理をする

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳

簿（電磁的記録により作成するものを含む。）に

より文書の収受の記録を管理することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、同種の文書を定例

的若しくは大量に収受するとき、又は第１５条第

２項各号に規定する手続により起案の処理をする

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳

簿（電磁的記録により作成するものを含む。）に

より文書の収受の記録を管理することができる。 

５ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第９項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２５条第３項におい

４ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２５条第３項におい



 

 

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書で

あるときは、前各項の規定による処理を省略する

ことができる。 

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書で

あるときは、前３項の規定による処理を省略する

ことができる。 

   

 （供覧）  （供覧） 

第１４条 収受した文書又は作成した文書で次の各

号のいずれかに該当するものは、電子文書管理シ

ステムを使用した供覧は当該システムに所要事項

を記録した上で、当該システムに記録した電磁的

記録（ただし、当該電磁的記録の一部について当

該システムに記録することが困難な場合は、別に

定めるところによる。以下この条において同じ。 

 ）により、又は供覧用紙（様式第４号）を用いて、

 電子決裁システムを使用した供覧は当該システム

に所要事項を記録した上で、当該システムに記録

した電磁的記録により、又は当該システムから出

力される帳票等を用いて、関係者に供覧しなけれ

ばならない。 

第１４条 収受した文書又は作成した文書で次の各

号のいずれかに該当するものは、電子文書管理シ

ステムを使用した供覧は当該システムに所要事項

を記録した上で、当該システムに記録した電磁的

記録（ただし、当該電磁的記録の一部について当

該システムに記録することが困難な場合は、別に

定めるところによる。以下この条において同じ。 

 ）により、又は供覧用紙（様式第４号）を用いて、

 電子決裁システムを使用した供覧は当該システム

に所要事項を記録した上で、当該システムに記録

した電磁的記録により、又は当該システムから出

力される帳票等を用いて、関係者に供覧しなけれ

ばならない。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 報告若しくは回答を要しない文書又は周知の 

ために送付された文書（前条第５項に規定する

文書を除く。） 

 ⑶ 報告若しくは回答を要しない文書又は周知の 

ために送付された文書（前条第４項に規定する

文書を除く。） 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

 （公印）  （公印） 

第２３条 施行する文書のうち次の各号のいずれか

に該当するものは、さいたま市公印規則（平成１

３年さいたま市規則第１５号）第１１条の規定に

より公印を押し、重要なものについては、契印を

押さなければならない。ただし、文書主管課長が

認めたものは、この限りでない。 

 ⑴ 法令等において公印の押印を要することとさ

れている文書 

 ⑵ 相手方の権利又は義務に重大な影響を及ぼす

可能性のある文書 

 ⑶ 身分、資格、その他特定の事実を証明する文

書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、公印の押印が特

に必要であると主務課長が認めた文書 

第２３条 施行する文書には、さいたま市公印規則

（平成１３年さいたま市規則第１５号）第１１条 

の規定により公印を押し、重要なものについては、

契印を押さなければならない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか

に該当するときは、公印の押印を省略することが

できる。 

 ⑴ 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文  

  書 

 ⑵ 図書類の送付状 

 ⑶ 庁内文書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、文書主管課長が 

認めたもの 



 

 

 ３ 前項の場合において、文書に「（公印省略）」

の記載をするものとする。ただし、その必要がな

いと主務課長が認めるときは、当該記載をしない

ことができる。 

  

（文書の保存期間等） （文書の保存期間等） 

第３６条 ［略］ 第３６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録でない文

書のうち第１３条第３項本文の規定により当該文

書の電磁的記録を電子文書管理システムに記録し

た文書の保存期間は、別に定めるところによる。 

 

５ 文書の保存期間は、第３項の区分に従い、文書

の重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを

単位として、主務課長が定めるものとする。ただ

し、前条第９項の全庁共通ファイル基準表に係る

個別フォルダーの保存期間については、文書主管

課長が定めるものとする。 

４ 文書の保存期間は、前項の区分に従い、文書の

重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを単 

 位として、主務課長が定めるものとする。ただし、

 前条第９項の全庁共通ファイル基準表に係る個別

フォルダーの保存期間については、文書主管課長

が定めるものとする。 

６ ［略］ ５ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２７号 

   さいたま市公印規則の一部を改正する規則 

 さいたま市公印規則（平成１３年さいたま市規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第５条、第８条関係） 別表第１（第５条、第８条関係） 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 職印  ⑵ 職印 
  ア 市長印   ア 市長印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

 ［略］      
税務専

用さい

たま市

長印 

 ［略］  ［略］ 

   

２ 市税事務

所の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［略

］ 

       

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

 ［略］      
税務専

用さい

たま市

長印 

 ［略］  ［略］ 

   

１

０ 
個人課税

課の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 

［略

］ 

    

１ 北部市税

事務所法

人課税課

の主管す

る事務で

市長名を

もって発

する文書 

財政局

北部市

税事務

所法人

課税課

長 

    

２ 資産課税

課の主管

する事務

で市長名

をもって 

財政局

市税事

務所資

産課税

課長 



 

 

       

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ［略］ 
 ［略］ 
都市計

画部専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

 

  

交通政

策部専

用さい

たま市

長印 

３ て

ん

書 

方２７ １ 交通政策

部の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 

都市局

交通政

策部交

通政策

課長 

 ［略］ 
都心整

備部専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

 
 
 
 
 
 
 

    

  

 ［略］ 
食肉中

央卸売

市場専

用さい

たま市

長印 

［略］ 

北部都

市計画

指導課

専用さ 

５ て

ん

書 

方２７ １ 北部都市

計画指導

課の主管

する事務 

都市局

都市計

画部北

部都市 

     発する文

書 
 

    

２ 納税調査

課の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 

財政局

市税事

務所納

税調査

課長 

     ［略］ 
 ［略］ 
都市計

画部専

用さい

たま市

長印 

 ［略］    

 
 
 
 
 
 
 

   

   

 ［略］ 
都心整

備部専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

都市計

画事務

所専用

さいた

ま市長

印 

３ て

ん

書 

方２７ 

 

２ 都市計画

事務所の

主管する

事務で市

長名をも

って発す

る文書 

都市局

都市計

画事務

所都市

計画指

導課長 

 ［略］ 
食肉中

央卸売

市場専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

 
 
 
 

   

   



 

 

いたま

市長印 
    で市長名

をもって

発する文

書 

計画指

導課長 

南部都

市計画

指導課

専用さ

いたま

市長印 

５ て

ん

書 

方２７ １ 南部都市

計画指導

課の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 

都市局

都市計

画部南

部都市

計画指

導課長 

 ［略］ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

［略］ 
 

  イ・ウ ［略］   イ・ウ ［略］ 
  エ 区長印   エ 区長印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 
使用区

分 保管者 

 ［略］ 
区役所

区民生

活部支

所専用

さいた

ま市区

長印 

［略

］ 
方２７ １

６ 
 ［略］ 

  
 ［略］ 

区役所

区民生

活部市

民の窓

口専用

さいた

ま市区

長印 

［略

］ 
方２７ ９  ［略］ 

  

 ［略］ 
 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 
使用区

分 保管者 

 ［略］ 
区役所

区民生

活部支

所専用

さいた

ま市区

長印 

［略

］ 
方２７ １

６ 
 ［略］ 

方２１ １ 
 ［略］ 

区役所

区民生

活部市

民の窓

口専用

さいた

ま市区

長印 

［略

］ 
方２７ ９  ［略］ 

方２１ １ 

 ［略］ 
 

  オ [略]   オ [略] 
  カ その他の印   カ その他の印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

 ［略］ 
さいた

ま市ま

ちづく

り事務 

 ［略］ 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

 ［略］ 
さいた

ま市ま

ちづく

り事務 

 ［略］ 



 

 

所長印  
 
 
 
 
 
 

 

 ［略］ 
 

所長印  
さいた

ま市都

市計画

事務所

長印 

９０ て
ん

書 

方２４ ２ 都市計画

事務所長

名で発す

る文書 

都市局

都市計

画事務

所都市

計画指

導課長 
 ［略］ 

 

  キ 職務代理者印   キ 職務代理者印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

［略］ ［略］ 
税務専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］ ［

略

］ 

  

４ 

［略］  
都市計

画部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］  

交通政

策部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

２ て

ん

書 

方２７ １  

［略］  
都心整

備部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］  

 

 

 

 

   

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

［略］ ［略］ 
税務専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］ ［

略

］ 

  

１

７ 

［略］  
都市計

画部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］  

 

 

 

 

 

 

 

  

［略］  
都心整

備部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］  

都市計

画事務

所専用

さいた 

２ て

ん

書 

方２７ ２  



 

 

 

 

 

  

［略］  
食肉中

央卸売

市場専 

 ［略］  

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

  

北部都

市計画

指導課

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

４ て

ん

書 

方２７ １  

南部都

市計画

指導課

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

４ て

ん

書 

方２７ １ 

［略］  
 ［略］ 
 ［略］  ［略］ 
支所専

用さい

たま市

区長職

務代理

者印 

［略

］ 
方２７ １

６ 
 

  

市民の

窓口専

用さい

たま市

区長職

務代理

者印 

［略

］ 
方２７ ９   

  

 ［略］  
 ［略］ 

 

ま市長

職務代

理者印 

     

［略］  
食肉中

央卸売

市場専 

 ［略］   

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

［略］   
［略］ 

 ［略］  ［略］ 
支所専

用さい

たま市

区長職

務代理

者印 

 ［略

］ 
方２７ １

６ 
  

方２１ １ 

市民の

窓口専

用さい

たま市

区長職

務代理

者印 

［略

］ 
方２７ ９   

方２１ １ 

［略］  
 ［略］ 

 

  ク 出納員印   ク 出納員印 



 

 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市出

納員印 

 ［略］ ３

２ 
 ［略］ 

 ［略］  
 ［略］ 

 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市出

納員印 

 ［略］ ３

６ 
 ［略］ 

 ［略］  
 ［略］ 

 

  ケ 出納員領収印   ケ 出納員領収印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市出

納員領

収印 

 ［略］ １

３

４ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 ［略］ 

 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市出

納員領

収印 

 ［略］ １

４

１ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 

  コ 現金取扱員領収印   コ 現金取扱員領収印 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市現

金取扱

員領収

印 

 ［略］ ２

１

５ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 

公印の

名称 

ひな

形番

号 

書

体 

寸法（

ミリメ

ートル 
） 

個

数 使用区分 保管者 

さいた

ま市現

金取扱

員領収

印 

 ［略］ ２

１

６ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 ［略］ 

 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２８号 

   さいたま市職員表彰規則の一部を改正する規則 

さいたま市職員表彰規則（平成１４年さいたま市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （死亡した職員の表彰）  （死亡した職員の表彰） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項の遺族の範囲及び順位については、さいた

ま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条

例第４６号）第２条の２の規定を準用する。 

２ 前項の遺族の範囲及び順位については、さいた

ま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条

例第４６号）第１８条の規定を準用する。 

  

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第２９号 

   さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （内部組織）  （内部組織） 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 保健衛生局  保健衛生局 

  保健部   保健部 

   保健衛生総務課    保健衛生総務課 

    総務係     総務係 

    保健係     保健係 

    口腔保健センター整備係  

 ［略］  ［略］ 

 福祉局  福祉局 

  生活福祉部   生活福祉部 

   福祉総務課    福祉総務課 

    総務係     総務係 

    支援係     支援係 

     地域福祉係 

   地域福祉推進室  

 ［略］  ［略］ 

  長寿応援部   長寿応援部 

   高齢福祉課    高齢福祉課 

    企画施設係     企画施設係 

    在宅事業係     在宅事業係 

   ねんりんピック推進室  

 ［略］  ［略］ 

 子ども未来局  子ども未来局 

 ［略］  ［略］ 

  子育て未来部   子育て未来部 



 

 

   幼児政策課    幼児政策課 

    幼児政策係  

    幼稚園係     幼稚園係 
    幼児教育係     幼児教育係 

    誰でも通園係  

 ［略］  ［略］ 

  のびのび安心子育て課    のびのび安心子育て課 

 計画係 
施設整備係 施設整備係 

保育課 保育課 

公立保育企画係 保育企画係 
公立保育管理係 公立保育係 

保育施設支援課 保育施設支援課 

管理・認可外保育係  

民間保育第１係 民間保育第１係 
民間保育第２係 民間保育第２係 

 認可外保育係 
［略］  ［略］ 

都市局 都市局 

都市計画部 都市計画部 

 ［略］  ［略］ 

   都市計画課    都市計画課 

    都市計画係     都市計画係 

    まちなみ・景観係     まちなみ・景観係 

    都市施設係     都市施設係 

    開発調整・盛土規制係     開発調整係 

   北部都市計画指導課  

    都市管理係  

    開発第１係  

    開発第２係  

   南部都市計画指導課  

    都市管理係  

    開発係  

    交通政策課 

     企画調整係 

     公共交通係 

    自転車まちづくり推進課 

     自転車政策係 

     駐車場係 

  交通政策部  

   交通政策課  

    企画調整係  

    先進モビリティ係  

    公共交通係  

   自転車まちづくり推進課  

    自転車政策係  



 

 

    駐車場係  

 ［略］  ［略］ 

  まちづくり推進部   まちづくり推進部 

 ［略］  ［略］ 

   市街地整備課    市街地整備課 

    区画整理係     区画整理係 

    再開発係     再開発係 

   都市基盤整備課  

    整備第１係  

    整備第２係  

 ［略］  ［略］ 

 建設局  建設局 

 ［略］  ［略］ 

  建築部   建築部 

 ［略］  ［略］ 

    営繕課 

 庁舎等施設係 

     教育施設係 

    保全管理課 

     管理係 

     保全・耐震係 

    設備課 

     庁舎等施設係 

     教育施設係 

   公共建築課  

    管理係  

    建築係  

   教育施設建築課  

    建築第１係  

    建築第２係  

   公共設備課  

    設備係  

   教育施設設備課  

    設備第１係  

    設備第２係  

 ［略］  ［略］ 

  

第６条 市民局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

第６条 市民局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 市民局  市民局 

 ［略］  ［略］ 

  区政推進部   区政推進部 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

 ⑺ さいたま市町名町界審議会に関すること。  

 ⑻ ［略］  ⑺ ［略］ 

 ⑼ ［略］  ⑻ ［略］ 



 

 

 ⑽ ［略］  ⑼ ［略］ 

 ⑾ ［略］  ⑽ ［略］ 

  

第６条の２ スポーツ文化局の分掌事務は、おおむ

ね次のとおりとする。 

第６条の２ スポーツ文化局の分掌事務は、おおむ

ね次のとおりとする。 

 スポーツ文化局  スポーツ文化局 

  スポーツ部   スポーツ部 

   スポーツ振興課    スポーツ振興課 

 ⑴ サッカーを核としたスポーツのまちづくりに

関すること。 

 ⑴ サッカーのまちづくりに関すること。 

 ⑵～⒆ ［略］  ⑵～⒆ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

第７条 保健衛生局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

第７条 保健衛生局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

 保健衛生局  保健衛生局 

  保健部   保健部 

   保健衛生総務課    保健衛生総務課 

 ⑴～⑼ ［略］  ⑴～⑼ ［略］ 

 ⑽ （仮称）口腔保健センターの整備に関するこ

と。 

 

 ⑾ ［略］  ⑽ ［略］ 

 ⑿ ［略］  ⑾ ［略］ 

 ⒀ ［略］  ⑿ ［略］ 

 ⒁ ［略］  ⒀ ［略］ 

 ⒂ ［略］  ⒁ ［略］ 

 ⒃ ［略］  ⒂ ［略］ 

 ⒄ ［略］  ⒃ ［略］ 

 ⒅ ［略］  ⒄ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

第７条の２ 福祉局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

第７条の２ 福祉局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

 福祉局  福祉局 

  生活福祉部   生活福祉部 

   福祉総務課    福祉総務課 

 ⑴ 保健福祉総合計画に関すること。 

  ⑵ 地域福祉に係る施策の企画及び調整に関する

こと。 

  ⑶ 福祉のまちづくりに関すること。 

 ⑴ ［略］  ⑷ ［略］ 

 ⑵ ［略］  ⑸ ［略］ 

 ⑶ ［略］  ⑹ ［略］ 

 ⑷ ［略］  ⑺ ［略］ 

 ⑸ ［略］  ⑻ ［略］ 

 ⑹ ［略］  ⑼ ［略］ 



 

 

  ⑽ 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会との

連絡調整に関すること。 

 ⑺ ［略］  ⑾ ［略］ 

 ⑻ ［略］  ⑿ ［略］ 

 ⑼ ［略］  ⒀ ［略］ 

 ⑽ ［略］  ⒁ ［略］ 

 ⑾ ［略］  ⒂ ［略］ 

 ⑿ ［略］  ⒃ ［略］ 

 ⒀ ［略］  ⒄ ［略］ 

 ⒁ ［略］  ⒅ ［略］ 

   地域福祉推進室  

 ⑴ 保健福祉総合計画に関すること。  

 ⑵ 地域福祉に係る施策の企画及び調整に関する

こと。 

 

 ⑶ 包括的な支援体制の整備に係る施策の企画及

び調整に関すること。 

 

 ⑷ 孤独・孤立対策に係る施策の企画及び調整に

関すること。 

 

 ⑸ ケアラー・ヤングケアラー支援に係る施策の

企画及び調整に関すること。 

 

 ⑹ 再犯防止・更生保護の推進及び調整に関する

こと。 

 

 ⑺ 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会との

連絡調整に関すること。 

 

 ⑻ 福祉のまちづくりに関すること。  

 ［略］  ［略］ 

   国保年金課    国保年金課 

 ⑴～⑸ ［略］  ⑴～⑸ ［略］ 

 ⑹ 国民健康保険資格確認書の一斉更新に関する

こと。 

 ⑹ 国民健康保険被保険者証の一斉更新に関する

こと。 

 ⑺～⒃ ［略］  ⑺～⒃ ［略］ 

  長寿応援部   長寿応援部 

高齢福祉課 高齢福祉課 

⑴～⑺ ［略］ ⑴～⑺ ［略］ 

 ⑻ 年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉セン

ター、健康福祉センター、老人憩いの家、高齢

者生きがい活動センター及び宝来グラウンド・

ゴルフ場の管理に関すること。 

 ⑻ 年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉セン

ター、西楽園、老人憩いの家、高齢者デイサー 

  ビスセンター、与野本町デイサービスセンター、

  高齢者生きがい活動センター及び宝来グラウン

ド・ゴルフ場の管理に関すること。 

⑼～⑿ ［略］ ⑼～⑿ ［略］ 

ねんりんピック推進室  

 ⑴ 第３８回全国健康福祉祭埼玉大会の開催に関

すること。 

 

［略］ ［略］ 

  

第７条の３ 子ども未来局の分掌事務は、おおむね

次のとおりとする。 

第７条の３ 子ども未来局の分掌事務は、おおむね

次のとおりとする。 



 

 

子ども未来局 子ども未来局 

子ども育成部 子ども育成部 

子ども・青少年政策課 子ども・青少年政策課 

 ⑴～⑻ ［略］ ⑴～⑻ ［略］ 

 ⑼ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）に基づく特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援

施設等の指導監査に関すること。 

 ⑼ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）に基づく特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業者の指導監査に関すること。 

 ⑽～⒄ ［略］  ⑽～⒄ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

子育て未来部 子育て未来部 

幼児政策課 幼児政策課 

 ⑴～⑷ ［略］ ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 特定教育・保育施設等に係る施策の企画及び

総合調整に関すること。 

 

⑹ 乳児等通園支援事業者の認可等に関すること。 

 ⑺ 乳児等通園支援事業者の指導及び監督に関す

ること。 

 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 ⑸ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   のびのび安心子育て課    のびのび安心子育て課 

  ⑴ 保育所等利用待機児童解消に向けた施策の計

画及び推進に関すること。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ ［略］ 

 ⑵ ［略］ 

 ⑶ ［略］ 

   保育課    保育課 

 ⑴ 公立保育所の保育に係る調査研究、企画及び

総合調整に関すること。 

 ⑴ 保育の実施に関すること。 

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

第８条 環境局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

第８条 環境局の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 環境局  環境局 

  環境共生部   環境共生部 

   環境総務課    環境総務課 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

  ⑺ 外来生物に関すること。 

  ⑻ 野生鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲に関する

こと。 

  ⑼ 区役所の野生鳥獣に係る事務の総合調整に関

すること。 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 ⑾ ［略］ 

 ⑿ ［略］ 



 

 

 ⑽ ［略］ 

 ⑾ ［略］ 

 ⑿ ［略］ 

 ⒀ ［略］ 

 ⒀ ［略］ 

 ⒁ ［略］ 

 ⒂ ［略］ 

 ⒃ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   環境対策課    環境対策課 

 ⑴～⒇ ［略］  ⑴～⒇ ［略］ 

 (21) 水環境及び生物多様性の保全に係る企画及び

調整に関すること。 

 (21) 水環境及び生物多様性の保全に関すること。 

 (22) 水環境及び生物多様性の保全に係る普及啓発

に関すること。 

 

(23) 地域の生物多様性の増進に関すること。  

 (24) 水環境ネットワーク及び水辺サポート制度に

関すること。 

 

 (25) 大宮南部浄化センター、桜環境センターとの

生物多様性に係る連絡調整に関すること。 

 

(26) 外来生物に関すること。  

 (27) 野生鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲に関する

こと。 

 

 (28) 区役所の野生鳥獣に係る事務の総合調整に関

すること。 

 

 ［略］  ［略］ 

  施設部   施設部 

   環境施設管理課    環境施設管理課 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

 ⑺ 桜環境センター及び見沼環境センターの管理

に関すること。 

 ⑺ 桜環境センターの管理に関すること。 

 ⑻ 桜環境センター及び見沼環境センターの廃棄

物処理手数料の収入事務に関すること。 

 ⑻ 桜環境センターの廃棄物処理手数料の収入事

務に関すること。 

 ⑼～⒀ ［略］  ⑼～⒀ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

第１０条 都市局の分掌事務は、おおむね次のとお

りとする。 

第１０条 都市局の分掌事務は、おおむね次のとお

りとする。 

 都市局  都市局 

  都市計画部   都市計画部 

   都市総務課    都市総務課 

 ⑴～⑺ ［略］  ⑴～⑺ ［略］ 

  ⑻ 北部都市計画事務所及び南部都市計画事務所

との連絡調整（他の所管に属するものを除く。

）に関すること。 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 ⑾ ［略］ 

   都市計画課    都市計画課 

 ⑴～⑿ ［略］  ⑴～⑿ ［略］ 

 ⒀ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に  ⒀ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に



 

 

基づく開発行為等に係る調査、企画及び調整に

関すること。 

 ⒁～⒂ ［略］ 

基づく開発行為及び建築行為の許可基準に関す

ること。 

 ⒁～⒂ ［略］ 

 ⒃ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年

法律第１９１号) に基づく調査、企画及び調整

に関すること。 

 ⒃ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年

法律第１９１号)に関すること。 

⒄～(21) ［略］ ⒄～(21) ［略］ 

  (22) 北部都市計画事務所都市計画指導課及び南部

都市計画事務所都市計画指導課との連絡調整（ 

  他の所管に属するものを除く。）に関すること。

   北部都市計画指導課  

 ⑴ 都市計画法第５３条に規定する許可に関する

こと。 

 

 ⑵ 都市計画法第５８条の２の規定による届出の

処理に関すること。 

 

 ⑶ 都市計画道路、用途地域等の指導に関するこ

と。 

 

⑷ 都市計画関係証明書等の発行に関すること。  

 ⑸ 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に

関すること。 

 

 ⑹ 屋外広告物の許可、除却及び届出に関するこ

と。 

 

 ⑺ 景観計画区域内における行為の届出に関する

こと。 

 

 ⑻ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）の規

定による届出の処理に関すること。 

 

 ⑼ さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第２４３号） 

  の規定による届出の処理及び指導に関すること。

 

 ⑽ 都市計画法第２９条、第４２条及び第４３条

の規定による許可に関すること。 

 

 ⑾ さいたま市開発行為の手続に関する条例（平

成２０年さいたま市条例第５４号）の規定によ

る開発行為の計画に関する相談、開発行為に係

る承認等に関すること。 

 

 ⑿ 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第

４９号）第６０条の規定による証明書等の交付

に関すること。 

 

 ⒀ 都市計画法第８０条から第８２条までの規定

による監督処分等に関すること。 

 

⒁ 開発登録簿に関すること。  

 ⒂ 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による

許可及び監督処分等に関すること。 

 

   南部都市計画指導課  

 ⑴ 都市計画法第５３条に規定する許可に関する

こと。 

 

 ⑵ 都市計画法第５８条の２の規定による届出の

処理に関すること。 

 



 

 

 ⑶ 都市計画道路、用途地域等の指導に関するこ

と。 

 

⑷ 都市計画関係証明書等の発行に関すること。  

 ⑸ 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に

関すること。 

 

 ⑹ 屋外広告物の許可、除却及び届出に関するこ

と。 

 

 ⑺ 景観計画区域内における行為の届出に関する

こと。 

 

 ⑻ 駐車場法の規定による届出の処理に関するこ

と。 

 

 ⑼ さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する

条例の規定による届出の処理及び指導に関する

こと。 

 

 ⑽ 都市計画法第２９条、第４２条及び第４３条

の規定による許可に関すること。 

 

 ⑾ さいたま市開発行為の手続に関する条例の規

定による開発行為の計画に関する相談、開発行

為に係る承認等に関すること。 

 

 ⑿ 都市計画法施行規則第６０条の規定による証

明書等の交付に関すること。 

 

 ⒀ 都市計画法第８０条から第８２条までの規定

による監督処分等に関すること。 

 

⒁ 開発登録簿に関すること。  

 ⒂ 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による

許可及び監督処分等に関すること。 

 

    交通政策課 

  ⑴ 総合都市交通体系の企画及び調整に関するこ

と。 

 ⑵ 公共交通の調査研究に関すること。 

 ⑶ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進の

ためのバリアフリー基本構想及び交通バリアフ

リー化の推進に関すること。 

 ⑷ 鉄軌道輸送力の増強促進に関すること。 

 ⑸ 鉄道の駅施設改良等の調整に関すること。 

 ⑹ バス網等の整備促進に関すること。 

  ⑺ 新しい公共交通システムの導入の検討に関す

ること。 

 ⑻ 長距離バスターミナルに関すること。 

    自転車まちづくり推進課 

 ⑴ 自転車政策の総合調整に関すること。 

⑵ 自転車通行環境の計画に関すること。 

 ⑶ 自動車駐車場及び自転車駐車場の調査及び計

画に関すること。 

 ⑷ 駐車場法（昭和３２年法律１０６号）に関す

ること。 

 ⑸ 北部都市計画事務所都市計画指導課及び南部

都市計画事務所都市計画指導課の駐車場関係事

務（他の所管に属するものを除く。）に係る連



 

 

絡調整に関すること。 

 ⑹ 区役所の開発協議に伴う自動車駐車場及び自

転車等駐車場の事前協議に係る事務の総合調整

に関すること。 

 ⑺ 市営自動車駐車場及び市営自転車駐車場に関

すること。 

⑻ 放置自転車対策に関すること。 

  交通政策部  

   交通政策課  

 ⑴ 総合都市交通体系の企画及び調整に関するこ

と。 

 

 ⑵ 公共交通の調査研究に関すること。  

 ⑶ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進の

ためのバリアフリー基本構想及び交通バリアフ

リー化の推進に関すること。 

 

 ⑷ 鉄軌道輸送力の増強促進に関すること。  

 ⑸ 鉄道の駅施設改良等の調整に関すること。  

⑹ バス網等の整備促進に関すること。  

 ⑺ 先進的なモビリティの導入の検討に関するこ

と。 

 

 ⑻ 長距離バスターミナルに関すること。  

 ⑼ 部内の業務委託に係る入札（他の所管に属す

るものを除く。）に関すること。 

 

 ⑽ 部内の連絡調整に関すること。  

 ⑾ 部内の他課の所管に属さない事項に関するこ 

と。 

 

   自転車まちづくり推進課  

⑴ 自転車政策の総合調整に関すること。  

 ⑵ 自転車通行環境の計画に関すること。  

 ⑶ 自動車駐車場及び自転車駐車場の調査及び計

画に関すること。 

 

 ⑷ 駐車場法に関すること。  

 ⑸ 北部都市計画指導課及び南部都市計画指導課

の駐車場関係事務（他の所管に属するものを除

く。）に係る連絡調整に関すること。 

 

 ⑹ 区役所の開発協議に伴う自動車駐車場及び自

転車等駐車場の事前協議に係る事務の総合調整

に関すること。 

 

 ⑺ 市営自動車駐車場及び市営自転車駐車場に関

すること。 

 

 ⑻ 放置自転車対策に関すること。  

 ［略］  ［略］ 

  まちづくり推進部   まちづくり推進部 

 ［略］  ［略］ 

   市街地整備課    市街地整備課 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号

）第７６条に規定する許可（市施行の土地区画

 ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号

）第７６条に規定する許可に関すること。 



 

 

整理事業に係るものを除く。）に関すること。 

 ⑹～⑻ ［略］ 

  

⑹～⑻ ［略］ 

   都市基盤整備課  

 ⑴ 局内のまちづくりの推進に係る土木工事に関

すること。 

 

 ［略］  ［略］ 

  

第１１条 建設局の分掌事務は、おおむね次のとお

りとする。 

第１１条 建設局の分掌事務は、おおむね次のとお

りとする。 

 建設局  建設局 

 ［略］  ［略］ 

  建築部   建築部 

   建築総務課    建築総務課 

 ⑴～⑾ ［略］  ⑴～⑾ ［略］ 

 ⑿ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）に基づく認

定及び適合性判定に関すること。 

 ⑿ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）に基づく届

出、認定及び適合性判定に関すること。 

 ⒀～⒆ ［略］  ⒀～⒆ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

    営繕課 

  ⑴ 市有建築物の新築、増改築及び維持改修工事

に関すること。 

    保全管理課 

  ⑴ 市有建築物の保全計画及び予防保全工事に関

すること。 

  ⑵ 市有建築物の耐震計画及び耐震工事に関する

こと。 

    設備課 

  ⑴ 市有建築物の建築設備工事に関すること。 

   公共建築課  

 ⑴ 市有建築物（教育施設以外の施設）の新築、

増改築及び改修工事に関すること。 

 

 ⑵ 市有建築物の予防保全に係る調査、調整及び

支援に関すること。 

 

 ⑶ 営繕部門の連絡調整に関すること。  

   教育施設建築課   

 ⑴ 市有建築物（教育施設）の新築、増改築及び

改修工事に関すること。 

 

   公共設備課  

 ⑴ 市有建築物（教育施設以外の施設）の建築設

備工事に関すること。 

 

   教育施設設備課  

 ⑴ 市有建築物（教育施設）の建築設備工事に関

すること。 

 

 ［略］  ［略］ 

  

   附 則 



 

 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第３０号 

   さいたま市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事業所事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （内部組織）  （内部組織） 

第３条 事業所の内部組織は、次のとおりとする。 第３条 事業所の内部組織は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 子ども未来局  子ども未来局 

  子ども家庭総合センター   子ども家庭総合センター 

 ［略］  ［略］ 

   南部児童相談所    南部児童相談所 

管理係 管理係 
  企画調整係   企画調整係 

  心理相談第１係   心理相談第１係 

  心理相談第２係   心理相談第２係 

  家庭支援第１係   家庭支援第１係 

  家庭支援第２係   家庭支援第２係 

家庭支援第３係 家庭支援第３係 

家庭支援第４係 家庭支援第４係 

  里親推進係   里親推進係 

  児童保護第１係   児童保護第１係 

児童保護第２係 児童保護第２係 

    児童保護第３係  

 ［略］  ［略］ 

 環境局 

 ［略］ 

 環境局 

 ［略］ 

  施設部   施設部 

 ［略］  ［略］ 

    東部環境センター 

     管理係 

     施設係 

     業務係 

   クリーンセンター大崎    クリーンセンター大崎 



 

 

    管理係     管理係 

    施設係     施設係 

    業務第１係     業務係 

    業務第２係  

［略］  ［略］ 

 都市局  都市局 

 ［略］  ［略］ 

   北部都市計画事務所 

    都市計画指導課 

     都市管理係 

     開発第１係 

     開発第２係 

   南部都市計画事務所 

    都市計画指導課 

     都市管理係 

     開発係 

 ［略］  ［略］ 

  

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

第４条 事業所の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

 ［略］  ［略］ 

 環境局  環境局 

 ［略］  ［略］ 

  施設部   施設部 

   西部環境センター    西部環境センター 

 ⑴ 廃棄物の焼却に関すること。 ⑴ 廃棄物の焼却及び破砕に関すること。 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

 ⑶ 施設の管理及び運営に関すること。  ⑶ 施設の管理に関すること。 

 ⑷～⑹ ［略］  ⑷～⑹ ［略］ 

    東部環境センター 

  ⑴ 廃棄物の焼却及び破砕に関すること。 

 ⑵ 資源物の選別及び処分に関すること。 

 ⑶ 施設の運転計画に関すること。 

 ⑷ 施設の管理に関すること。 

 ⑸ リサイクルの普及事業に関すること。 

  ⑹ 施設、業務用備品及び器材の維持管理に関す

ること。 

 ⑺ 業務上の事故防止に関すること。 

 ⑻ 廃棄物処理手数料の収納に関すること。 

   クリーンセンター大崎    クリーンセンター大崎 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 施設の管理及び運営に関すること。  ⑶ 施設の管理に関すること。 

 ⑷～⑹ ［略］  ⑷～⑹ ［略］ 

   大宮南部浄化センター    大宮南部浄化センター 

  ⑴ 家庭吸込下水の管理及び指導に関すること。 



 

 

 ⑴ 施設の管理及び運営に関すること。  ⑵ し尿処理施設の管理及び運営に関すること。 

 ⑵ ［略］  ⑶ ［略］ 

  ⑷ 各種記録の作成及び報告に関すること。 

 ⑶ ［略］  ⑸ ［略］ 

   クリーンセンター西堀    クリーンセンター西堀 

  ⑴ 家庭吸込下水の管理及び指導に関すること。 

 ⑴ 施設の管理及び運営に関すること。  ⑵ し尿処理施設の管理及び運営に関すること。 

  ⑶ 各種記録の作成及び報告に関すること。 

 ⑵ ［略］  ⑷ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 都市局  都市局 

   都市計画部 

    自転車まちづくり推進課車両対策事務所 

  ⑴ 放置自転車の整理及び撤去並びに保管及び処

分に関すること。 

  交通政策部  

   自転車まちづくり推進課車両対策事務所  

 ⑴ 放置自転車の整理及び撤去並びに保管及び処

分に関すること。 

 

［略］ ［略］ 

   北部都市計画事務所 

    都市計画指導課 

  ⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

５３条に規定する許可に関すること。 

  ⑵ 都市計画法第５８条の２の規定による届出の

処理に関すること。 

  ⑶ 都市計画道路、用途地域等の指導に関するこ

と。 

 ⑷ 都市計画関係証明書等の発行に関すること。 

  ⑸ 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に

関すること。 

  ⑹ 屋外広告物の許可、除却及び届出に関するこ

と。 

  ⑺ 景観計画区域内における行為の届出に関する

こと。 

  ⑻ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）の規

定による届出の処理に関すること。 

  ⑼ さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第２４３号） 

  の規定による届出の処理及び指導に関すること。

  ⑽ 都市計画法第２９条、第４２条及び第４３条

の規定による許可に関すること。 

  ⑾ さいたま市開発行為の手続に関する条例（平

成２０年さいたま市条例第５４号）の規定によ

る開発行為の計画に関する相談、開発行為に係

る承認等に関すること。 

  ⑿ 都市計画法施行規則第６０条の規定による証



 

 

明書等の交付に関すること。 

  ⒀ 都市計画法第８０条から第８２条までの規定

による監督処分等に関すること。 

 ⒁ 開発登録簿に関すること。 

  ⒂ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年

法律第１９１号）の規定による許可及び監督処

分等に関すること。 

  ⒃ 所内の業務委託に係る入札（他の所管に属す

るものを除く。）に関すること。 

   南部都市計画事務所 

    都市計画指導課 

  ⑴ 都市計画法第５３条に規定する許可に関する

こと。 

  ⑵ 都市計画法第５８条の２の規定による届出の

処理に関すること。 

  ⑶ 都市計画道路、用途地域等の指導に関するこ

と。 

 ⑷ 都市計画関係証明書等の発行に関すること。 

  ⑸ 都市計画に係る図書の頒布及び資料の交付に

関すること。 

  ⑹ 屋外広告物の許可、除却及び届出に関するこ

と。 

  ⑺ 景観計画区域内における行為の届出に関する

こと。 

  ⑻ 駐車場法の規定による届出の処理に関するこ

と。 

  ⑼ さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する

条例の規定による届出の処理及び指導に関する

こと。 

  ⑽ 都市計画法第２９条、第４２条及び第４３条

の規定による許可に関すること。 

  ⑾ さいたま市開発行為の手続に関する条例の規

定による開発行為の計画に関する相談、開発行

為に係る承認等に関すること。 

  ⑿ 都市計画法施行規則第６０条の規定による証

明書等の交付に関すること。 

  ⒀ 都市計画法第８０条から第８２条までの規定

による監督処分等に関すること。 

 ⒁ 開発登録簿に関すること。 

  ⒂ 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による

許可及び監督処分等に関すること。 

  ⒃ 所内の業務委託に係る入札（他の所管に属す

るものを除く。）に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

  

 （所管区域）  （所管区域） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

 ２ 都市局北部都市計画事務所及び南部都市計画事



 

 

務所の所管区域は、次のとおりとする。 

 都市局北部都市計画 西区、北区、大宮区、 

事務所 見沼区及び岩槻区の

区域 

都市局南部都市計画

事務所 

中央区、桜区、浦和

区、南区及び緑区の

区域 
 

２ ［略］ ３ ［略］ 

  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

所属 
第１類事

業所 

第２類事

業所 

第３類事

業所 

［略］ 

環境局施設

部 

 西部環境

センター     

クリー

ンセンタ

ー大崎 

大宮南部

浄化セン

ター ク

リーンセ

ンター西

堀 

 

 

 

 ［略］ 

経済局農業

政策部 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

都市局交通

政策部自転

車まちづく

り推進課 

 ［略］ 

［略］ 
 

所属 
第１類事

業所 

第２類事

業所 

第３類事

業所 

［略］ 

環境局施設

部 

 西部環境

センター 

 東部環

境センタ

ー クリ

ーンセン

ター大崎 

大宮南

部浄化セ

ンター 

クリーン

センター

西堀 

 

 ［略］ 

経済局農業

政策部 

［略］ 

都市局 北部都市

計画事務

所 南部

都市計画

事務所 

  

都市局都市

計画部自転

車まちづく

り推進課 

 ［略］ 

［略］ 
 

  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

事業所 位置 

 ［略］ 

計量検査所 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 

事業所 位置 

［略］ 

計量検査所  ［略］ 

北部都市計画事務所 さいたま市大宮区吉

敷町１丁目１２４番

地１ 

南部都市計画事務所 さいたま市中央区下 



 

 

  

［略］ 
 

 落合５丁目７番１０

号 

［略］ 
 

  

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

事業所 

事業所

に置か

れる長 

東京事務所 北部市税事務所 南部

市税事務所 消費生活総合センター 

男女共同参画推進センター 男女共

同参画相談室 浦和消費生活センタ

ー 岩槻消費生活センター 健康科

学研究センター 思い出の里市営霊

園事務所 大宮聖苑管理事務所 食

肉衛生検査所 こころの健康センタ

ー 動物愛護ふれあいセンター セ

カンドライフ支援センター 障害者

更生相談センター 障害者総合支援

センター 子ども家庭総合センター 

総合療育センターひまわり学園 療

育センターさくら草 療育センター

ひなぎく 西部清掃事務所 東部清

掃事務所 西部環境センター クリ

ーンセンター大崎 大宮南部浄化セ

ンター クリーンセンター西堀 計

量検査所 農業者トレーニングセン

ター 見沼グリーンセンター 車両

対策事務所 日進・指扇周辺まちづ

くり事務所 浦和東部まちづくり事

務所 東浦和まちづくり事務所 浦

和西部まちづくり事務所 与野まち

づくり事務所 岩槻まちづくり事務

所 浦和駅周辺まちづくり事務所 

大宮駅東口まちづくり事務所 大宮

駅西口まちづくり事務所 北部建設

事務所 南部建設事務所 

 

 

［略

］ 

［略］ 

  

事業所 

事業所

に置か

れる長 

東京事務所 北部市税事務所 南部

市税事務所 消費生活総合センター 

男女共同参画推進センター 男女共

同参画相談室 浦和消費生活センタ

ー 岩槻消費生活センター 健康科

学研究センター 思い出の里市営霊

園事務所 大宮聖苑管理事務所 食

肉衛生検査所 こころの健康センタ

ー 動物愛護ふれあいセンター セ

カンドライフ支援センター 障害者

更生相談センター 障害者総合支援

センター 子ども家庭総合センター 

総合療育センターひまわり学園 療

育センターさくら草 療育センター

ひなぎく 西部清掃事務所 東部清

掃事務所 西部環境センター 東部

環境センター クリーンセンター大

崎 大宮南部浄化センター クリー

ンセンター西堀 計量検査所 農業

者トレーニングセンター 見沼グリ

ーンセンター 北部都市計画事務所 

 南部都市計画事務所 車両対策事

務所 日進・指扇周辺まちづくり事

務所 浦和東部まちづくり事務所 

東浦和まちづくり事務所 浦和西部

まちづくり事務所 与野まちづくり

事務所 岩槻まちづくり事務所 浦

和駅周辺まちづくり事務所 大宮駅

東口まちづくり事務所 大宮駅西口

まちづくり事務所 北部建設事務所 

南部建設事務所 

［略

］ 

 

［略］ 
 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（さいたま市予算規則の一部改正） 

２ さいたま市予算規則（平成１３年さいたま市規則第６０号）の一部を次のように



 

 

改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 区役所等 次に掲げる事務所をいう。  ⑶ 区役所等 次に掲げる事務所をいう。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ さいたま市事業所事務分掌規則別表第１財

政局の項に規定する北部市税事務所及び南部

市税事務所並びに同表建設局の項に規定する

北部建設事務所及び南部建設事務所 

  イ さいたま市事業所事務分掌規則別表第１財

政局の項に規定する北部市税事務所及び南部

市税事務所、同表都市局の項に規定する北部

都市計画事務所及び南部都市計画事務所並び

に同表建設局の項に規定する北部建設事務所

及び南部建設事務所 

    

 



 

 

さいたま市規則第３１号 

   さいたま市聴聞規則の一部を改正する規則 

 さいたま市聴聞規則（平成１３年さいたま市規則第２２号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（聴聞の期日における審理の公開） （聴聞の期日における審理の公開） 

第９条 行政庁は、法第２０条第６項の規定により 

聴聞の期日における審理を公開することを相当と 

認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所 

をさいたま市公告式条例（平成１３年さいたま市 

条例第３号）第２条第２項の規定による市のホー 

 ムページに設置した掲示場に掲示するものとする。

 ただし、同項に規定する自動公衆送信に係る障害

その他特別の事由があるときは、当該行政庁の事

務所の掲示場に掲示するものとする。 

２ 行政庁は、前項の規定による掲示を行ったとき

は、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知

するものとする。 

第９条 行政庁は、法第２０条第６項の規定により 

聴聞の期日における審理を公開することを相当と 

認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所 

を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するととも 

に、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知 

するものとする。 

  

（県条例に基づく聴聞の手続） （県条例に基づく聴聞の手続） 

第１２条 第３条から前条までの規定は、県条例の

規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続につ 

 いて準用する。この場合において、第３条第１項、

 第３項及び第４項、第４条第１項、第５条、第６

条、第７条第１項、第９条第１項並びに第１１条

中「法」とあるのは「県条例」と読み替えるもの

とする。 

第１２条 第３条から前条までの規定は、県条例の

規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続につ 

 いて準用する。この場合において、第３条第１項、

 第３項及び第４項、第４条第１項、第５条、第６

条、第７条第１項、第９条並びに第１１条中「法 

 」とあるのは「県条例」と読み替えるものとする。

  

（市条例に基づく聴聞の手続） （市条例に基づく聴聞の手続） 

第１３条 第３条から第１１条までの規定は、市条

例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続

について準用する。この場合において、第３条第 

 １項、第３項及び第４項、第４条第１項、第５条、

 第６条、第７条第１項、第９条第１項並びに第１

１条中「法」とあるのは「市条例」と読み替える

ものとする。 

第１３条 第３条から第１１条までの規定は、市条

例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続

について準用する。この場合において、第３条第 

 １項、第３項及び第４項、第４条第１項、第５条、

 第６条、第７条第１項、第９条並びに第１１条中

「法」とあるのは「市条例」と読み替えるものと

する。 



 

 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第３２号 

   さいたま市老人福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市老人福祉センター条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第８５号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （個人利用の手続）  （個人利用の手続） 

第２条 個人でセンターを利用しようとする者は、

次の各号のいずれかの書類を提示し、口頭による

申請を行わなければならない。ただし、市長が特

に提示の必要がないと認めたときは、この限りで

ない。 

第２条 個人でセンターを利用しようとする者は、

次の各号のいずれかの書類を提示し、口頭による

申請を行わなければならない。ただし、市長が特

に提示の必要がないと認めたときは、この限りで

ない。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ さいたま市健康福祉センター条例施行規則（

平成１３年さいたま市規則第８６号）第２条第

３項第１号の健康福祉センター利用証 

 ⑵ さいたま市健康福祉センター西楽園条例施行

規則（平成１３年さいたま市規則第８６号）第

２条第３項第１号の健康福祉センター西楽園利

用証 

 ⑶・⑷ ［略］  ⑶・⑷ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

様式第１号（第２条関係）（裏） 様式第１号（第２条関係）（裏） 

１ ［略］ 

２ この利用証により、さいたま市健康福祉 

 センターを利用することができます。 

３～５ ［略］ 
 

１ ［略］ 

２ この利用証により、さいたま市健康福祉 

 センター西楽園を利用することができます。 

３～５ ［略］ 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前のさいたま市老人福祉センター条例施行規則の規定により

交付された老人福祉センター利用証は、この規則による改正後のさいたま市老人福



 

 

祉センター条例施行規則の規定により交付された老人福祉センター利用証とみなす。 

 



 

 

さいたま市規則第３３号 

   さいたま市大崎むつみの里条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市大崎むつみの里条例施行規則（平成１９年さいたま市規則第６５号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （契約）  （契約） 

第２条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援

を利用しようとするときは、市長と契約を締結し

なければならない。 

第２条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援

を利用しようとするときは、市長と契約を締結し

なければならない。 

 ⑴ 条例第２条第１号アからウまでに掲げる生活

介護、自立訓練及び就労継続支援（これらの支

援のうち条例第４条第１項第３号及び第４号に

規定する者に係る支援を除く。） 

 ⑴ 条例第２条第１号アからエまでに掲げる生活

介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支

援（これらの支援のうち条例第４条第１項第３

号及び第４号に規定する者に係る支援を除く。

） 

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］ 

  

 （工賃）  （工賃） 

第５条 市長は、毎月、生活介護又は就労継続支援

において行われる生産活動に従事している者に対

して、その者の当該生産活動に係る従事時間、内

容等に応じて工賃を支払うものとする。 

第５条 市長は、毎月、就労移行支援等の利用者に

対して、その者の就労時間及び作業能力に応じて

工賃を支払うものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  
   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第３４号 

   さいたま市槻の木条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市槻の木条例施行規則（平成１７年さいたま市規則第６２号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （契約）  （契約） 

第２条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援

を利用しようとするときは、市長と契約を締結し

なければならない。 

第２条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援

を利用しようとするときは、市長と契約を締結し

なければならない。 

 ⑴ 条例第３条第１号及び第２号の生活介護及び

就労継続支援（これらの支援のうち条例第５条

第１項第３号及び第４号に規定する者に係る支

援を除く。） 

 ⑴ 条例第３条第１号から第３号までの生活介護、

  就労移行支援及び就労継続支援（これらの支援

のうち条例第５条第１項第３号及び第４号に規

定する者に係る支援を除く。） 

 ⑵ 条例第３条第３号アに掲げる基本相談支援及

び同号イに掲げる計画相談支援 

 ⑵ 条例第３条第４号アに掲げる基本相談支援及

び同号イに掲げる計画相談支援 

 ⑶ 条例第３条第４号の障害児相談支援  ⑶ 条例第３条第５号の障害児相談支援 

  

 （工賃）  （工賃） 

第５条 市長は、毎月生活介護又は就労継続支援に

おいて行われる生産活動に従事している者に対し

て、その者の当該生産活動に係る従事時間、内容

等に応じて工賃を支払うものとする。 

第５条 市長は、毎月利用者に対して、その者の就

労時間及び作業内容等に応じて、工賃を支払うも

のとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  
   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第３５号 

   さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市コミュニティ施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６３号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 東大宮コミュニティセンター ３ 東大宮コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

舞台

装置 

 

司会者用

演台 

講演台 

１台 

 

［

略］ 

１００円 

 

 ［略］ 

 

 

［略］ 

［略］    

［略］ 

音響 

・映

像設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［

略］ 

［略］  

    

［略］ ［

略］ 

［略］  

 

 

 

 

   

アップラ

イトピア

ノ 

１台 

 

 

５３０円 音楽室の

み 

［略］ 
 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

舞台

装置 

 

 

講演台 

 

 

［

略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

［略］    

［略］ 

音響 

・映

像設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ ［

略］ 

［略］  

１６ミリ

映写機 

１回 １，１００円 スクリー

ンを含ま

ない。 

［略］ ［

略］ 

［略］  

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター 

１式 ５７０円  

 

 

 

   

［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

４～６ ［略］ 

７ 西部文化センター 

４～６ ［略］ 

７ 西部文化センター 



 

 

名称 単位 使用料 備考 

舞台

設備 

［略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

 ［略］ 

 

  

 

 

  

 

 

［略］ 

音響 

・映 

像設 

備 

［略］ ［

略］ 

 

［略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

    

 

 

 ビデオプ

ロジェク

ター 

［

略］ 

 ［略］ ホールの

み 

 ［略］ ［

略］ 

［略］ ［略］ 

     

  

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

   

 ［略］ ［

略］ 

［略］  

     

 ［略］ 

 

ドラムセ

ット 

［

略］ 

［

略］ 

［略］ 

 

 ［略］ 

 

 

 

 アップラ

イトピア

ノ 

１台 ５３０円 音楽室の

み 

［略］ 
 

名称 単位 使用料 備考 

舞台

設備 

［略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

 ［略］ 

 アップラ

イトピア

ノ 

１台 ５３０円 

 

〃 

 

［略］ 

音響 

・映 

像設 

備 

［略］ ［

略］ 

［略］  ［略］ 

 

 

 

 １６ミリ

映写機 

１式 １，１００円 

 

ホールの

み 

 ビデオプ

ロジェク

ター 

［

略］ 

 ［略］ 〃 

 

  ［略］ ［

略］ 

［略］ ［略］ 

 ビデオカ

メラ 

１式 ５３０円  

 ビデオテ

ープレコ

ーダー 

１台 ２００円  

 レーザー

ディスク

プレーヤ

ー 

１台 ２００円  

 レーザー

カラオケ

セット 

１式 ５３０円  

 ［略］ ［

略］ 

［略］  

 パワード

ミキサー 

１台 １００円  

 ［略］ 

 

ドラムセ

ット 

［

略］ 

［

略］ 

［略］ 

 

 ［略］ 

 

 

  

     

［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

８ 与野本町コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

音響 

・映 

［略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

［略］ 

 

８ 与野本町コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

音響 

・映 

［略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

［略］ 

 



 

 

像設 

備 

 

 

［略］ 

 

 

 

［

略］ 

 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

 

［略］ 

 備考 ［略］ 

像設 

備 

 

 

スライド

映写機 

［略］ 

 

１式 

 

［

略］ 

２２０円 

 

［略］ 

 

 

［略］ 

 

［略］ 

 備考 ［略］ 

９ 上峰コミュニティホール 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

映像

設備 

［略］ 

 

 

 

 

 

［

略］ 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 備考 ［略］ 

１０～１３ ［略］ 

１４ 岩槻駅東口コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

［略］ 

照明 

・音

響・ 

映像 

ベースア

ンプ 

音響・照

明装置 

１台 

 

［

略］ 

１００円 

 

 ［略］ 

 

 

 ［略］ 

［略］ 

 

［

略］ 

 ［略］  ［略］ 

［略］ 
 

９ 上峰コミュニティホール 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

映像

設備 

［略］ 

 

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター 

［

略］ 

１式 

 

 

 

［略］ 

 

５７０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 備考 ［略］ 

１０～１３ ［略］ 

１４ 岩槻駅東口コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

［略］ 

照明 

・音

響・ 

映像 

 

 

音響・照

明装置 

 

 

［

略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

 ［略］ 

［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

１５～２１ ［略］ 

２２ 武蔵浦和コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

［略］ 

映像

設備 

データプ

ロジェク

ター 

［略］ 

［

略］ 

 

［

略］ 

［略］ 

 

 

［略］ 

多目的ホ

ールのみ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

２３ ［略］ 

１５～２１ ［略］ 

２２ 武蔵浦和コミュニティセンター 

名称 単位 
使用料（１ 

回につき） 
備考 

［略］ 

映像

設備 

ＤＬＰプ

ロジェク

ター 

［略］ 

［

略］ 

 

［

略］ 

 ［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

２３ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



さいたま市規則第３６号 

   さいたま市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。

以下「法」という。）の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和

３７年政令第１６号。以下「政令」という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法

施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法及び政令で使用する用語の例による。 

（土地への立入りの通知） 

第３条 法第５条第２項の規定による土地の占有者に対する通知は、土地立入通知書

（様式第１号）により行うものとする。 

（障害物の伐除等の事前の通知） 

第４条 法第６条第２項の規定による障害物又は土地の所有者及び占有者に対する通

知は、障害物伐除等事前通知書（様式第２号）により行うものとする。 

（障害物の伐除の通知） 

第５条 法第６条第３項後段の規定による障害物の所有者及び占有者に対する通知は、

障害物伐除通知書（様式第３号）により行うものとする。 

（証明書等の様式） 

第６条 法第７条第１項（法第２４条第２項において準用する場合を含む。）及び第

２項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第４号）とする。 

２ 法第７条第２項に規定する許可証は、障害物伐除等許可証（様式第５号）とする。 

（住民への周知） 

第７条 省令第７条第１項第１１号及び同条第２項第９号に規定する法第１１条の規 

定に基づく措置を講じたことを証する書類は、周知措置報告書（様式第６号）とす

る。 

（宅地造成等に関する工事の許可申請の手続） 



第８条 宅地造成等に関する工事について、法第１２条第１項の規定による許可（法

第１５条第１項の規定により、当該許可があったものとみなされるものを含む。以

下同じ。）を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の

施行区域を工区に分けたときは、省令第７条第１項第１号又は同条第２項第１号に

掲げる図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。 

（宅地造成等に関する工事の許可の申請等の添付書類） 

第９条 省令第７条第１項第１２号及び同条第２項第１０号の規則で定める書類は、 

次に掲げるものとする。 

⑴ 盛土若しくは切土をする土地の部分又は土石の堆積を行う部分の求積図 

⑵ 工事主が法人の場合にあっては、前年度の法人税の納付すべき額及び納付済額

を証する書類並びに事業経歴書 

⑶ 工事主が個人の場合にあっては、前年度の所得税の納付すべき額及び納付済額

を証する書類 

⑷ 工事主が、次のアからカのいずれにも該当しないことを誓約する書類 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ウ 法第１２条又は第１６条の許可を取り消され、その取消しの日から５年を経

過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取

消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条の規定による

通知があった日前６０日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日

から５年を経過しないものを含む。） 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者（以下「暴力団員等」という。） 

オ 法人であって、その役員のうちにエに該当する者があるもの 

カ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

⑸ 法第１２条第２項第３号に規定する工事を完成するために必要な能力がある者

であることを証するための次に掲げる書類 



ア 法人の登記事項証明書 

イ 事業経歴書 

ウ 建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条第１項の許可を受けていること

を証する書類の写し 

エ 技術者名簿 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（宅地造成等に関する工事の協議） 

第１０条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１５条第１項の規定 

による協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書（ 

様式第７号）に省令第７条第１項各号（第７号から第９号まで及び第１２号を除く。

）に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１５条第１項の規定による協議を行おう

とする者は、土石の堆積に関する工事の協議書（様式第８号）に省令第７条第２項

各号（第５号から第７号まで及び第１０号を除く。）に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

３ 法第１５条第１項の規定による協議が成立したときの当該協議の申出者に対する

通知は、協議成立通知書（様式第９号）により行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出） 

第１１条 法第１６条第２項の規定による届出は、軽微な変更の届出書（様式第１０

号）により行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の変更協議） 

第１２条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１６条第３項におい

て準用する法第１５条第１項の協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の変更協議書（様式第１１号）に省令第７条第１項各号（第７号から

第９号まで及び第１２号を除く。）に掲げる書類のうち、宅地造成又は特定盛土等

に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提

出しなければならない。 

２ 土石の堆積に関する工事について、法第１６条第３項において準用する法第１５ 

条第１項の協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書（様式 



第１２号）に省令第７条第２項各号（第５号から第７号まで及び第１０号を除く。 

）に掲げる書類のうち、土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変 

更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。  

３ 法第１６条第３項において準用する法第１５条第１項の規定による協議が成立し 

たときの当該協議の申出者に対する通知は、協議成立通知書により行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の完了検査の手続） 

第１３条 法第１２条第１項の規定による許可に係る宅地造成等に関する工事の施行

区域を工区に分けたときは、法第１７条第１項の規定による工事完了の検査及び同

条第２項の規定による検査済証の交付を当該工区ごとに行うものとする。 

（宅地造成等に関する工事の中間検査の手続） 

第１４条 法第１２条第１項の規定による許可に係る宅地造成等に関する工事の施行

区域を工区に分けたときは、法第１８条第１項の規定による中間検査及び同条第２

項の規定による中間検査合格証の交付を当該工区ごとに行うものとする。 

（定期の報告） 

第１５条 工事主は、法第１９条第１項の規定による報告は、定期報告書（様式第１

３号）により行うものとする。 

（法第１２条第１項及び第１６条第１項の規定に適合していることを証する書面の

交付） 

第１６条 省令第８８条に規定する書面の交付を受けようとする者は、宅地造成及び

特定盛土等規制法に関する証明願（様式第１４号）に市長が必要と認める書類を添

付して、市長に提出しなければならない。 

（工事の着手の届出） 

第１７条 工事主は、法第１２条第１項の規定による許可を受けた工事に着手したと 

きは、速やかに工事着手届出書（様式第１５号）を市長に届け出なければならない。 

（廃止の届出等） 

第１８条 工事主は、法第１２条第１項の規定による許可を受けた工事を廃止したと

きは、当該工事をしようとした土地又は当該工事に着手した土地について災害の防

止のため必要な措置を講じるとともに、速やかに工事廃止届出書（様式第１６号）

を市長に提出しなければならない。 



２ 前項に規定するもののほか、工事主は、法第１２条第１項の規定による許可の申

請後、許可を受けるまでの間に当該申請を取り下げるときは、速やかに申請取下書

（様式第１７号）を市長に提出しなければならない。 

   附 則 

この規則は、令和７年５月２６日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 
 

第    号 

年  月  日 

 

土地立入通知書 

 

      様 

 

さいたま市長     印 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第５条第１項の規定により、下記のとおりあなたの占有する土地に立ち 

 

入って測量又は調査を行いますので、同条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 立 入 り の 目 的  

２ 立 ち 入 る 土 地 の 区 域  

３ 立 入 り の 期 日 年  月  日    時から    時まで 

４ 測量又は調査を行う者の所属、職及び氏名   

  



様式第２号（第４条関係） 
 

第    号 

年  月  日 

 

障害物伐除等事前通知書 

 

      様 

 

さいたま市長     印 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、測量又は調査を行うため、下記のとおりあ 

 

なたの所有又は占有する土地に立ち入り、障害物を伐除し又は土地に試掘等を行いますので、同条第２項の 

 

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 行 為 の 目 的  

２ 行 為 の 内 容  

３ 行 為 の 場 所  

４ 行 為 の 期 日 年  月  日     時から    時まで 

５ 行為者の所属、職及び氏名  

  



様式第３号（第５条関係） 
 

第    号 

年  月  日 

 

障害物伐除通知書 

 

      様 

 

さいたま市長     印 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第３項前段の規定により、測量又は調査を行うため、下記のとお 

 

りあなたの所有又は占有する土地に立ち入り、障害物の伐除を行いましたので、同項後段の規定により通 

 

知します。 

 

記 

 

１ 行 為 の 目 的  

２ 行 為 の 内 容  

３ 行 為 の 場 所  

４ 行 為 の 日 時 年  月  日     時から    時まで 

５ 行為者の所属、職及び氏名  

  



様式第４号（第６条関係） 
 

（表） 

第    号 

身 分 証 明 書 

次の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第

５条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、同法第６条第１項の

規定により障害物を伐除し、若しくは土地に試掘等を行い、又は同法第２４条

第１項の規定により立入検査を行う者であることを証明する。 

 

所 属 

職 名 

氏 名            

生 年 月 日     年  月  日生 

 

   年  月  日交付 

   年  月  日まで有効 

 

さいたま市長     □印  

 

（裏） 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法（抜粋） 

 

（基礎調査のための土地の立入り等） 

第５条 都道府県知事（略）は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち

入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人

の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立

ち入らせることができる。（以下略） 

（基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等） 

第６条 前条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調

査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつ

て、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物（略）を伐除しようとする

場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除

（略）を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占

有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町

村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都

道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。（以下略） 

（立入検査） 

第２４条 都道府県知事は（略）必要な限度において、その職員に、当該土地

に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている宅地造成等に関す

る工事の状況を検査させることができる。（以下略） 

  



様式第５号（第６条関係） 
 

第    号 

年  月  日 

 

障害物伐除等許可証 

 

       様 

さいたま市長     印 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第６条第１項の規定により、下記のとおり許可する。 

 

記 

 

１ 行 為 の 目 的  

２ 行 為 の 内 容  

３ 行 為 の 場 所  

４ 行 為 の 期 日 年  月  日     時から    時まで 

５ 責任者の所属、職及び氏名  

６ 条 件  

  



様式第６号（第７条関係） 
 

周知措置報告書 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１１条の規定による、宅地造成等に関する工事の内容を周知させるた 

 

めの措置を、下記のとおり講じたので報告します。 

 

記 

 

１ 工事をする土地の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

２ 周 知 の 方 法 

該当する事項（□印）にレ印を付けてください。※１ 

☐ 説明会を開催 

☐ 書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布 

☐ 当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するととも

に、当該内容をインターネットを利用して住民に閲覧 

 

説
明
会
内
容
※
２ 

３ 日 時 年  月  日  時  分 

４ 場 所  

５ 住民参加人数 名 

６ 説 明 概 要  

７ 住民の意見等  

８ 住民の意見等 

 に対する回答 
 

※１ 上記の内容が実施されたことがわかる書類を添付してください 

※２ 説明会内容については、説明会を実施した場合に記入してください。 

  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第７号（第１０条関係）   （第１面） 
 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項の規定による協議を申し出ます。 

 

  年  月  日 

 

さいたま市長 

 

申出者 氏名 

１ 工 事 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

 （ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度：      度      分      秒、 

経度：      度      分      秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10
工
事
の
概
要 

ア 盛土又は切土の高さ メートル 

イ 盛土又は切土をする 

 土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

エ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

  メートル メートル 

オ 崖 面 崩 壊 防 止 施 設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

  メートル メートル 

カ 排 水 施 設 番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

 

  
センチ 

メートル 
メートル 

  
センチ 

メートル 
メートル 

キ 崖 面 の 保 護 の 方 法  

ク 崖面以外の地表面の 

 保 護 の 方 法 
 

ケ 工事中の危害防止の 

 た め の 措 置 
 

コ そ の 他 の 措 置  

サ 工事着手予定年月日 年  月  日 

シ 工事完了予定年月日 年  月  日 

ス 工 程 の 概 要  

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

 

  



（第２面） 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 
※ 協議に当たって  

 付 し た 条 件 
※ 協 議 番 号 欄 

年  月  日 
  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

⑴ ※印のある欄は記入しないでください。 

⑵ ２は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付し

てください。 

⑶ ３は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

⑷ ４は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

⑸ ８は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

⑹ ９は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○

印を付してください。 

⑺ １１欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

※ ２部提出してください。 

  



様式第８号（第１０条関係）    （第１面） 
 

土石の堆積に関する工事の協議書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項の規定による協議を申し出ます。 

 

  年  月  日 

 

さいたま市長 

 

申出者 氏名 

１ 工 事 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

 （ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度：     度     分     秒、 

経度：     度     分     秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

工
事
の
概
要 

ア 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 高 さ メートル 

イ 土石の堆積を行う土地の面積 平方メートル 

ウ 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 土 量 立方メートル 

エ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

オ 勾配が十分の一を超える土地にお 

 ける堆積した土石の崩壊を防止する 

 た め の 措 置 

 

カ 土石の堆積を行う土地における地 

 盤の 改良その他の 必要な 措 置 
 

キ 空 地 の 設 置 

番 号 空 地 の 幅 

 メートル 

 メートル 

ク 雨水その他の地表水を有効に排除 

 す る 措 置 
 

ケ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の 

 流 出 を 防 止 す る 措 置 
 

コ 工事中の危害防止のための措置  

サ そ の 他 の 措 置  

シ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

ス 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

セ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 
※ 協 議 に 当 た っ て 

 付 し た 条 件 
※ 協 議 番 号 欄 

年  月  日 
  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 



（第２面） 

〔注意〕 

⑴ ※印のある欄は記入しないでください。 

⑵ ３は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

⑶ ４は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

⑷ ７リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長

を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

⑸ ８は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場

合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

※ ２部提出してください。 

  



様式第９号（第１０条、第１２条関係） 
 

第    号 

年  月  日 

 

協議成立通知書 

 

      様 

 

さいたま市長      

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第１項（同法第１６条第３項において準用する場合を含む。）の

規定により、下記の条件を付して協議が成立しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 工 事 を す る 土 地 の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

２ 工 事 主 住 所 氏 名  

３ 協 議 番 号 第     号 

４ 協 議 対 象 行 為 宅地造成・特定盛土等・土石の堆積 

５ 工 事 の 期 間 
（自）  年  月  日 

（至）  年  月  日 

６ 条 件  

 

  



様式第１０号（第１１条関係） 
 

軽微な変更の届出書 

 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第２項の規定により、宅地造成等に関する工事の軽微な変更に 

 

ついて、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事の許可年月日及び許可番号 

 （工事の協議成立年月日及び協議番号） 
年  月  日   第     号 

２ 工 事 を す る 土 地 の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

３ 軽 微 な 変 更 の 内 容 

ア 事 項  

イ 変更前  

ウ 変更後  

エ 理 由  

 

  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第１１号（第１２条関係）    （第１面） 
 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第３項において準用する法第１５条第１項の規定によ 

る協議を申し出ます。 

 

  年  月  日 

 

さいたま市長 

 

申出者 氏名 

１ 工 事 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

 （ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度：      度      分      秒、 

経度：      度      分      秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工事着手前の土地利用状況  

７ 工 事 完 了 後 の 土 地 利 用  

８ 盛 土 の タ イ プ 平地盛土・腹付け盛土・谷埋め盛土 

９ 土 地 の 地 形 渓流等への該当 有・無 

10 

工 

事 

の 

概 

要 

ア 盛土又は切土の高さ メートル 

イ 盛土又は切土をする 

 土 地 の 面 積 
平方メートル 

ウ 盛土又は切土の土量 
盛 土 立方メートル 

切 土 立方メートル 

エ 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

  メートル メートル 

オ 崖面崩壊防止施設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

  メートル メートル 

  メートル メートル 

カ 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

  
センチ 

メートル 
メートル 

  
センチ 

メートル 
メートル 

キ 崖面の保護の方法  

ク 崖面以外の地表面の 

 保 護 の 方 法 
 

ケ 工事中の危害防止の 

 た め の 措 置 
 

コ そ の 他 の 措 置  

サ 工事着手予定年月日 年  月  日 

シ 工事完了予定年月日 年  月  日 

ス 工 程 の 概 要  

 

  



（第２面） 

11 そ の 他 必 要 な 事 項  

12 変 更 の 理 由  

13 協 議 番 号 第     号 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 
※ 協 議 に 当 た っ て 付 

 し た 条 件 
※ 協 議 番 号 欄 

年  月  日 
  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

⑴ ※印のある欄は記入しないでください。 

⑵ ２は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に○印を付し

てください。 

⑶ ３は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

⑷ ４は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

⑸ ８は、該当する盛土タイプに○印を付してください（複数選択可）。 

⑹ ９は、渓流等（令第７条第２項第２号に規定する土地をいう。）への該当の有無のいずれかに○

印を付してください。 

⑺ １１は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認

可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

※ ２部提出してください。 

  



様式第１２号（第１２条関係）   （第１面） 
 

土石の堆積に関する工事の変更協議書 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第３項において準用する法第１５条第１項の規定によ 

 

る協議を申し出ます。 

 

  年  月  日 

 

さいたま市長 

 

申出者 氏名 

１ 工 事 主 住 所 氏 名  

２ 設 計 者 住 所 氏 名  

３ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

４ 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

 （ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

（緯度：    度    分    秒、 

経度：    度    分    秒） 

５ 土 地 の 面 積 平方メートル 

６ 工 事 の 目 的  

７ 

 

工 

事 

の 

概 

要 

ア 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 高 さ メートル 

イ 土石 の堆積を行う 土地の 面 積 平方メートル 

ウ 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 土 量 立方メートル 

エ 土石の堆積を行う土地の最大勾配  

オ 勾配が十分の一を超える土地における 

 堆積した土石の崩壊を防止するための 

 措 置 

 

カ 土石 の堆積を行う土地における  

 地盤の改良その他の必要な措置 
 

キ 空 地 の 設 置 

番 号 空 地 の 幅 

 メートル 

 メートル 

ク 雨水その他の地表水を有効に排除 

 す る 措 置 

 

 

ケ 堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出 

 を 防 止 す る 措 置 
 

コ 工 事 中 の 危 害 防 止 の た め の 措 置  

サ そ の 他 の 措 置  

シ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

ス 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

セ 工 程 の 概 要  

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

９ 変 更 の 理 由  

10 協 議 番 号 第     号 

  



（第２面） 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 
※ 協議に当たって  

 付 し た 条 件 
※ 協 議 番 号 欄 

年  月  日 
  

年  月  日 

第     号 第     号 

係員氏名 係員氏名 

〔注意〕 

⑴ ※印のある欄は記入しないでください。 

⑵ ３は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

⑶ ４は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してく

ださい。 

⑷ ７リは、鋼矢板等を設置するときは、当該鋼矢板等についてそれぞれ番号、種類、高さ及び延長

を記入し、それ以外の措置を講ずるときは、措置の内容を記入してください。 

⑸ ８は、土石の堆積に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可等を要する場

合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。 

※ ２部提出してください。 

  



様式第１３号（第１５条関係） 

 

定期報告書 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１９条第１項の規定により、工事の実施状況等について、下記のとお 

 

り報告します。 

 

記 

 

共通 

１ 工 事 が 施 行 さ れ る 土 地 の 所 在 地  

２ 工 事 の 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号 

 （工事の協議成立年月日及び協議番号） 

年    月    日 

第     号 

３ 前 回 の 報 告 年 月 日 

 （ ２ 回 目 以 降 の み 記 入 ） 
年    月    日 

宅地

造成

又は

特定 

盛土

等に

関す

る工

事 

４ 報告の時点における盛土又は切土の高さ メートル 

５ 報告の時点における盛土又は切土の面積 平方メートル 

６ 報告の時点における盛土又は切土の土量 立方メートル 

７ 報 告 の 時 点 に お け る 擁 壁 等 

 に 関 す る 工 事 の 施 行 状 況 
 

土石

の堆

積に

関す

る工

事 

８ 報告の時点における土石の堆積の高さ メートル 

９ 報告の時点における土石の堆積の面積 平方メートル 

10 報 告 の 時 点 に お け る 堆 積 

 さ れ て い る 土 石 の 土 量 
立方メートル 

11 前回の報告の時点から新たに堆積された 

 土石の土量及び除却された土石の土量 
立方メートル 

  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第１４号（第１６条関係） 
 

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する証明願 

 

 ※１ 手  数  料 

年  月  日 

さいたま市長 

申請者（建築主） 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条の規定により、次の建築（建設）計画が宅地造成及 

び特定盛土等規制法（法第１２条第１項・法第１６条第１項）の規定に適合していることを証明願いま 

す。 

 

１ 建築（建設）をする 

 土地の所在地及び地番 
 

２ 建 築 （ 建 設 ） 計 画 

 の 概 要 

工事の種別  敷 地 面 積 平方メートル 

用 途  建 築 面 積 平方メートル 

構 造  の べ 面 積 平方メートル 

３ 盛土で生じる崖の高さ メートル 

４ 切土で生じる崖の高さ メートル 

５ 盛土又は切土をする 

 土 地 の 面 積 
平方メートル 

６ 法第１２条第１項の規定による許可を 

 受けている場合は、その許可年月日等 
年  月  日 第     号 

７ 法第１６条第１項の規定による許可を 

 受けている場合は、その許可年月日等 
年  月  日 第     号 

※１ 

第    号 

上記の建築（建設）計画については、宅地造成及び特定盛土等規制法（法第１２条第１項・法第１６

条第１項）の規定に適合していることを証明します。 

  年  月  日 

さいたま市長      

※１ ※１には、記入しないでください。 

※ ２部提出してください。  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第１５号（第１７条関係） 
 

工事着手届出書 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の規定による許可に係る工事に着手しましたので、さいた

ま市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１７条の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事の許可年月日及び許可番号 

 （工事の協議成立年月日及び協議番号） 
年  月  日 第     号 

２ 工 事 を す る 土 地 の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

３ 工 事 着 手 年 月 日 年  月  日 

４ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

５ 工 事 施 行 者 住 所 ・ 氏 名 
 

電話番号 

６ 設 計 者 住 所 ・ 氏 名 
 

電話番号 

７ 現 場 責 任 者 住 所 ・ 氏 名 
 

電話番号 

※

処

理

欄 

 

※

受

付

欄 

 

※ ※印のある欄は、記入しないでください。 

  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第１６号（第１８条関係） 
 

工事廃止届出書 

 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の規定による許可に係る工事を廃止しましたので、さいた

ま市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１８条第１項の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 工事の許可年月日及び許可番号 

 （工事の協議成立年月日及び協議番号） 
年    月    日第     号 

２ 工 事 を す る 土 地 の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

３ 土 地 の 面 積 平方メートル 

４ 廃 止 の 理 由  

※

処

理

欄 

 

※

受

付

欄 

 

※ ※印のある欄は、記入しないでください。 

  

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



様式第１７号（第１８条関係） 
 

申請取下書 

年  月  日 

さいたま市長 

工事主 住所                     

氏名                     

 

 

 

 

電話番号                     

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項の規定による許可の申請を取り下げますので、さいたま市

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第１８条第２項の規定により下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 工 事 の 受 付 番 号 年    月    日第     号 

２ 工 事 を す る 土 地 の 

 所 在 地 及 び 地 番 
 

３ 土 地 の 面 積 平方メートル 

４ 取 下 げ の 理 由  

※

処

理

欄 

 

※

受

付

欄 

 

※ 印のある欄は、記入しないでください。 

法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者名 



 

 

さいたま市規則第３７号 

さいたま市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部

を改正する規則 

 さいたま市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則（平成２８

年さいたま市規則第１１４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該

当証明書） 

 （建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該

当証明書） 

第２条 省令第１３条の規定により省令第５条の軽

微な変更に該当していることを証する書面の交付

の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消

費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書（

様式第１号）に必要な書類及び図書を添えて市長

に提出しなければならない。 

第２条 省令第１１条の規定により省令第３条の軽

微な変更に該当していることを証する書面の交付

の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消

費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書（

様式第１号）に必要な書類及び図書を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に係る内容が省令第５条の

軽微な変更に該当していると認める場合には、建

築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書（様式第２号）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の申請に係る内容が省令第３条の

軽微な変更に該当していると認める場合には、建

築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書（様式第２号）を交付するものとする。 

  

 （市長が必要と認める図書等）  （市長が必要と認める図書等） 

第３条 第３条 省令第１２条第１項に規定する市長が必要

と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定めるものとする。 

  ⑴ 法第１５条第１項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性

能の評価についてこれと同等以上の能力を有す

る機関が作成した建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国

土交通省令第１号）第１条第１項各号に掲げる

建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に

適合していることを示す書類（建築物全体を評

価しているものに限る。）の交付を受けている

場合 当該書類の写し 

  ⑵ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

１１年法律第８１号。以下この条において「住



 

 

宅品質確保法」という。）第６条第１項の設計

住宅性能評価書（一戸建ての住宅に係るもので

あって、日本住宅性能表示基準（平成１３年国

土交通省告示第１３４６号。以下この条におい

て「住宅性能表示基準」という。）別表１の断

熱等性能等級の等級４以上及び一次エネルギー

消費量等級の等級４以上に適合していることを

示すものに限る。）の交付を受けている場合 

当該設計住宅性能評価書の写し 

  ⑶ その他市長が必要と認める図書を別に指定し

た場合 当該指定図書 

  省令第２０条第１項に規定する市長が必要と認 

 める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

 当該各号に定めるものとする。 

２ 省令第２３条第１項に規定する市長が必要と認 

 める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

 当該各号に定めるものとする。 

 ⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

６条第１項、第６条の２第１項又は第１８条第

３項若しくは第４項の規定による確認済証の交

付を受けている場合 当該確認済証の写し 

 ⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

６条第１項、第６条の２第１項又は第１８条第

３項の規定による確認済証の交付を受けている

場合 当該確認済証の写し 

 ⑵ 法第３０条第２項の規定により建築基準法第

６条第１項の確認の申請書を併せて提出しよう

とする建築物で、同法第６条の３第４項の規定

による構造計算適合性判定が必要な場合 当該

適合性判定の通知書又はその写し 

 ⑵ 法第３５条第２項の規定により建築基準法第

６条第１項の確認の申請書を併せて提出しよう

とする建築物で、同法第６条の３第４項の規定

による構造計算適合性判定が必要な場合 当該

適合性判定の通知書又はその写し 

 ⑶ 法第１４条第１項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した法第３０条第１項各

号に掲げる基準に適合していることを示す書類

の交付を受けている場合 当該書類 

 ⑶ 法第１５条第１項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した法第３５条第１項各

号に掲げる基準に適合していることを示す書類

の交付を受けている場合 当該書類 

 ⑷ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成

１１年法律第８１号。以下この条において「住

宅品質確保法」という。）第５条第１項の登録

住宅性能評価機関が作成した法第３０条第１項

各号に掲げる基準に適合していることを示す書

類の交付を受けている場合 当該書類 

 ⑷ 住宅品質確保法第５条第１項の登録住宅性能

評価機関が作成した法第３５条第１項各号に掲

げる基準に適合していることを示す書類の交付

を受けている場合 当該書類 

 ⑸ 住宅品質確保法第６条第１項の設計住宅性能

評価書（日本住宅性能表示基準（平成１３年国

土交通省告示第１３４６号）別表１の断熱等性

能等級の等級５以上及び一次エネルギー消費量

等級の等級６に適合していることを示すものに

限る。）の交付を受けている場合 当該設計住

宅性能評価書の写し 

 ⑸ 住宅品質確保法第６条第１項の設計住宅性能

評価書（住宅性能表示基準別表１の断熱等性能

等級の等級５以上及び一次エネルギー消費量等

級の等級６に適合していることを示すものに限

る。）の交付を受けている場合 当該設計住宅

性能評価書の写し 

 ⑹ ［略］  ⑹ ［略］ 

 ３ 省令第３０条第１項に規定する市長が必要と認

める図書は、建築基準法第７条第５項、第７条の

２第５項若しくは第１８条第１８項に規定する検

査済証の写し又はこれに代わる書類のほか、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。 

  ⑴ 法第１５条第１項の登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が作成した建築物エネルギー消



 

 

費性能基準（法第２条第１項第３号の基準をい

う。次号において同じ。）に適合していること

を示す書類の交付を受けている場合 当該書類 

  ⑵ 住宅品質確保法第５条第１項の登録住宅性能

評価機関が作成した建築物エネルギー消費性能

基準に適合していることを示す書類の交付を受

けている場合 当該書類 

  ⑶ 法第１２条第６項の適合判定通知書の交付を

受けている場合 当該適合判定通知書の写し 

  ⑷ 省令第２５条第１項（省令第２８条において

準用する場合も含む。）の通知を受けた場合（

建築物全体で認定を受けた場合に限る。） 当

該通知書の写し 

  ⑸ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

（平成２４年国土交通省令第８６号）第４３条

第１項の通知を受けた場合 当該通知書の写し 

  ⑹ 住宅品質確保法第６条第３項の建設住宅性能

評価書（住宅性能表示基準別表１の断熱等性能

等級の等級４以上及び一次エネルギー消費量等

級の等級４以上に適合していることを示すもの

に限る。）の交付を受けている場合 当該建設

住宅性能評価書の写し 

  ⑺ 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認

める場合 市長が別に定める図書 

  

 （建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該

当証明書） 

 （建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該

当証明書） 

第４条 第２条の規定は、省令第２８条の規定によ

り省令第２５条の軽微な変更に該当していること

を証する書面の交付の申請をしようとする者につ

いて準用する。この場合において、第２条第１項

中「第１３条」とあるのは「第２８条」と、「第

５条」とあるのは「第２５条」と、「建築物エネ

ルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付

申請書（様式第１号）」とあるのは「建築物エネ

ルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付

申請書（様式第３号）」と、第２条第２項中「第

５条」とあるのは「第２５条」と、「建築物エネ

ルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書（様

式第２号）」とあるのは「建築物エネルギー消費

性能向上計画軽微変更該当証明書（様式第４号）

」と読み替えるものとする。 

第４条 第２条の規定は、省令第２９条の規定によ

り省令第２６条の軽微な変更に該当していること

を証する書面の交付の申請をしようとする者につ

いて準用する。この場合において、第２条第１項

中「第１１条」とあるのは「第２９条」と、「第

３条」とあるのは「第２６条」と、「建築物エネ

ルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付

申請書（様式第１号）」とあるのは「建築物エネ

ルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付

申請書（様式第３号）」と、第２条第２項中「第

３条」とあるのは「第２６条」と、「建築物エネ

ルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書（様

式第２号）」とあるのは「建築物エネルギー消費

性能向上計画軽微変更該当証明書（様式第４号）

」と読み替えるものとする。 

  

 （申請等の取下げ）  （申請等の取下げ） 

第５条 法第１１条第１項の規定により提出した建

築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第２項

の規定により提出した変更後の建築物エネルギー

消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計

画取下げ書（様式第５号）を市長に提出しなけれ

第５条 法第１２条第１項の規定により提出した建

築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第２項

の規定により提出した変更後の建築物エネルギー

消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計

画取下げ書（様式第５号）を市長に提出しなけれ



 

 

ばならない。 ばならない。 

２ 前項の規定は、法第１２条第２項の規定により

通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は

同条第３項の規定により通知した変更後の建築物

エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとす

る者について準用する。この場合において、前項

中「法第１１条第１項の規定により提出」とある

のは「法第１２条第２項の規定により通知」と、

「同条第２項の規定により提出」とあるのは「同

条第３項の規定により通知」と読み替えるものと

する。 

２ 前項の規定は、法第１３条第２項の規定により

通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は

同条第３項の規定により通知した変更後の建築物

エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとす

る者について準用する。この場合において、前項

中「法第１２条第１項の規定により提出」とある

のは「法第１３条第２項の規定により通知」と、

「同条第２項の規定により提出」とあるのは「同

条第３項の規定により通知」と読み替えるものと

する。 

３ 法第２９条第１項の規定による認定の申請又は

法第３１条第１項の規定による変更の認定の申請

を取り下げようとする者は、認定（変更認定）申

請取下げ届（様式第６号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

３ 法第３４条第１項若しくは法第４１条第１項の

規定による認定の申請又は法第３６条第１項の規

定による変更の認定の申請を取り下げようとする

者は、認定（変更認定）申請取下げ届（様式第６

号）を市長に提出しなければならない。 

  

 （報告）  （報告） 

第６条 法第３１条第１項の認定建築主は、エネル

ギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築

等の状況について、法第３２条の規定により、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める様式に必要な書類を添えて市長に報告しなけ

ればならない。 

第６条 法第３６条第１項の認定建築主は、エネル

ギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築

等の状況について、法第３７条の規定により、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める様式に必要な書類を添えて市長に報告しなけ

ればならない。 

 ⑴ 法第３２条のエネルギー消費性能の一層の向

上のための建築物の新築等に係る工事が完了し

た場合 工事完了報告書（様式第７号） 

 ⑴ 法第３７条のエネルギー消費性能の一層の向

上のための建築物の新築等に係る工事が完了し

た場合 工事完了報告書（様式第７号） 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

 ２ 法第４１条第２項の認定を受けた者は、法第４

３条第１項の規定により基準適合認定建築物の建

築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事

項について報告を求められたときは、前項第２号

の状況報告書に必要な図書を添えて市長に報告し

なければならない。 

  

 （取りやめる旨の申出）  （取りやめる旨の申出） 

第７条 法第３１条第１項の認定建築主は、法第３

７条に規定するエネルギー消費性能の一層の向上

のための建築物の新築等を取りやめようとすると

きは、取りやめる旨の申出書（様式第９号）に省

令第２４条第２項の通知書（法第３１条第１項の

規定による変更の認定を受けた者にあっては、省

令第２７条において読み替えて準用する省令第２

４条第２項の通知書）を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

第７条 法第３６条第１項の認定建築主は、法第３

７条に規定するエネルギー消費性能の一層の向上

のための建築物の新築等を取りやめようとすると

きは、取りやめる旨の申出書（様式第９号）に省

令第２５条第２項の通知書（法第３６条第１項の

規定による変更の認定を受けた者にあっては、省

令第２８条において読み替えて準用する省令第２

５条第２項の通知書）を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

  

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書交付申請書 

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書交付申請書 



 

 

 ［略］  ［略］ 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第１３条の規定により、建築物エネルギ 

ー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。

）の変更が同令第５条の軽微な変更に該当している

ことを証する書面の交付を申請します。 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第１１条の規定により、建築物エネルギ 

ー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。

）の変更が同令第３条の軽微な変更に該当している

ことを証する書面の交付を申請します。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書 

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証

明書 

 ［略］  ［略］ 

さいたま市長     さいたま市長 印   

  

下記の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保

計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第５条の軽微な変更に該当していることを

証明します。 

下記の申請に係る建築物エネルギー消費性能確保

計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第３条の軽微な変更に該当していることを

証明します。 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証

明書交付申請書 

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証

明書交付申請書 

 ［略］  ［略］ 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２８条の規定により、建築物エネルギ 

ー消費性能向上計画（非住宅部分に係る部分に限る。

）の変更が同令第２５条の軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付を申請します。 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律施行規則第２９条の規定により、建築物エネルギ 

ー消費性能向上計画（非住宅部分に係る部分に限る。

）の変更が同令第２６条の軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付を申請します。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  ［略］ 
 

 ［略］ 

担当者印  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第４号（第４条関係） 様式第４号（第４条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証

明書 

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証

明書 

 ［略］  ［略］ 

さいたま市長     さいたま市長 印   

  

下記の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上 下記の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上



 

 

計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第２５条の軽微な変更に該当していること

を証明します。 

計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

施行規則第２６条の軽微な変更に該当していること

を証明します。 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

計画取下げ書 計画取下げ書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第６号（第５条関係） 様式第６号（第５条関係） 

認定（変更認定）申請取下げ届 認定（変更認定）申請取下げ届 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第７号（第６条関係） 様式第７号（第６条関係） 

工事完了報告書 工事完了報告書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第８号（第６条関係） 様式第８号（第６条関係） 

状況報告書 状況報告書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

様式第９号（第７条関係） 様式第９号（第７条関係） 

取りやめる旨の申出書 取りやめる旨の申出書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 



 

 

  

 

 ［略］ 

担当者  担当者  
 

 ［略］ 

担当者印  担当者印  

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第３７号の２ 

   さいたま市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の職名に関する規則（平成１３年さいたま市規則第２３号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

職

種

名 

職務名 

事

務

職

員 

局長、公室長、本部長、区長、理事、会

計管理者、事務局長、総合政策監、情報 

統括監、危機管理監、部長、室長、所長、 

広報監、行政管理監、副理事、副区長、 

館長、次長、副館長、事務局次長、参事、 

課長、副所長、事務長、副参事、場長、 

園長、区会計管理者、課長補佐、所長補

佐、室長補佐、館長補佐、場長補佐、主

幹、副園長、総合調整幹、調整幹、専門

幹、参与、係長、主査、主任、主事、保

育士 

技

術

職

員 

局長、区長、理事、部長、副理事、副区

長、所長、次長、室長、参事、課長、副

館長、場長、工事検査員、副参事、課長

補佐、所長補佐、室長補佐、場長補佐、

主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参

与、係長、主査、主任、技師、医務監、

院長、副院長、院長補佐、科長、医長、

医師、歯科医師、技師長、副科長、副技

師長、薬剤師、獣医師、栄養士、診療放 

射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、 

理学療法士、作業療法士、視能訓練士、 

言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ指

圧師、副看護部長、学院長、看護師長、

副看護師長、教務主任、臨床指導員、保

健師、専任教員、助産師、看護師 

 ［略］ 
 

職

種

名 

職務名 

事

務

職

員 

局長、本部長、理事、総合政策監、会計

管理者、情報統括監、危機管理監、行政 

管理監、副理事、区長、副区長、公室長、 

部長、事務局長、室長、次長、事務局次

長、広報監、参事、所長、課長、副参事、 

室長補佐、所長補佐、課長補佐、副所長、 

館長、副館長、館長補佐、園長、場長、 

場長補佐、区会計管理者、事務長、主幹、 

総合調整幹、調整幹、専門幹、参与、副

園長、係長、主査、主任、主事、保育士 

 

技

術

職

員 

局長、理事、医務監、副理事、区長、副

区長、院長、部長、次長、参事、所長、

副院長、院長補佐、副看護部長、課長、

室長、工事検査員、副参事、室長補佐、

所長補佐、課長補佐、副館長、学院長、

場長、場長補佐、科長、技師長、看護師 

長、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、 

参与、副科長、副技師長、副看護師長、

医長、園長、教務主任、係長、臨床指導 

員、主査、主任、技師、医師、歯科医師、 

獣医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技

師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学

療法士、作業療法士、視能訓練士、言語 

聴覚士、歯科衛生士、マッサージ指圧師、 

専任教員、保健師、助産師、看護師 

 ［略］ 
 



 

 

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  



 

 

さいたま市規則第３８号 

   さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則（平成１３年さい

たま市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して条例第９条

第２項又は第３項の規定による請求に係る期間を

経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれ

かの事由が生じた場合には、同条第２項又は第３

項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日か

ら当該事由が生じた日までの期間についての請求

であったものとみなす。 

２ 時間外勤務制限開始日から起算して条例第９条

第２項又は第３項の規定による請求に係る期間を

経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれ

かの事由が生じた場合には、同条第２項又は第３

項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日か

ら当該事由が生じた日までの期間についての請求

であったものとみなす。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

⑵ 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達し 

  た場合 

⑵ 当該請求に係る子が条例第９条第２項の規定 

  による請求にあっては３歳に、同条第３項の規

定による請求にあっては小学校就学の始期に達

した場合 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第２１条 条例第１５条の規則で定める場合は、次

の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号

に定める期間とする。 

第２１条 条例第１５条の規則で定める場合は、次

の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号

に定める期間とする。 

 ⑴～(21) ［略］  ⑴～(21) ［略］ 

 (22) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者 

  等の子を含む。以下この号において同じ。）を

養育する職員が、その子の看護等（負傷し、若

しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予

防を図るために必要なものとして市長が定める

その子の世話若しくは学校保健安全法（昭和３

３年法律第５６号）第２０条の規定による学校

の休業その他これに準じるものとして市長が定

める事由に伴うその子の世話を行うこと又はそ

 (22) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者 

  等の子を含む。以下この号において同じ。）を

養育する職員が、その子の看護（負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予

防を図るために必要なものとして市長が定める

その子の世話を行うことをいう。）のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 一

の年において５日（その養育する中学校就学の

始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっ



 

 

の子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長

が定めるものへの参加をすることをいう。）の

ため勤務しないことが相当であると認められる

場合 一の年において５日（その養育する中学

校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場

合にあっては、１０日）の範囲内でその都度必

要と認める期間 

ては、１０日）の範囲内でその都度必要と認め

る期間 

 (23 )・(24 ) ［略］  (23 )・(24 ) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

  



 

 

さいたま市規則第３９号 

   さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則（令和元年さいたま

市規則第５１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （会計年度任用職員の病気休暇）  （会計年度任用職員の病気休暇） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 前項の病気休暇は、有給の休暇とする。 ２ 前項の病気休暇は、無給の休暇とする。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

 （会計年度任用職員の特別休暇）  （会計年度任用職員の特別休暇） 

第１１条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、

 会計年度任用職員（第９号から第１１号までに掲

げる場合にあっては、１週間の勤務日が３日以上

とされている会計年度任用職員又は週以外の期間

によって勤務日が定められている会計年度任用職

員で１年間の勤務日が１２１日以上であるものに

限る。）に対して当該各号に定める期間の有給の

休暇を与えるものとする。 

第１１条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、

 会計年度任用職員（第９号から第１１号までに掲

げる場合にあっては、１週間の勤務日が３日以上

とされている会計年度任用職員又は週以外の期間

によって勤務日が定められている会計年度任用職

員で１年間の勤務日が１２１日以上であるもので

あって、６月以上の任期が定められているもの又

は６月以上継続勤務しているものに限る。）に対

して当該各号に定める期間の有給の休暇を与える

ものとする。 

 ⑴～⒂ ［略］  ⑴～⒂ ［略］ 

２ 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計

年度任用職員（第５号及び第６号に掲げる場合に

あっては、１週間の勤務日が３日以上とされてい

る会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤

務日が定められている会計年度任用職員で１年間

の勤務日が１２１日以上であるものに限る。）に

対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与え

るものとする。 

２ 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計

年度任用職員（第５号及び第６号に掲げる場合に

あっては、１週間の勤務日が３日以上とされてい

る会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤

務日が定められている会計年度任用職員で１年間

の勤務日が１２１日以上であるものであって、６

月以上の任期が定められているもの又は６月以上

継続勤務しているものに限る。）に対して当該各 

号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ ９歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある子を養育する会計年度任用職員が、

 ⑸ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育す 

  る会計年度任用職員が、その子の看護（規則第



 

 

その子の看護等（規則第２１条第１項第２２号

に規定する看護等をいう。）のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 一の年度

において５日（その養育する９歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある子が２人

以上の場合にあっては、１０日）（勤務日ごと

の勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用

職員にあっては、勤務日１日当たりの勤務時間

に５（その養育する９歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子が２人以上の場

合にあっては、１０）を乗じて得た数の時間）

の範囲内でその都度必要と認める期間 

２１条第１項第２２号に規定する看護をいう。

）のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 一の年度において５日（その養育す

る小学校就学の始期に達するまでの子が２人以

上の場合にあっては、１０日）（勤務日ごとの

勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職

員にあっては、勤務日１日当たりの勤務時間に

５（その養育する小学校就学の始期に達するま

での子が２人以上の場合にあっては、１０）を

乗じて得た数の時間）の範囲内でその都度必要

と認める期間 

 ⑹・⑺ ［略］  ⑹・⑺ ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第４０号 

   さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（平成１３年さいたま市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （休業補償を行わない場合）  （休業補償を行わない場合） 

第９条 条例第１１条ただし書の規則で定める場合

は、次に掲げる場合とする。 

第９条 条例第１１条ただし書の規則で定める場合

は、次に掲げる場合とする。 

 ⑴ 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しく 

  は死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法（昭

和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の規

定により少年院において刑を執行する場合にお

ける当該少年院を含む。）に拘置されている場

合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置

されている場合又は法廷等の秩序維持に関する

法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条の規

定による監置の裁判の執行のため監置場に留置

されている場合 

 ⑴ 懲役、禁錮
こ

若しくは拘留の刑の執行のため若 

  しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法

（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項

の規定により少年院において刑を執行する場合

における当該少年院を含む。）に拘置されてい

る場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に

留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関

する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条

の規定による監置の裁判の執行のため監置場に

留置されている場合 

⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第４１号 

   さいたま市特定非常勤職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則の一部

を改正する規則 

 さいたま市特定非常勤職員の公務災害等に伴う休業補償等に関する規則（平成２２

年さいたま市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （休業補償）  （休業補償） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２ 前項の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員

が次の各号のいずれかに該当するときは、当該拘

置、留置又は収容の期間については、休業補償は

行わない。 
 ⑴ 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しく

は死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法（昭

和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の規

定により少年院において刑を執行する場合にお

ける当該少年院を含む。）に拘置されている場

合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置

されている場合又は法廷等の秩序維持に関する

法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条の規

定による監置の裁判の執行のため監置場に留置

されている場合 

２ 前項の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員

が次の各号のいずれかに該当するときは、当該拘

置、留置又は収容の期間については、休業補償は

行わない。 
 ⑴ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若

しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法

（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項

の規定により少年院において刑を執行する場合

における当該少年院を含む。）に拘置されてい

る場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に

留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関

する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条

の規定による監置の裁判の執行のため監置場に

留置されている場合 
 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 
  

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第４２号 

   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和５年

さいたま市規則第７７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

  附 則 

１ ［略］ 

（学校給食費の徴収に関する特例） 

２ 当分の間、別表第２の左欄に掲げる児童又は生

徒に対する同表の適用については、それぞれ同表 

 の右欄中「３１３円」とあるのは「２６０円」と、

 「３８１円」とあるのは「３１７円」と、「３６

７円」とあるのは「３１４円」と、「４１９円」

とあるのは「３５５円」とする。 

   附 則 

１ ［略］ 

（学校給食費の徴収に関する特例） 

２ 当分の間、別表第２の左欄に掲げる児童又は生

徒に対する同表の適用については、それぞれ同表 

 の右欄中「３０９円」とあるのは「２６０円」と、

 「３７６円」とあるのは「３１７円」と、「３６

３円」とあるのは「３１４円」と、「４１４円」

とあるのは「３５５円」とする。 

  

別表第２（第３条関係） 

区分 一食当たりの額 

小学校の児童及び当該

児童と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３１３円 

中学校の生徒及び当該

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３８１円 

中等教育学校前期課程

の生徒及び当該生徒と

同等の学校給食の提供

を受ける者 

      ３８１円 

特別支援学校の小学部

の児童並びに中学部及

び高等部の生徒（小学

部の児童が受ける給食

の量に相当する量の給 

食を受ける生徒に限る。

）並びに当該児童又は

生徒と同等の学校給食 

３６７円 

別表第２（第３条関係） 

区分 一食当たりの額 

小学校の児童及び当該

児童と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３０９円 

中学校の生徒及び当該

生徒と同等の学校給食

の提供を受ける者 

３７６円 

中等教育学校前期課程

の生徒及び当該生徒と

同等の学校給食の提供

を受ける者 

      ３７６円 

特別支援学校の小学部

の児童並びに中学部及

び高等部の生徒（小学

部の児童が受ける給食

の量に相当する量の給 

食を受ける生徒に限る。

）並びに当該児童又は

生徒と同等の学校給食 

３６３円 



 

 

の提供を受ける者  

特別支援学校の中学部

及び高等部の生徒（小

学部の児童が受ける給

食の量に相当する量の

給食を受ける生徒を除

く。）並びに当該生徒

と同等の学校給食の提

供を受ける者 

４１９円 

 

の提供を受ける者  

特別支援学校の中学部

及び高等部の生徒（小

学部の児童が受ける給

食の量に相当する量の

給食を受ける生徒を除

く。）並びに当該生徒

と同等の学校給食の提

供を受ける者 

４１４円 

 

備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関す

る条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提供する学校給食に係る学校

給食費の額について適用し、同日前に提供された学校給食に係る学校給食費の額に

ついては、なお従前の例による。 



 

 

さいたま市規則第４３号 

   さいたま市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市食品衛生法施行細則（平成１４年さいたま市規則第６８号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （届出等の様式）  （届出等の様式） 

第４条 次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 

第４条 次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定

める様式により行うものとする。 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

 ⑺ 健康被害情報の届出 健康食品の摂取に伴う

有害事象情報提供票（様式第８号） 

 ⑺ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑻ ［略］ 

 ⑼ ［略］ 

 ⑼ ［略］  ⑽ ［略］ 

 ⑽ ［略］  ⑾ ［略］ 

 ⑾ ［略］  ⑿ ［略］ 

 ⑿ ［略］  ⒀ ［略］ 

 ⒀ ［略］  ⒁ ［略］ 

  

様式第２号（第４条関係） 

［略］ 

様式第２号（第４条関係） 

 ［略］ 

営業許可申請書・営業届（新規、継続） 営業許可申請書・営業届（新規、継続） 

 ［略］ 

［略］ 

営

業

施

設

情

報 

［略］ 

［略］ 食管・食監・調・製・ 

栄・管栄・船舶・と畜・

食鳥 

［略］ 

［略］ 
 

 ［略］ 

［略］ 

営

業

施

設

情

報 

［略］ 

［略］ 食管・食監・調・製・ 

栄・船舶・と畜・食鳥 

［略］ 

［略］ 
 

  

様式第３号（第４条関係） 

［略］ 

営業許可申請書・営業届（変更） 

様式第３号（第４条関係） 

［略］ 

営業許可申請書・営業届（変更） 



 

 

［略］ 

［略］ 

営

業

施

設

情

報 

［略］ 

［略］ 食管・食監・調・製・ 

栄・管栄・船舶・と畜・

食鳥 

［略］ 

［略］ 
 

［略］ 

［略］ 

営

業

施

設

情

報 

［略］ 

［略］ 食管・食監・調・製・ 

栄・船舶・と畜・食鳥 

［略］ 

［略］ 
 

   

 様式第８号を削る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第８号（第４条関係） 
［略］ 
 

様式第９号（第４条関係） 
［略］ 
 

様式第１０号（第４条関係） 
［略］ 
 

様式第１１号（第４条関係） 
［略］ 
 

様式第１２号（第４条関係） 

様式第９号（第４条関係） 
［略］ 
 

様式第１０号（第４条関係） 
［略］ 

 

様式第１１号（第４条関係） 
［略］ 

 

様式第１２号（第４条関係） 
［略］ 

 

様式第１３号（第４条関係） 

 ［略］ 
 

様式第１３号（第４条関係） 
［略］ 

 

様式第１４号（第４条関係） 
［略］ 

 

 ［略］ 
 

様式第１４号（第４条関係） 
［略］ 

 

様式第１５号（第４条関係） 
［略］ 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正及び様式第



 

 

８号を削る改正規定並びに様式第９号を様式第８号とし、様式第１０号から様式第

１５号までを１号ずつ繰り上げる改正は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市食品衛生法施行細則

様式第２号、様式第３号及び様式第９号から様式第１５号までの規定により作成さ

れている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 



 

 

さいたま市規則第４４号 

   さいたま市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市消防局の組織に関する規則（平成１５年さいたま市規則第１３８号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 前条に規定する内部組織（係を除く。）の

分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

第３条 前条に規定する内部組織（係を除く。）の

分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

 ［略］ ［略］ 

 救急課   救急課 

 ⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 救急隊の運用（他の所管に属するものを除く。

）に関すること。 

  

 ⑷ ［略］  ⑶ ［略］ 

 ⑸ ［略］  ⑷ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

   附 則  

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第４５号 

   さいたま市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則（平成２４年さいたま市規

則第１１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当  

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （市長が必要と認める図書等）  （市長が必要と認める図書等） 

第２条 省令第４１条第１項に規定する市長が必要

と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

第２条 省令第４１条第１項に規定する市長が必要

と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）第１４条第

１項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関

が作成した法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類の交付を受けて

いる場合 当該書類 

 ⑸ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律（平成２７年法律第５３号）第１５条第

１項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関

が作成した法第５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していることを示す書類の交付を受けて

いる場合 当該書類 

 ⑹ ［略］  ⑹ ［略］ 

  

 （申請の取下げ）  （申請の取下げ） 

第４条 低炭素建築物新築等計画の認定の申請又は

低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請を取

り下げようとする者は、低炭素建築物新築等計画

（変更）認定申請取下げ届（様式第３号）を市長

に提出しなければならない。 

第４条 低炭素建築物新築等計画の認定の申請又は

低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請を取

り下げようとする者は、低炭素建築物新築等計画

（変更）認定申請取下げ届（様式第３号）の正本

及び副本を市長に提出しなければならない。 

 ２ 市長は、前項の副本に承認印を押し、申請をし

た者に返却するものとする。 

  

 （取りやめる旨の届出）  （取りやめる旨の届出） 

第７条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計

画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、認

定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築

を取りやめる旨の届出書（様式第７号）に認定通

知書（低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受

けた者にあっては変更認定通知書）を添えて市長

に届け出なければならない。 

第７条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計

画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、認

定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築

を取りやめる旨の届出書（様式第７号）の正本及

び副本に認定通知書（低炭素建築物新築等計画の

変更の認定を受けた者にあっては変更認定通知書

）を添えて市長に届け出なければならない。 

 ２ 市長は、前項の副本に承認印を押し、認定建築



 

 

主に返却するものとする。 

  

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 

軽微変更該当証明書交付申請書 

 ［略］ 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４

６条の２の規定により、低炭素建築物新築等計画の

変更が同令第４４条の軽微な変更に該当しているこ

とを証する書面の交付を申請します。 

 

 ［略］ 

備考 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

別記様式第５の第２面から第５面までに記載すべ

き事項を記載した書類及び変更の内容がわかる図

書を添えてください。 

軽微変更該当証明書交付申請書 

 ［略］ 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４

６条の２の規定により、低炭素建築物新築等計画（

非住宅部分に係る部分に限る。）の変更が同令第４

４条の軽微な変更に該当していることを証する書面

の交付を申請します。 

 ［略］ 

備考 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

別記様式第５の第２面から第６面までに記載すべ

き事項を記載した書類及び変更の内容がわかる図

書を添えてください。 

  

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

軽微変更該当証明書 

 ［略］ 

さいたま市長       

 下記による申請書に記載の低炭素建築物新築等計

画の変更は、都市の低炭素化の促進に関する法律施

行規則第４４条の軽微な変更に該当していることを

証明します。 

 ［略］ 

軽微変更該当証明書 

 ［略］ 

さいたま市長      印 

 下記による申請書に記載の低炭素建築物新築等計

画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更は、都

市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第４４条

の軽微な変更に該当していることを証明します。 

 ［略］ 

  

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

認定しない旨の通知書 

 ［略］ 

       さいたま市長      

 ［略］ 

認定しない旨の通知書 

 ［略］ 

さいたま市長      印 

 ［略］ 

  

様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第８条関係） 

認定を取り消す旨の通知書 
 ［略］ 

さいたま市長      

 ［略］ 

認定を取り消す旨の通知書 
 ［略］ 

さいたま市長      印 

 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第４６号 

   さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正する

規則 

 さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則（平成２１年さいたま

市規則第７６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当  

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （申請の取下げ）  （申請の取下げ） 

第６条 認定申請、変更の認定申請（法第８条第２

項において準用する法第５条第１項から第７項ま

での規定による変更の認定申請をいう。）又は法 

 第１０条の承認の申請を取り下げようとする者は、

 長期優良住宅認定申請取下届（様式第１号）を市

長に提出しなければならない。 

第６条 認定申請、変更の認定申請（法第８条第２

項において準用する法第５条第１項から第７項ま

での規定による変更の認定申請をいう。）又は法 

 第１０条の承認の申請を取り下げようとする者は、

 長期優良住宅認定申請取下届（様式第１号）の正

本及び副本を市長に提出しなければならない。 

 ２ 市長は、前項の副本に承認印を押し、申請をし

た者に返却するものとする。 

  

 （取りやめる旨の申出）  （取りやめる旨の申出） 

第９条 法第１４条第１項第２号の規定による申出

をしようとする認定計画実施者は、取りやめる旨

の届出書（様式第４号）に省令第６条の認定通知

書（法第８条第１項の規定による変更の認定（以

下「変更認定」という。）を受けた者は省令第９

条の変更認定通知書）を添えて市長に届け出なけ

ればならない。 

第９条 法第１４条第１項第２号の規定による申出

をしようとする認定計画実施者は、取りやめる旨

の届出書（様式第４号）の正本及び副本に省令第

６条の認定通知書（法第８条第１項の規定による

変更の認定（以下「変更認定」という。）を受け

た者は省令第９条の変更認定通知書）を添えて市

長に届け出なければならない。 

  

 （容積率の特例の許可の申請の取下げ）  （容積率の特例の許可の申請の取下げ） 

第１２条 法第１８条第１項の規定による許可の申

請を取り下げようとする者は、許可申請取下届（

様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

第１２条 法第１８条第１項の規定による許可の申

請を取り下げようとする者は、許可申請取下届（

様式第６号）の正本及び副本を市長に提出しなけ

ればならない。 

  

 （工事取止届）  （工事取止届） 

第１３条 法第１８条第１項の規定による許可を受

けた建築物の工事を取りやめようとする者は、工

事取止届（様式第７号）に省令第１８条第２項の

第１３条 法第１８条第１項の規定による許可を受

けた建築物の工事を取りやめようとする者は、工

事取止届（様式第７号）の正本及び副本に省令第



 

 

許可通知書を添えて市長に届け出なければならな

い。 

１８条第２項の許可通知書を添えて市長に届け出

なければならない。 

  

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

認定しない旨の通知書 

 ［略］ 

さいたま市長       

 ［略］ 

認定しない旨の通知書 

 ［略］ 

さいたま市長      印 

 ［略］ 

  

様式第５号（その１）（第１０条関係） 様式第５号（その１）（第１０条関係） 

認定を取り消す旨の通知書 

 ［略］ 

       さいたま市長       

 ［略］ 

認定を取り消す旨の通知書 

 ［略］ 

さいたま市長      印 

 ［略］ 

  

様式第５号（その２）（第１０条関係） 様式第５号（その２）（第１０条関係） 

認定を取り消す旨の通知書 

 ［略］ 

       さいたま市長       

 ［略］ 

認定を取り消す旨の通知書 
 ［略］ 

さいたま市長      印 

 ［略］ 

  

様式第６号（第１２条関係） 様式第６号（第１２条関係） 

許可申請取下届 

 ［略］ 

備考 申請者が法人である場合には、代表者の氏名

を併せて記載してください。 

    

許可申請取下届 

 ［略］ 

備考 １．申請者が法人である場合には、代表者の

氏名を併せて記載してください。 

   ２．２部提出のこと。 

  

様式第７号（第１３条関係） 様式第７号（第１３条関係） 

工事取止届 

 ［略］ 

備考 １ ［略］ 

 

   ２ ［略］ 

工事取止届 

 ［略］ 

備考 １ ［略］ 

   ２．２部提出のこと。 

   ３ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第４７号 

さいたま市児童相談所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 さいたま市児童相談所長事務委任規則（平成１５年さいたま市規則第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （委任事務）  （委任事務） 

第２条 児童相談所長に委任する事務は、次のとお 

りとする。 

第２条 児童相談所長に委任する事務は、次のとお 

りとする。 

 ⑴～⑼ ［略］ ⑴～⑼ ［略］ 

 ⑽ 法第２８条第１項から第３項までの規定によ 

る措置に関すること。 

 

 ⑽ 法第２８条第１項、第２項ただし書及び第４ 

項に規定する児童虐待等の場合（法第３１条第 

４項の規定により読み替えて適用する場合を含 

む。）における措置に関すること。 

⑾～⒃  ［略］ ⑾～⒃ ［略］ 

⒄ 法第３３条の６第１項から第４項までの規定 

による児童自立生活援助に関すること。 

⒄ 法第３３条の６第１項の規定による日常生活 

上の援助等の実施及び実施の委託並びにその他 

の適切な援助に関すること。 

⒅・⒆ ［略］ ⒅・⒆ ［略］ 

 (20) 法第５６条第３項の規定による報告又は書類 

の閲覧若しくは資料の提供の求めに関すること。

  

  

(21) ［略］ (20) ［略］ 

(22) ［略］ (21) ［略］ 

 (23) ［略］ (22) ［略］ 

(24) ［略］ (23) ［略］ 

(25) ［略］ (24) ［略］ 

(26) ［略］ (25) ［略］ 

(27) ［略］ (26) ［略］ 

(28) 児童虐待防止法第９条の３第１項から第５項 

まで（第４項を除く。）の規定による臨検、捜 

索等に関すること。 

 (27)  児童虐待防止法第９条の３第１項及び第２項 

の規定による児童の福祉に関する事務に従事す 

る職員の臨検、捜索等に関すること。 

  (28) 児童虐待防止法第９条の３第３項の規定によ

る許可状の請求に関すること。 

 (29)・(30) ［略］ (29)・(30) ［略］ 

(31) 児童虐待防止法第１３条の規定による施設入 

所等の措置の解除、解除に係る助言及び委託に 

 



 

 

関すること。 

 (32) 児童虐待防止法第１３条の２の規定による施

設入所等の措置の解除時等の安全確認等に関す

ること。 

 

(33) 児童虐待防止法第１３条の５の規定による審 

議会への報告に関すること。 

 

  

  附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第４８号 

   さいたま市職員互助会条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員互助会条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当   

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

第３章 事業（第１４条―第２８条） 

第４章 会計（第２９条―第３１条） 

第５章 補則（第３２条） 

附則 

目次 

第１章・第２章 ［略］ 

第３章 事業（第１４条―第２９条） 

第４章 会計（第３０条―第３２条） 

第５章 補則（第３３条） 

附則 

  

（掛金） 

第５条 会員は、掛金として、次の各号に掲げる会

員の区分に応じ、当該各号に定める額（以下「給

料の月額等」という。）の１，０００分の５（１ 

 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 ）を、毎月納入しなければならない。この場合に

おいて、給料の月額等が、４９６，０００円を超

えるとき又はさいたま市技能職員の給与に関する

規則（平成１３年さいたま市規則第４０号）別表

第１に定める技能職給料表職務の級１級５号給の

給料月額に満たないときは、それぞれ当該額をも

って給料の月額等とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 前３号に掲げる会員以外の会員 給料の月額

（さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（平成２１年さいたま市

条例第３５号）第７条及び第８条の規定により

算出された額並びにさいたま市特別職の職員で

常勤のものの給与に関する条例（平成１３年さ

いたま市条例第４０号）第３条、さいたま市職

員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第４２号）第２条、さいたま市技能職員の

給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第４３号）第４条第１項、さい

たま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

（掛金） 

第５条 会員は、掛金として、次の各号に掲げる会

員の区分に応じ、当該各号に定める額（以下「給

料の月額等」という。）の１，０００分の５（１ 

 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 ）を、毎月納入しなければならない。この場合に

おいて、給料の月額等が、４９６，０００円を超

えるとき又はさいたま市技能職員の給与に関する

規則（平成１３年さいたま市規則第４０号）別表

第１に定める技能職給料表職務の級１級５号給の

給料月額に満たないときは、それぞれ当該額をも

って給料の月額等とする。 

⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 前３号に掲げる会員以外の会員 給料の月額

（さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例（平成２１年さいたま市

条例第３５号）第７条及び第８条の規定により

算出された額並びにさいたま市特別職の職員で

常勤のものの給与に関する条例（平成１３年さ

いたま市条例第４０号）第３条（さいたま市市

長等の給与の特例に関する条例（令和５年さい

たま市条例第４５号）の規定の適用を受ける場

合は、その適用を受けたもの）、さいたま市職

員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第４２号）第２条、さいたま市技能職員の



 

 

関する条例第２条第１項（さいたま市技能職員

の給与に関する規則第７条第１項及びさいたま

市水道局企業職員の給与に関する規程第２８条

第１項の規定によりその例によることとされる

場合を含む。）及びさいたま市水道局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３

年さいたま市条例第２７７号）第２条第２項の

給料の月額をいう。） 

 

 

 

２～６ ［略］ 

 

給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第４３号）第４条第１項、さい

たま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例第２条第１項（さいたま市技能職員

の給与に関する規則第７条第１項及びさいたま

市水道局企業職員の給与に関する規程第２８条

第１項の規定によりその例によることとされる

場合を含む。）及びさいたま市水道局企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３

年さいたま市条例第２７７号）第２条第２項の

給料の月額をいう。） 

２～６ ［略］ 

（給付の種類） 

第１５条 前条に規定する給付事業の種類は、次に

掲げるとおりとする。 

 ⑴～⑺ ［略］ 

 

 ⑻ ［略］ 

⑼ ［略］ 

（給付の種類） 

第１５条 前条に規定する給付事業の種類は、次に

掲げるとおりとする。 

 ⑴～⑺ ［略］ 

 ⑻ 宿泊施設等利用給付金 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ ［略］ 

 

（葬祭料） 

第２３条 会員の親族（配偶者等及びその親族を含

む。）が死亡した場合は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める葬祭料を給付する。  

 ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 会員又は配偶者等の父母（養父母があるとき

は養父母に限る。） ３０，０００円 

 ⑷ ［略］ 

 

（葬祭料） 

第２３条 会員の親族（配偶者等及びその親族を含

む。）が死亡した場合は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める葬祭料を給付する。  

 ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 会員又は配偶者等の父母（養父母があるとき

は養父母に限る。） ４５，０００円 

⑷ ［略］ 

（弔慰金） 

第２４条 会員であった者が在職中に死亡したとき

は、弔慰金として３０万円を給付する。 

 

（弔慰金） 

第２４条 会員であった者が在職中に死亡したとき

は、弔慰金として５０万円を給付する。 

 （宿泊施設等利用給付金） 

第２７条 会員が宿泊施設（理事長が別に定める宿

泊を伴わない施設を含む。）を利用したときは、

各事業年度につき、会員１人当たり１万円を限度

とし、宿泊施設利用給付金を給付する。 

 

（ワーク・ライフ・バランス支援給付金） 

第２７条 会員がレクリエーション、自己啓発活動、

 宿泊施設（理事長が別に定める宿泊を伴わない施

設を含む。）の利用その他のワーク・ライフ・バ

ランスの実現に資する活動を行ったときは、各事

業年度につき、会員１人当たり１３，０００円を

限度とし、ワーク・ライフ・バランス支援給付金

を給付する。 

 

（ワーク・ライフ・バランス支援給付金） 

第２８条 会員がレクリエーション、自己啓発活動

その他のワーク・ライフ・バランスの実現に資す

る活動を行ったときは、各事業年度につき、会員

１人当たり８，０００円を限度とし、ワーク・ラ

イフ・バランス支援給付金を給付する。 

 

第２８条 ［略］  第２９条 ［略］  



 

 

 

第２９条 ［略］  

 

第３０条 ［略］  

 

第３０条 ［略］  

 

第３１条 ［略］  

 

第３１条 ［略］  

 

第３２条 ［略］  

 

第３２条 ［略］  

 

第３３条 ［略］  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後のレクリエーション、自己啓発

活動、宿泊施設（理事長が別に定める宿泊を伴わない施設を含む。）の利用その他

のワーク・ライフ・バランスの実現に資する活動（以下「レクリエーション等」と

いう。）に係る給付について適用し、同日前のレクリエーション等に係る給付につ

いては、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則第２３条及び第２４条の規定は、この規則の施行の日以後の死亡に

係る給付について適用し、同日前の死亡に係る給付については、なお従前の例によ

る。 



 

 

さいたま市規則第４９号 

   さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則 

 さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和元年

さいたま市規則第５５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を  

 当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（期末手当又は勤勉手当の支給制限） （期末手当又は勤勉手当の支給制限） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、

第１８条第１項及び第１９条第１項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当又は勤

勉手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給

を一時差し止めた期末手当又は勤勉手当）は、支

給しない。 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、

第１８条第１項及び第１９条第１項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当又は勤

勉手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給

を一時差し止めた期末手当又は勤勉手当）は、支

給しない。 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日

に対応する支給日の前日までの間に離職した職

員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑

以上の刑に処せられたもの 

 ⑶ 基準日前１月以内又は基準日から当該基準日

に対応する支給日の前日までの間に離職した職

員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職

した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以

上の刑に処せられたもの 

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当又は勤勉手

当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、その者

の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたもの 

 ⑷ 次条第１項の規定により期末手当又は勤勉手

当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当

該処分を取り消された者を除く。）で、その者

の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたもの 

  

第２３条 任命権者は、支給日に期末手当又は勤勉

手当を支給することとされていた会計年度任用職

員で当該支給日の前日までに離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合には、給与条例の

適用を受ける常勤職員の例により、当該期末手当

又は勤勉手当の支給を一時差し止めることができ

る。 

第２３条 任命権者は、支給日に期末手当又は勤勉

手当を支給することとされていた会計年度任用職

員で当該支給日の前日までに離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合には、給与条例の

適用を受ける常勤職員の例により、当該期末手当

又は勤勉手当の支給を一時差し止めることができ

る。 

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、

  その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関

して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

 ⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、

  その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関

して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ 



 

 

いて拘禁刑以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。

）をされ、その判決が確定していない場合 

  いて禁錮以上の刑が定められているものに限り、

  刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６

編に規定する略式手続によるものを除く。）を

され、その判決が確定していない場合 

⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪に

つき起訴をされた者は、この規則による改正後のさいたま市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例施行規則第２３条第１号の規定の適用については、拘

禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 



 

 

さいたま市規則第５０号 

   さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成１３年さいたま市規則

第４８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種

類 
業務内容 対象者 

基

準 

支

給

額 

備

考 

 ［略］ 

清

掃

業

務

手

当 

［略］  ［略］ 

廃棄物処理施設

の業務 

クリーンセ 

ンター大崎、

西部環境セ

ンター及び

環境施設管

理課の職員 

 

 

 ［略］ 

［略］ 

備考 ［略］ 

種

類 
業務内容 対象者 

基

準 

支

給

額 

備

考 

 ［略］ 

清

掃

業

務

手

当 

［略］  ［略］ 

廃棄物処理施設

の業務 

クリーンセ 

ンター大崎、

東部環境セ

ンター、西

部環境セン

ター及び環

境施設管理

課の職員 

 ［略］ 

［略］ 

 備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第５１号 

   失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

 失業者の退職手当支給規則（平成２６年さいたま市規則第１３８号）の一部を次の 

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（条例第１６条第４項の規則で定める事業） （条例第１６条第４項の規則で定める事業） 

第９条の２ 条例第１６条第４項の規則で定める事 

 業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

第９条の２ 条例第１６条第４項の規則で定める事 

業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ その事業について当該事業を実施する受給資

格者が第２２条第１項に規定する再就職手当の

支給を受けたもの 

 ⑵ その事業について当該事業を実施する受給資

格者が第２２条第１項に規定する就業手当又は

再就職手当の支給を受けたもの 

⑶ ［略］  ⑶ ［略］ 

  

 （就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続 

 ） 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続 

） 

第２２条 受給資格者又は条例第１６条第１５項に

規定する者は、同条第１１項第４号から第６号ま

での規定による退職手当の支給を受けようとする

ときは、同項第４号の規定による退職手当のうち

雇用保険法第５６条の３第１項第１号に該当する

者に係る就業促進手当（雇用保険法施行規則（昭

和５０年労働省令第３号）第８３条の４に規定す

る就業促進定着手当（以下「就業促進定着手当」

という。）を除く。以下「再就職手当」という。

）に相当する退職手当にあっては再就職手当に相

当する退職手当支給申請書（様式第１８号）に、

同号に該当する者に係る就業促進手当（就業促進

定着手当に限る。）に相当する退職手当にあって

は就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請

書（様式第１９号）に、同項第２号に該当する者

に係る就業促進手当（以下「常用就職支度手当」

という。）に相当する退職手当にあっては常用就

職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式

第２０号）に、条例第１６条第１１項第５号の規

定による退職手当にあっては移転費に相当する退

第２２条 受給資格者又は条例第１６条第１５項に

規定する者は、同条第１１項第４号から第６号ま

での規定による退職手当の支給を受けようとする

ときは、同項第４号の規定による退職手当のうち

雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当す

る者に係る就業促進手当（以下「就業手当」とい

う。）に相当する退職手当にあっては就業手当に 

 相当する退職手当支給申請書（様式第１８号）に、

 同号ロに該当する者に係る就業促進手当（雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第８

３条の４に規定する就業促進定着手当（以下「就

業促進定着手当」という。）を除く。以下「再就

職手当」という。）に相当する退職手当にあって

は再就職手当に相当する退職手当支給申請書（様

式第１９号）に、同号ロに該当する者に係る就業

促進手当（就業促進定着手当に限る。）に相当す

る退職手当にあっては就業促進定着手当に相当す

る退職手当支給申請書（様式第２０号）に、同項

第２号に該当する者に係る就業促進手当（以下「

常用就職支度手当」という。）に相当する退職手



 

 

職手当支給申請書（様式第２１号）に、同項第６

号の規定による退職手当のうち雇用保険法第５９

条第１項第１号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職

活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手

当支給申請書（様式第２２号）に、同項第２号に

該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相

当する退職手当にあっては求職活動支援費（短期

訓練受講費）に相当する退職手当支給申請書（様

式第２３号）に、同項第３号に該当する行為をす

る者に係る求職活動支援費に相当する退職手当に

あっては求職活動支援費（求職活動関係役務利用

費）に相当する退職手当支給申請書（様式第２４

号）にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又

は特例受給資格証を添えてもとの任命権者に提出

しなければならない。ただし、受給資格証、高年

齢受給資格証又は特例受給資格証を提出すること 

 ができないことについて正当な理由があるときは、

これを添えないことができる。 

当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手

当支給申請書（様式第２１号）に、条例第１６条

第１１項第５号の規定による退職手当にあっては

移転費に相当する退職手当支給申請書（様式第２

２号）に、同項第６号の規定による退職手当のう

ち雇用保険法第５９条第１項第１号に該当する行

為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職

手当にあっては求職活動支援費（広域求職活動費

）に相当する退職手当支給申請書（様式第２３号

）に、同項第２号に該当する行為をする者に係る

求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求

職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職

手当支給申請書（様式第２４号）に、同項第３号

に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に

相当する退職手当にあっては求職活動支援費（求

職活動関係役務利用費）に相当する退職手当支給

申請書（様式第２５号）にそれぞれ受給資格証、

高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えても 

 との任命権者に提出しなければならない。ただし、

 受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格

証を提出することができないことについて正当な 

 理由があるときは、これを添えないことができる。

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

様式第１８号を削る。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１８号（第２２条関係） 様式第１９号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第１９号（第２２条関係） 様式第２０号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２０号（第２２条関係） 様式第２１号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２１号（第２２条関係） 様式第２２号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  



 

 

様式第２２号（第２２条関係） 様式第２３号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２３号（第２２条関係） 様式第２４号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

様式第２４号（第２２条関係） 様式第２５号（第２２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第５２号 

   さいたま市職員の退職手当の支給制限等に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の退職手当の支給制限等に関する規則（平成２２年さいたま市規則

第４４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第２号（その１）（裏）（第３条関係） 様式第２号（その１）（裏）（第３条関係） 

［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった起訴に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（拘禁刑以上

の刑に処せられた場合及び前号に掲げる

場合を除く。） 

 ⑶ ［略］ 
 

 ［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった起訴に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（禁錮
こ

以上の

刑に処せられた場合及び前号に掲げる場

合を除く。） 

 ⑶ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

様式第２号（その２）（裏）（第３条関係） 様式第２号（その２）（裏）（第３条関係） 

［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。ただ

し、第３号に該当する場合において、この処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し現に逮捕されている

ときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではありません。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった行為に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（拘禁刑以上 

［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。ただ

し、第３号に該当する場合において、この処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し現に逮捕されている

ときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではありません。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった行為に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（禁錮
こ

以上の 



 

 

  の刑に処せられた場合及び前号に掲げる

場合を除く。）又は公訴を提起しない処

分があった場合であって、さいたま市教

職員退職手当条例第２８条第１項の規定

による処分を受けることなく、その判決

が確定した日又はその公訴を提起しない

処分があった日の翌日から起算して６箇

月を経過した場合 

 ⑶・⑷ ［略］ 
 

  刑に処せられた場合及び前号に掲げる場

合を除く。）又は公訴を提起しない処分

があった場合であって、さいたま市教職

員退職手当条例第２８条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、その判決が

確定した日又はその公訴を提起しない処

分があった日の翌日から起算して６箇月

を経過した場合 

 ⑶・⑷ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

様式第２号（その３）（裏）（第３条関係） 様式第２号（その３）（裏）（第３条関係） 

［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。ただ

し、第３号に該当する場合において、この処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し現に逮捕されている

ときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではありません。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった行為に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（拘禁刑以上 

  の刑に処せられた場合及び前号に掲げる

場合を除く。）又は公訴を提起しない処

分があった場合であって、さいたま市教

職員退職手当条例第２８条第１項の規定

による処分を受けることなく、その判決

が確定した日又はその公訴を提起しない

処分があった日の翌日から起算して６箇

月を経過した場合 

 ⑶・⑷ ［略］ 
 

 ［略］ 

（支払差止処分の取消し） 

 この処分は、次の各号のいずれかに該当す

る場合には取り消され、差し止められている

一般の退職手当等の額が支払われます。ただ

し、第３号に該当する場合において、この処

分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し現に逮捕されている

ときその他これを取り消すことが支払差止処

分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りではありません。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ この処分を受けた者について、この処

分の理由となった行為に係る刑事事件に 

  つき、判決が確定した場合（禁錮
こ

以上の 

  刑に処せられた場合及び前号に掲げる場

合を除く。）又は公訴を提起しない処分

があった場合であって、さいたま市教職

員退職手当条例第２８条第１項の規定に

よる処分を受けることなく、その判決が

確定した日又はその公訴を提起しない処

分があった日の翌日から起算して６箇月

を経過した場合 

 ⑶・⑷ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

 

 



 

 

さいたま市規則第５３号 

さいたま市予算規則の一部を改正する規則 

さいたま市予算規則（平成１３年さいたま市規則第６０号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第１６条関係） 

費目等 様式の区分 

 ［略］  

委託料 △ 

法令に基づく施設入所委託料、

診療報酬審査支払委託料、妊産

婦健康診査委託料、介護認定調

査委託料、介護報酬審査支払委

託料及び予防接種委託料 ◎ 

 ［略］  

 備考 ［略］ 

別表第１（第１６条関係） 

費目等 様式の区分 

 ［略］  

委託料 △ 

法令に基づく施設入所委託料、

診療報酬審査支払委託料、妊産

婦健康診査委託料、介護認定調

査委託料、介護報酬審査支払委

託料、予防接種に係る委託料及

び風しんの追加的対策に係る風

しん抗体検査等委託料 ◎ 

 ［略］  

 備考 ［略］ 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第５４号 

さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（平成１３年さいたま市規則

第７７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

診 断 書 診 断 書 

 ［略］ 

上記のとおり診断します。 

郵便番号  電話番号     

                    

 年 月 日 医療機関の所在地 

            名 称 

            診療担当者   

            氏   名   
 

 ［略］ 

上記のとおり診断します。 

郵便番号  電話番号    局 

                   番 

 年 月 日 医療機関の所在地 

            名 称 

            診療担当者   

            氏   名  ㊞ 
 

  

様式第２号を次のように改める。 

  



様式第２号（第７条関係） 

災 害 援 護 資 金 借 入 申 込 書 

年  月  日   

 (宛先)さいたま市長 

借入申込者            

連帯保証人            

次のとおり、災害援護資金を借り入れたく申し込みます。 

受 付 日   受付番号   受 付 者   貸 付 番 号   

被 災 日 時 年  月  日  時 災 害 名   

被害の種類 
１世帯主の負傷 ２住居の全壊 

３住居の半壊  ４家財の損害 
被 害 場 所 

  

返 す 方 法 
１ 年 賦  ２ 半年賦 

３ 月 賦 

い つ ま で に

返せますか 
年  月( 回) 

借

入

申

込

者

に

つ

い

て 

フリガナ   個人番号  

氏 名   男 女 年 月 日生( 歳) 

フリガナ   郵便番号 電話番号 

現 住 所 (  方)    

職 業 
  勤務 先の名

称と 所在地 

  

世
帯
の
状
況
と
収
入 

氏 名 
世 帯 主 と

の 続 柄 
年齢 健否 職 業 

収 入 

(月収) 

勤 務 先 ・

学 校 名 

          円   

              

              

              

              

              

              

              

収入合計 円 支出合計 円 

資
産
の
状
況 

土 地 
⑴住宅  m2 ⑵田畑  m2 

⑶山林  m2 

住 居 の

状 況 

⑴自家  ⑵借家 

⑶借間  ⑷同居 

建 物 
⑴自宅  m2 ⑵その他 m2 

生活保護 
  年 月 日から受給 

(生住教医) 

負 債  (内容)                (金額)       円 

連

帯

保

証

人 

氏 名   
男・女 年 月 日生( 歳) 

現住所   

職 業 
  

月収 円 
申込者と

の 関 係 

  
家族数 人 

資

産 

土 地 
⑴宅地  m2 ⑵田畑  m2 

⑶山林  m2 
勤
務
先 

名 称 
  

建 物 ⑴自宅 m2  ⑵その他 m2 所在地 電話     

この災害の前１年以内に被災したことの有無及びその状況 
(状況) 

 (有・無) 

この災害により世帯主が死亡又は重度障害者となった事実の有

無 
 (有・無) 



資
金
の
使
途 

資金の使い方総額      円 資金の内訳       合計    円 

      に       円 

      に       円 

      に       円 

      に       円 

      に       円 

災害援護資金で           円 

手 持 資 金 で           円 

その他( )で            円 

被

害

の

状

況 

被災時の具体的状況 
  

負傷 全治  箇月 

住 居 の 被 害  ⑴全壊         ⑵半壊 

家

財

の

被

害 

品 名 

現在購入

に要する

費用 

被害 額 品 名 

現在購入

に要する

費用 

被 害 額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

    合 計   

 



 

 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１３号（第１６条関係） 様式第１３号（第１６条関係） 

災害援護資金償還免除申請書 災害援護資金償還免除申請書 

 ［略］  ［略］ 

 [略] 

借受

人又

はそ

の相

続人 

フリガナ  個人番号  

氏  名  
男・女 

  年  

月  日生 

 [略] 

保証

人 

フリガナ  個人番号  

氏  名  
男・女 

  年  

月  日生 

 ［略］ 
 

 [略] 

借受

人又

はそ

の相

続人 

フリガナ  

男・女 

  年  

月  日生 

 
氏  名  

 [略] 

保証

人 

フリガナ  

男・女 

  年  

月  日生 

 
氏  名  

 [略] 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市災害弔慰金の支給等

に関する条例施行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適

宜修正の上使用することができる。 



 

 

さいたま市規則第５５号 

   さいたま市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市老人福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１２６号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係） 

 ⑴ 養護老人ホーム被措置者又は養護委託による

被措置者費用徴収基準 

 ⑴ 養護老人ホーム被措置者又は養護委託による

被措置者費用徴収基準 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  備考 ［略］   備考 ［略］ 

 ⑵ 扶養義務者費用徴収基準  ⑵ 扶養義務者費用徴収基準 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  備考    備考  

   １・２ ［略］    １・２ ［略］ 

   ３ 「所得税の額」とは、所得税法（昭和４

０年法律第３３号）、租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）及び災害被害者に

対する租税の減免、徴収猶予等に関する法

律（昭和２２年法律第１７５号）の規定に 

    より計算された所得税の額をいう。ただし、

    所得税額を計算する場合には、次の規定は

適用しないものとする。 

   ３ 「所得税の額」とは、所得税法（昭和４

０年法律第３３号）、租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）及び災害被害者に

対する租税の減免、徴収猶予等に関する法

律（昭和２２年法律第１７５号）の規定に 

    より計算された所得税の額をいう。ただし、

    所得税額を計算する場合には、次の規定は

適用しないものとする。 

    ⑴・⑵ ［略］     ⑴・⑵ ［略］ 

     

 

 

 

    ⑶ 東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律（平成２

３年法律第２９号）第１３条第１項及び

第１３条の２第１項から第６項まで 

   ４～６ ［略］    ４～６ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第５６号 

   さいたま市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市心身障害者扶養共済制度条例施行規則（平成１５年さいたま市規則第１

１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

 該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第２８号（第１２条関係） 様式第２８号（第１２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

年金支給停止事由発生・消滅届 年金支給停止事由発生・消滅届 

［略］ 

支給停

止事由

発生の

内容 

１ ［略］ 

２ 心身障害者が拘禁刑に処せられ、

 刑の執行を受けている。 

３ ［略］ 

支給停

止事由

消滅の

内容 

１ ［略］ 

２ 心身障害者が拘禁刑の執行を解

かれた。 

３ ［略］ 

［略］ 
 

［略］ 

支給停

止事由

発生の

内容 

１ ［略］ 

２ 心身障害者が懲役・禁錮の刑に 

 処せられ、刑の執行を受けている。

３ ［略］  

支給停

止事由

消滅の

内容 

１ ［略］ 

２ 心身障害者が懲役・禁錮の刑の

執行を解かれた。 

３ ［略］ 

［略］ 
 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 
 



 

 

さいたま市規則第５７号 

   さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例施行規則の一部を改

正する規則 

 さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例施行規則（平成１３年さ

いたま市規則第１１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

使用料等

の名称 

減額又は免除の区分及びその内容 

区分 内容 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

さいたま

市健康福

祉センタ

ー西楽園

の使用料

等 

 ［略］ 

さいたま

市健康福

祉センタ

ー東楽園

の使用料

等 

減額 左記使用料

等の額の２

分の１に相

当する額 

 ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 
 

使用料等

の名称 

減額又は免除の区分及びその内容 

区分 内容 

 ［略］ 

さいたま

市老人福

祉センタ

ー東楽園

の使用料

等 

免除  

 ［略］ 

さいたま

市健康福

祉センタ

ー西楽園

の使用料

等 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

さいたま

市営桜木

駐車場の

使用料等 

減額 左記使用料

等の額の２

分の１に相

当する額 

 ［略］ 
 



 

 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第５８号 

   さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市児童福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１０６号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （一時保護児童の所持物の売却の方法）  （一時保護児童の所持物の売却の方法） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２ 前項の規定による公告は、競売に付する物の名

称、種類、数量及び形状、担当職員の氏名、競売

の場所及び日時その他必要な事項を記載して、１

４日間さいたま市公告式条例（平成１３年さいた

ま市条例第４号）第２条第２項に規定する市のホ

ームページに設置した掲示場への掲示の方法によ

り掲示するものとする。ただし、特別の事由があ

るときは、１４日間さいたま市役所掲示場に掲示

することにより行うことができるものとする。 

２ 前項の規定による公告は、競売に付する物の名

称、種類、数量及び形状、担当職員の氏名、競売

の場所及び日時その他必要な事項を記載して、７

日間当該児童相談所又は最寄りの掲示場に掲示し

て行うものとする。 

  

 （一時保護児童の所持物の返還の公告）  （一時保護児童の所持物の返還の公告） 

第１８条 法第３３条の２の２第４項の規定による

公告は、物の名称、種類、数量及び形状、児童が

その物を所持するに至った経緯その他必要な事項

を記載して、１４日間さいたま市公告式条例第２

条第２項に規定する市のホームページに設置した 

 掲示場への掲示の方法により掲示するものとする。

 ただし、特別の事由があるときは、１４日間さい

たま市役所掲示場に掲示することにより行うこと

ができるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、貴重と認められる物

については、さいたま市報に掲載して公告するも

のとする。 

第１８条 法第３３条の２第４項の規定による公告

は、物の名称、種類、数量及び形状、児童がその

物を所持するに至った経緯その他必要な事項を記

載して、１４日間当該児童相談所又は最寄りの掲

示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と

認められる物については、さいたま市報に掲載し

て行うものとする。 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

さいたま市規則第５９号 

   さいたま市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市放課後児童クラブ条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２１号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

階層区分 指導料 

（月額） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。）、中

国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）による

支援給付受給世帯及び保護者

が里親等である世帯 

［略］ 

 ［略］ 

備考 
  １・２ ［略］ 

  ３ この表において「里親等」とは、児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３

第８項に規定する小規模住居型児童養育事業

を行う者及び同法第６条の４に規定する里親

をいう。 

階層区分 指導料 

（月額） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による被保護世

帯（単給世帯を含む。）及び

中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第３０号）によ

る支援給付受給世帯 

［略］ 

［略］ 

 備考 
  １・２ ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

さいたま市規則第６０号 

   さいたま市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険税条例施行規則（平成１４年さいたま市規則第５４号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 

 （東日本大震災に係る国民健康保険税の減免の特

例） 

 （東日本大震災に係る国民健康保険税の減免の特

例） 

４ 市長は、条例第２４条第１項第１号の規定によ

り東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号

）第２条第１項に規定する東日本大震災が生じた

日に特定被災区域（同条第３項に規定する特定被

災区域をいう。）に住所を有していた納税義務者

（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第

１５６号）第１５条第３項の規定による避難のた

めの立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理

大臣の指示の対象となった区域若しくは同法第２

０条第２項の規定により原子力災害対策本部長が

市町村長若しくは都道府県知事に対して行った住

民の避難に関する指示の対象となった区域である

ため避難を行った世帯又は特定避難勧奨地点（原

子力災害対策特別措置法第１７条第１２項の規定

により設置された原子力災害現地対策本部長が、

事故発生後１年間の積算線量が２０ミリシーベル

トを超えると推定されるとして特定した地点をい

う。以下同じ。）に居住しているため避難を行っ

た世帯に属する納税義務者に限る。）に係る国民

健康保険税を減免するときは、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、同表中欄に掲げる国民健康保険

税について、同表右欄に定める割合によるものと

する。この場合において、計算した額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り上げた額を

減額する額とする。 

４ 市長は、条例第２４条第１項第１号の規定によ

り東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律（平成２３年法律第４０号

）第２条第１項に規定する東日本大震災が生じた

日に特定被災区域（同条第３項に規定する特定被

災区域をいう。）に住所を有していた納税義務者

（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第

１５６号）第１５条第３項の規定による避難のた

めの立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理

大臣の指示の対象となった区域若しくは同法第２

０条第２項の規定により原子力災害対策本部長が

市町村長若しくは都道府県知事に対して行った住

民の避難に関する指示の対象となった区域である

ため避難を行った世帯又は特定避難勧奨地点（原

子力災害対策特別措置法第１７条第１２項の規定

により設置された原子力災害現地対策本部長が、

事故発生後１年間の積算線量が２０ミリシーベル

トを超えると推定されるとして特定した地点をい

う。以下同じ。）に居住しているため避難を行っ

た世帯に属する納税義務者に限る。）に係る国民

健康保険税を減免するときは、次の表の左欄に掲

げる区分に応じ、同表中欄に掲げる国民健康保険

税について、同表右欄に定める割合によるものと

する。この場合において、計算した額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り上げた額を

減額する額とする。 



 

納税義務者の区分 
減免の対象

となる国民

健康保険税 

減免の割

合 

１ 次項に掲げる者

以外の者 
 

 ［略］  ［略］ 

２ 平成２８年度及

び平成２９年４月

１日に指定を解除

された居住制限区

域及び避難指示解

除準備区域に居住

しているため避難

を行った世帯、平

成３１年４月１０

日及び令和２年３

月に指定を解除さ 
 れた居住制限区域、

 避難指示解除準備

区域及び帰還困難

区域に居住してい

るため避難を行っ

た世帯並びに令和

４年度及び令和５

年度に指定を解除

された特定復興再

生拠点区域に居住

しているため避難

を行った世帯に属

する者であって、

当該世帯に属する

国民健康保険の被

保険者に係る前年

の国民健康保険法

施行令（昭和３３

年政令第３６２号

）第２９条の３第

２項に規定する基

準所得額を合算し

た額（以下「前年

基準所得合算額」

という。）が６０

０万円以下のもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ［略］  ［略］ 

納税義務者の区分 
減免の対象

となる国民

健康保険税 

減免の割

合 

１ 次項及び第３項

に掲げる者以外の

者 

 ［略］  ［略］ 

２ 平成２６年度に

指定を解除された

避難指示解除準備

区域及び特定避難

勧奨地点に居住し

ているため避難を

行った世帯、平成

２７年度に指定を

解除された避難指

示解除準備区域に

居住しているため 
 避難を行った世帯、

 平成２８年度及び

平成２９年４月１

日に指定を解除さ

れた居住制限区域

及び避難指示解除

準備区域に居住し

ているため避難を

行った世帯、平成

３１年４月１０日

及び令和２年３月

に指定を解除され

た居住制限区域、

避難指示解除準備

区域及び帰還困難

区域に居住してい

るため避難を行っ

た世帯並びに令和

４年度及び令和５

年度に指定を解除

された特定復興再

生拠点区域に居住

しているため避難

を行った世帯に属

する者であって、

当該世帯に属する

国民健康保険の被

保険者に係る前年

の国民健康保険法

施行令（昭和３３

年政令第３６２号

）第２９条の３第

２項に規定する基

準所得額を合算し

た額（以下「前年

 ［略］  ［略］ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

基準所得合算額」

という。）が６０

０万円以下のもの 
３ 令和５年４月２

日以降令和５年度

に指定を解除され

た特定復興再生拠

点区域に居住して

いるため避難を行

った世帯に属する

者であって、当該

世帯に属する国民

健康保険の被保険

者に係る前年基準

所得合算額が６０

０万円を超えるも

の 

令和７年３

月３１日ま

でに納期限

が到来する 
もののうち、

令和６年４

月分から９

月分までに

相当する月

割算定額 

所得割額

及び均等

割額の合

計額の１

００分の

１００ 

 

５ ［略］ ５ ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第６１号 

   さいたま市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（平成２４年さいたま市規則

第１１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（公表） （公表） 

第３条 条例第７条第１項（同条第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）の規定に

よる公表は、次に掲げるいずれかの方法により行

うものとする。 

第３条 条例第７条第１項（同条第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）の規定に

よる公表は、次に掲げる方法により行うものとす

る。 

 ⑴ さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま

市条例第３号）第２条第２項の例により掲示す

る方法 

 ⑴ さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま

市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場

に掲示する方法 

  ⑵ インターネットを利用する方法 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る方法 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める方法 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第６２号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第２条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、

課、室、係、科及びセンターを置く。 

第２条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、

課、室、係、科及びセンターを置く。 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

 ⑵ 診療部  ⑵ 診療部 

内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

循環器内科 膠
こう

原病内科 血液内科 小児科 

一般・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 

整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児 

外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 

眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診 

断科 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救 

急科 精神科 緩和ケア科 感染症科 周産期 

母子医療センター 救命救急センター 腫瘍セ 

ンター スポーツ医学総合センター 薬剤科  

中央放射線科 リハビリテーション科 中央検 

査科 臨床工学科 栄養科 

内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

循環器内科 膠
こう

原病内科 小児科 一般・血 

管外科 消化器外科 呼吸器外科 整形外科  

脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 

形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻 

咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 放射線 

治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 精神科 

緩和ケア科 感染症科 周産期母子医療セン 

ター 救命救急センター 腫瘍センター スポ 
ーツ医学総合センター 薬剤科 中央放射線科 

リハビリテーション科 中央検査科 臨床工 

学科 栄養科 

⑶・⑷ ［略］ ⑶・⑷ ［略］ 

  

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 病院の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 病院の分掌事務は、次のとおりとする。 

［略］ ［略］ 

診療部 

 内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

 循環器内科 膠原病内科 血液内科 小児科 

 一般・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 整 

形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 

 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼 

科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 

 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 

 精神科 緩和ケア科 感染症科 

診療部 

 内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 

 循環器内科 膠原病内科 小児科 一般・血管 

外科 消化器外科 呼吸器外科 整形外科 脳 

神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科  

形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽 

喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 放射線治 

療科 麻酔科 集中治療科 救急科 精神科  

緩和ケア科 感染症科 



 

 

⑴～⑸ ［略］ 

［略］ 

⑴～⑸ ［略］ 

［略］ 

 

（職員） 

第５条 ［略］ 

２～１６ ［略］ 

１７ 看護部に副看護部長、副看護師長、調整幹、 

専門幹、参与、主幹、臨床指導員又は主査を置く 

ことができる。 

１８～２３ ［略］ 

 

別表第２（第１３条関係） 

［略］ 

予防

接種

料 

［略］ 

帯状疱疹ワクチン ［略］ 

ＲＳウイルスワクチン ５，０００円 

新型コロナウイルスワク

チン 

５，０００円 

［略］ 

備考 ［略］ 

 

別表第３（第１４条関係） 

診断書 ［略］ 

自動車損害賠償責任

保険診断書 

１通につき ５，

０００円 

［略］ 

証明書 

 

［略］ 

自動車損害賠償責任

保険診療証明書 

１通につき ５，

０００円 

［略］ 

 

様式第２号（第８条関係） 

誓 約 書 

私は、さいたま市立病院へ入院するに当たり、次

の事項を守ることを誓約いたします。 

 

１ ［略］ 

２ 入院費等は、期日までにお支払いします。 

 

 

 

３ ［略］ 

 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

（職員） 

第５条 ［略］ 

２～１６ ［略］ 

１７ 看護部に副看護部長、副看護師長、調整幹、 

専門幹、主幹、臨床指導員又は主査を置くことが 

できる。 

１８～２３ ［略］ 

 

別表第２（第１３条関係） 

［略］ 

予防

接種

料 

［略］ 

帯状疱疹ワクチン ［略］ 

  

 

 

 

［略］ 

備考 ［略］ 

 

別表第３（第１４条関係） 

診断書 ［略］ 

自動車損害賠償責任

保険診断書 

１通につき ３，

０００円 

［略］ 

証明書 

 

［略］ 

自動車損害賠償責任

保険診療証明書 

１通につき ３，

０００円 

［略］ 

 

様式第２号（第８条関係）（その１） 

誓 約 書 

私は、さいたま市立病院へ入院するに当たり、次

の事項を守ることを連帯保証人とともに誓約いたし

ます。 

１ ［略］ 

２ 入院費等は、期日までにお支払いします。また、

延滞した場合は患者又は連帯保証人が遅滞なくお 

支払い（連帯保証人にあっては、極度額３０万円 

の範囲内に限る。）します。 

３ ［略］ 

［略］ 

      フリガナ 

連帯保証人 氏  名    職 業     

（自署） 

       住  所    続 柄     

      

       連 絡 先    



 

 

［略］ 

 

［略］ 

（注） 

１ 連帯保証人は、入院患者とは別世帯の独立し 

た生計を営む成年者で、原則としてさいたま市 

内に住所を有するものとする。 

２ 連帯保証人欄は、連帯保証人自身が自署する 

こと。 

 

様式第２号（第８条関係）（その２） 

誓 約 書 

私は、さいたま市立病院へ入院するに当たり、次

の事項を守ることを連帯保証人とともに誓約いたし

ます。 

１ 入院中は、入院についての規律及び療養上の指

示を守ります。 

２ 入院費等は、期日までにお支払いします。また、

延滞した場合は患者又は連帯保証人が遅滞なくお 

支払い（連帯保証人にあっては、極度額７０万円 

の範囲内に限る。）します。 

３ 貸与品、備品等を紛失、破損、汚損等した場合

は、貴院の指示に従い弁償金を支払います。 

 

 記載日：  年  月  日 

 入院日：  年  月  日 

フリガナ 

患   者 氏  名    職 業    

   

住  所    患者番号   

         

      フリガナ 

保 護 者 氏  名    職 業    

患者が未成  

年のとき  住  所    続 柄     

           

      フリガナ 

連帯保証人 氏  名    職 業     

（自署） 

       住  所    続 柄     

      

       連 絡 先    

 

（宛先）さいたま市立病院長 

 

（注） 

１ 連帯保証人は、入院患者とは別世帯の独立し 

た生計を営む成年者で、原則としてさいたま市 

内に住所を有するものとする。 

２ 連帯保証人欄は、連帯保証人自身が自署する 

こと。 

  



 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第３の規定は、この規則

の施行の日以後の交付に係る手数料について適用し、同日前の交付に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 

 



 

 

さいたま市規則第６３号 

   さいたま市災害救助法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市災害救助法施行細則（令和２年さいたま市規則第６８号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（その１）（第３条関係） 様式第１号（その１）（第３条関係） 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

公用令書（保管等） 公用令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）         氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  
様式第１号（その２）（第３条関係） 様式第１号（その２）（第３条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

公用令書（保管等） 公用令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）          氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  
様式第１号（その３）（第３条関係） 様式第１号（その３）（第３条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

公用令書（保管等） 公用令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）          氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  
様式第１号（その４）（第３条関係） 様式第１号（その４）（第３条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

公用令書（保管等） 公用令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）          氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  



 

 

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

公用変更令書（保管等） 公用変更令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）          氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  
様式第３号（第３条関係） 様式第３号（第３条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

公用取消令書（保管等） 公用取消令書（保管等） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）          氏  名（名 称）     ㊞ 
 ［略］ ［略］ 
  
様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

受領調書 
 ［略］ 

さいたま市職員 
受領者氏名    

物資所有者（占有者） 
       立会人氏名    

 ［略］ 
 

受領調書 
 ［略］ 

さいたま市職員 
受領者氏名   ㊞ 

物資所有者（占有者） 
       立会人氏名   ㊞ 

 ［略］ 
 

  
様式第６号（第６条関係） 様式第６号（第６条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

損失補償請求書 損失補償請求書 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）      氏  名（名 称）     ㊞ 
［略］ ［略］ 

  
様式第７号（第７条関係） 様式第７号（第７条関係） 

（表） （表） 
 ［略］ 

 

 ［略］ 
 

公用令書（従事） 公用令書（従事） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）      氏  名（名 称）     ㊞ 
［略］ ［略］ 

（裏） 
 ［略］ 

（裏） 
 ［略］ 

１～３ ［略］ 

４ この公用令書の交付を受けた者が命令に従わな

かったときは、災害救助法第３２条第１号の規定

により、６月以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰

金に処せられることがあります。 

１～３ ［略］ 

４ この公用令書の交付を受けた者が命令に従わな

かったときは、災害救助法第３２条第１号の規定

により、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

に処せられることがあります。 

  
様式第８号（第７条関係） 様式第８号（第７条関係） 



 

 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

公用取消令書（従事） 公用取消令書（従事） 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）      氏  名（名 称）     ㊞ 
［略］ ［略］ 

  
様式第１０号（第１１条関係） 様式第１０号（第１１条関係） 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

実費弁償請求書 実費弁償請求書 
 ［略］  ［略］ 

氏  名（名 称）      氏  名（名 称）     ㊞ 
［略］ ［略］ 

  
様式第１２号（第１３条関係） 様式第１２号（第１３条関係） 

災害救助法による 
療養・休業・障害 

扶助金支給 災害救助法による 
療養・休業・障害 

扶助金支給 
遺族・葬祭・打切 遺族・葬祭・打切 
申請書 申請書 

 ［略］  ［略］ 
氏  名（名 称）      氏  名（名 称）     ㊞ 

［略］ ［略］ 
  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、様式第７号の改正（「懲役

」を「拘禁刑」に改める部分に限る。）は、令和７年６月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第６４号 

   さいたま市大宮区役所駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市大宮区役所駐車場条例施行規則（平成３０年さいたま市規則第９６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

［略］ 

福祉局障害福祉部障害者更生相談センター 

都市局都市計画部北部都市計画指導課 

 ［略］ 

 

［略］ 
 

［略］ 

福祉局障害福祉部障害者更生相談センター 

 

［略］ 

都市局北部都市計画事務所 

［略］ 
 

  

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第６５号 

   さいたま市盆栽四季の家条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市盆栽四季の家条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

名称 単位 利用料金 備考 

 ［略］ 

拡声装置  ［略］ ワイヤレスマ

イクを含む。 

 

 

 

 ［略］ 
 

名称 単位 利用料金 備考 

 ［略］ 

拡声装置  ［略］ レコードプレ

ーヤー、マイ

ク及びカセッ

トプレーヤー

を含む。 

 ［略］ 
 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第６６号 

   さいたま市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市文化会館条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１７１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１ 文化センター １ 文化センター 

  ⑴ ［略］   ⑴ ［略］ 

  ⑵ リハーサル室、練習室、集会室、和室、茶

室、多目的ホール及び展示室の附属設備の利

用料金 

  ⑵ リハーサル室、練習室、集会室、和室、茶

室、多目的ホール及び展示室の附属設備の利

用料金 

名称 単位 利用料金 備考 

［略］ 

集会室 

・和室 

 ［略 

］ 

 ［ 

略］ 

 ［略］  ［ 

略］ 

・茶室  

 

   

 ［略］ 
 

名称 単位 利用料金 備考 

［略］ 

集会室 

・和室 

 ［略 

］ 

 ［ 

略］ 

 ［略］  ［ 

略］ 

・茶室 スクリー

ン 

1 台 200 円 移動型 

 ［略］ 
 

  ⑶ その他の附属設備の利用料金   ⑶ その他の附属設備の利用料金 

名称 単位 利用料金 備考 

 ［略］ 

 

ＣＤプレーヤー 

スクリーン 

 ［ 

略］ 

 

１台 

 ［略］ 

 

 

200 円 

 ［ 

略］ 

 

移動型 
 

名称 単位 利用料金 備考 

 ［略］ 

 

ＣＤプレーヤー 

 ［ 

略］ 

 

 ［略］ 

 

 

 ［ 

略］ 

 

 
 

備考 ［略］  備考 ［略］ 

２ 市民会館おおみや ２ 市民会館おおみや 

  ⑴ 大ホール及び小ホールの附属設備の利用料 

   金 

  ⑴ 大ホール及び小ホールの附属設備の利用料 

 金 

名称 単位 利用料金 備考 

大ホー

ル 

小ホー

ル 

舞

台 

［略］  ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

設

備 

     

名称 単位 利用料金 備考 

大ホー

ル 

小ホー

ル 

舞

台 

［略］  ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

 ［ 

略］ 

設

備 

スモーク

マシン 

１台 1,100

円 

― 

 

 



 

 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  ⑵・⑶ ［略］   ⑵・⑶ ［略］ 

備考 ［略］  備考 ［略］ 

３ 市民会館いわつき ３ 市民会館いわつき 

  ⑴ ホールの附属設備の利用料金   ⑴ ホールの附属設備の利用料金 

名称 単位 利用料金 備考 

［略］ 

音 

響 

 ［略］  ［ 

略］ 

 ［略］  ［ 

略］ 

設 

備 

カセットテ

ープレコー

ダー 

   

 ［略］    

 ［略］ 

そ

の

他 

空調料（送

風） 

空調料（暖

房） 

空調料（冷

房） 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

7,850 円 

 

8,900 円 

 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

名称 単位 利用料金 備考 

［略］ 

音 

響 

 ［略］  ［ 

略］ 

 ［略］  ［ 

略］ 

設 

備 

カセットテ

ープレコー

ダーＡ 

   

 ［略］    

 ［略］ 

そ

の

他 

空調料 

 

空調料（暖

房） 

空調料（冷

房） 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

3,140 円 

 

4,190 円 

 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

  ⑵ ホール以外の附属設備の利用料金   ⑵ ホール以外の附属設備の利用料金 

名称 単位 利用料金 備考 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 ［ 

略］ 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 ［ 

略］ 
 

名称 単位 利用料金 備考 

プロジェクター 

スクリーン 

 ［略］ 

 

１台

１台 

 ［ 

略］ 

570 円 

200 円 

 ［略］ 

 

 

移動型 

 ［ 

略］ 
 

  ⑶ その他の附属設備の利用料金  

名称 単位 利用料金 備考 

プロジェクター 

スクリーン 

１台

１台 

570 円 

200 円 

 

移動型 
 

 

備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第６７号 

   さいたま市伝統文化施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市伝統文化施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１７３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 氷川の杜文化館の附属設備利用料金  ⑵ 氷川の杜文化館の附属設備利用料金 

名称 単位 利用料金

（１回に

つき） 

備考 

 ［略］ 

 

拡声装置 

 ［略］ 

プロジェクター 

 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

 ［略］ 

 

 ［ 

略］ 

 

名称 単位 利用料金

（１回に

つき） 

備考 

 ［略］ 

 

ワイヤレスセット 

 ［略］ 

ビデオプロジェク

ター 

 ［略］ 

 ［ 

略］ 

 

 ［略］ 

 

 ［ 

略］ 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 
 

さいたま市規則第６８号 

   さいたま市体育館条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市体育館条例施行規則（平成２２年さいたま市規則第６４号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

 １ ［略］  １ ［略］ 

 ２ 大宮体育館  ２ 大宮体育館 

種別 単位 
額（１回

につき） 

摘

要 

 ［略］ 

フロアシート  ［略］ 

空調設備 競技場 １時間 2,800 円  
 

種別 単位 
額（１回

につき） 

摘

要 

 ［略］ 

フロアシート 

 

 ［略］ 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 ３～５ ［略］  ３～５ ［略］ 

  

   附 則 
 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市体育館条例施行規則別表第２の２ 大宮体育

館の表空調設備の項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金につ

いて適用する。 

 



 

 

さいたま市規則第６９号 

   さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市屋外広告物条例施行規則（平成１５年さいたま市規則第１３号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 
１ 条例第６条の許可の基準  １ 条例第６条の許可の基準 

広告物の種類 基準 
 ［略］ 

建造物

から独

立した

公告 

市街化区域 

（都市計画 

法第７条第 

２項に規定 

する市街化 

区域をいう。

） 

１・２ ［略］ 

３ 道路上に突き出してい

ないこと。ただし、次に

掲げる場合は、この限り

でない。 

 ⑴ 医療法（昭和２３年 

法律第２０５号）第４ 

条第１項に規定する地 

域医療支援病院、埼玉 

県知事が指定した災害 

拠点病院又は救急病院 

等を定める省令（昭和 

３９年厚生省令第８号 

）第２条第１項の規定 

による告示を受けた救 

急病院若しくは救急診 

療所の案内標識のうち、

当該案内標識の支柱が 

歩道上又は法敷にある 

ものであって、下端の 

高さが歩道上にあって 

は路面から２．５メー 

トル以上、車道上にあ 

っては路面から４．５ 

メートル以上である場 

合 

 ⑵ ［略］ 

広告物の種類 基準 
 ［略］ 

建造物

から独

立した

広告 

市街化区域 

（都市計画 

法第７条第 

２項に規定 

する市街化 

区域をいう。

） 

１・２ ［略］ 

３ 道路上に突き出してい

ないこと。ただし、次に

掲げる場合は、この限り

でない。 

 ⑴ 医療法（昭和２３年 

法律第２０５号）第４ 

条第１項に規定する地 

域医療支援病院又は埼 

玉県知事が指定した災 

害拠点病院の案内標識 

のうち、当該案内標識 

の支柱が歩道上又は法 

敷にあるものであって、

下端の高さが歩道上に 

あっては路面から２． 

５メートル以上、車道 

上にあっては路面から

４．５メートル以上で 

ある場合 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ ［略］ 



 

 

 市街化調整

区域（都市

計画法第７

条第３項に

規定する市

街化調整区

域をいう。

） 

１・２ ［略］ 

３ 道路上に突き出してい

ないこと。ただし、次に

掲げる場合は、この限り

でない。 

 ⑴ 医療法第４条第１項

 に規定する地域医療

支 援病院、埼玉県知

事が指定した災害拠点

病院又は救急病院等を

定める省令第２条第１

項の規定による告示を

受けた救急病院若しく

は救急診療所の案内標

識のうち、当該案内標

識の支柱が歩道上又は

法敷にあるものであっ

て、下端の高さが歩道

上にあっては路面から

２．５メートル以上、

車道上にあっては路面

から４．５メートル以

上である場合 

 ⑵ ［略］ 

 [略] 
 

 市街化調整

区域（都市

計画法第７

条第３項に

規定する市

街化調整区

域をいう。

） 

１・２ ［略］ 

３ 道路上に突き出してい

ないこと。ただし、次に

掲げる場合は、この限り

でない。 

 ⑴ 医療法第４条第１項

に規定する地域医療支

援病院又は埼玉県知事

が指定した災害拠点病

院の案内標識のうち、

当該案内標識の支柱が

歩道上又は法敷にある

ものであって、下端の

高さが歩道上にあって

は路面から２．５メー

トル以上、車道上にあ

っては路面から４．５

メートル以上である場

合 

 

 

 

 

 ⑵ ［略］ 

 [略] 
 

２～４ [略] ２～４ [略] 

  
   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第７０号 

   さいたま市消防吏員服制規則の一部を改正する規則 

 さいたま市消防吏員服制規則（平成１３年さいたま市規則第２４０号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
⑴ 男性消防吏員の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

冬

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 黒色の合成繊維の織物とし、

その一端には、ほつれ止め

の金具を付ける。 

前金具の中央に消防章を付

ける。 

形状及び寸法は、図のとお

りとする。 

  

［略］ 
 

⑴ 男性消防吏員の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

冬

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 紺色の革製又は合成皮革製

とする。 

前金具の中央に消防章を付

ける。 

 

形状及び寸法は、図のとお

りとする。 

  

［略］ 
 

⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

⑶ 消防隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

活

動

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 男性消防吏員の服制の冬服

と同様とする。 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

⑷ 救急隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

冬

救 

［略］ 

バ 製式 白色の合成繊維に反射糸を 

 ⑶ 消防隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

活

動

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 紺色の合成繊維の織物とし、

その一端には、ほつれ止め

の金具を付ける。 

前金具の中央に消防章を付

ける。 

形状及び寸法は、図のとお

りとする。 

 

［略］ 

⑷ 救急隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

冬

救 

［略］ 

バ 製式 白の合成皮革とし、前金具 



 

 

急

服 

ン

ド 

 入れた織物とし、その一端

には、ほつれ止めの金具を

付ける。 

前金具の中央に消防章を付

ける。 

形状及び寸法は、図のとお

りとする。 

 

 

 

［略］ 

⑸ 救助隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

救

助

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 男性消防吏員の服制の冬服

と同様とする。 

［略］ 
 

急

服 

ン

ド 

 の色は、銀色とする。 

 

 

 

 

形状及び寸法は、図のとお

りとし、図中斜線部分に白

の反射テープを付ける。 

形状及び寸法は、図のとお

りとする。 

［略］ 

⑸ 救助隊の服制 

品名 区分 摘要 

［略］ 

救

助

服 

［略］ 

バ

ン

ド 

製式 消防隊の服制の活動服と同

様とする。 

［略］ 
 

  

図（数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメー

トルとする。） 

図（数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメー

トルとする。） 

男性消防吏員 男性消防吏員 

［略］ ［略］ 

バンド バンド 

製式 製式 

［略］ 

消防隊 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

救急隊 

 ［略］ 

冬救急服（バンド） 

製式 

［略］ 

消防隊 

［略］ 

バンド 

製式 

［略］ 

救急隊 

 ［略］ 

冬救急服（バンド） 

製式 



 

 

 

 

［略］ ［略］ 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用しているこの規則による改正前のさいたま市消防吏

員服制規則の規定に基づくバンドについては、この規則による改正後のさいたま市

消防吏員服制規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされたバンドの使用期間は、令和１

０年３月３１日までとする。 



 

 

さいたま市規則第７１号 

   さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸与に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸与に関する規則（平成１３年さいたま市規

則第２４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

品名 使用期間 

［略］ 

活動服 ［略］ 

ズボン 

 

３年 

 

［略］ 
 

別表第１（第２条関係） 

品名 使用期間 

［略］ 

活動服 ［略］ 

ズボン ３年 

バンド ３年 

［略］ 
 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市消防吏員被服等の給 

与及び貸与に関する規則の規定に基づき給与されている活動服のバンドの使用につ

いては、なお従前の例による。 



   

 

さいたま市規則第７２号 

   さいたま市火災予防規則の一部を改正する規則 

 さいたま市火災予防規則（平成１３年さいたま市規則第２４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（公示の方法） 

第２条の２ 省令第１条に規定する市長が定める方

法は、さいたま市公告式条例（平成１３年さいた

ま市条例第３号）第２条第２項の規定による市の

ホームページに設置した掲示場に掲示することと

する。ただし、同項に規定する自動公衆送信に係

る障害その他特別の事由があるときは、同条例別

表に規定する掲示場並びに消防局、消防署及び出

張所に掲示することとする。 

（公示の方法） 

第２条の２ 省令第１条に規定する市長が定める方

法は、次のとおりとする。 

  ⑴ さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま

市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場

に掲示すること。 

  ⑵ 消防局、消防署及び出張所に掲示すること。 

  ⑶ インターネットを利用すること。 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第７３号 

   さいたま市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市危険物の規制に関する規則（平成１３年さいたま市規則第２４５号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（公示の方法）  

第１２条 府令第７条の５に規定する市長が定める

方法は、さいたま市公告式条例（平成１３年さい

たま市条例第３号）第２条第２項の規定による市

のホームページに設置した掲示場に掲示すること

とする。ただし、同項に規定する自動公衆送信に

係る障害その他特別の事由があるときは、同条例

別表に規定する掲示場並びに消防局、消防署及び

出張所に掲示することとする。 

（公示の方法）  

第１２条 府令第７条の５に規定する市長が定める

方法は、次のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

⑴ さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま

市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場

に掲示すること。 

 ⑵ 消防局、消防署及び出張所に掲示すること。 

 ⑶ インターネットを利用すること。 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第７４号 

   さいたま市会計規則の一部を改正する規則 

 さいたま市会計規則（平成１３年さいたま市規則第６１号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第８章 ［略］ 

第９章 削除 

第１０章～第１５章 ［略］ 

附則 

 

目次 

第１章～第８章 ［略］ 

第９章 決算（第１１０条） 

第１０章～第１５章 ［略］ 

附則 

 

（会計管理者等に対する通知） 

第２０条 ［略］ 

２ 前項の場合において、課所長等が、同項の規定

による通知に代えて会計管理者の承認を得た電子

計算機による財務会計システム（以下「財務会計

システム」という。）を用いて入力したときは、

会計管理者等へ当該通知をしたものとみなす。 

（会計管理者等に対する通知） 

第２０条 ［略］ 

２ 前項の場合において、課所長等が、同項の規定

による通知に代えて会計管理者の承認を得た電子

計算機による財務会計システムを用いて入力した

ときは、会計管理者等へ当該通知をしたものとみ

なす。 

 

（歳入欠損の取扱い） 

第４０条 課所長等は、歳入に欠損となったものが

あるときは、不納欠損伺兼通知書を作成し、直ち

に会計管理者に送付しなければならない。 

２ 前項の場合において、課所長等が、同項の規定

による送付に代えて財務会計システムを用いて入

力したときは、会計管理者へ当該送付をしたもの

とみなす。 

 

 （資金前渡） 

第７３条 令第１６１条第１項第１７号による規則

で定める経費は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴～(22) ［略］ 

 (23) 口座振替の方法による支払が困難な場合の給

付金 

 

（歳入欠損の取扱い） 

第４０条 課所長等は、歳入に欠損となったものが

あるときは、不納欠損伺兼通知書を作成し、直ち

に会計管理者等に送付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 （資金前渡） 

第７３条 令第１６１条第１項第１７号による規則

で定める経費は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴～(22) ［略］ 

 

 （前渡金の精算） 

第７８条 資金前渡を受けた者は、第７５条第１号

 （前渡金の精算） 

第７８条 資金前渡を受けた者は、第７５条第１号



 

 

に該当する前渡金にあっては翌月１０日までに、

同条第２号に該当する前渡金にあってはその支払

後１０日以内に証拠書類を市長に提出し、精算し

なければならない。 

２～４ ［略］ 

に該当する前渡金にあっては翌月１０日までに、

同条第２号に該当する前渡金にあってはその用件

終了後１０日以内に証拠書類を市長に提出し、精

算しなければならない。 

２～４ ［略］ 

  

   第９章 削除 

 

 

第１１０条 削除 

 

   第９章 決算 

 

（決算調書の作成） 

第１１０条 課所長等は、その所管に属する歳入歳 

 出決算事項別明細書を出納閉鎖後速やかに作成し、

 会計管理者に報告しなければならない。 

  

（公金の徴収及び収納に関する事務の委託） 

第１２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 指定公金事務取扱者は、徴収した歳入及び収納

した歳入等を会計管理者（会計管理者が認めた指

定納付受託者又は指定公金事務取扱者を経由して

会計管理者に払い込む場合を含む。）又は指定金

融機関等に払い込まなければならない。この場合

において、徴収及び収納した期間を記載した納入

済通知書その他の書類（電磁的記録を含む。）を

添えなければならない。 

４・５ ［略］ 

（公金の徴収及び収納に関する事務の委託） 

第１２４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 指定公金事務取扱者は、徴収した歳入及び収納

した歳入等を指定金融機関等に払い込まなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

４・５ ［略］ 

  

（公金の支出に関する事務の委託） 

第１２５条 市長は、指定公金事務取扱者（公金の

支出に関する事務の委託を受けた者に限る。以下

この条において同じ。）に対し、当該支出に必要

な資金を、指定公金事務取扱者が公金の支払を行

う前に交付するものとする。ただし、市長が必要

があると認める場合は、会計管理者と協議の上、

指定公金事務取扱者が公金の支払を行った後にお

いて資金を交付することができる。 

（公金の支出に関する事務の委託） 

第１２５条  

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定公金事務取扱者の資金の管理、支払及び精

算については、前渡金の例による。ただし、前項

ただし書の規定による場合は、この限りでない。 

 

  指定公金事務取扱事務者（公金の支出に関する 

 事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。

 ）の資金の管理、支払及び精算については、前渡

金の例による。 

３ ［略］ ２ ［略］ 

  

別表第１（第６条、第９条関係） 

設置箇所 出納員となる者 委任事務 

［略］   

 

 

 ［略］ 

総務局総務部ア

ーカイブズセン

ター 

［略］  

別表第１（第６条、第９条関係） 

設置箇所 出納員となる者 委任事務 

 ［略］   

総務局総務部総

務課 

課長の職にある

者 

［略］ 

総務局総務部ア

ーカイブズセン

ター 

［略］  



 

 

［略］   

 ［略］  ［略］  

保健衛生局健康

科学研究センタ

ー保健科学課 

 

 

 

 

 

 

   

 

福祉局生活福祉

部福祉総務課 

  

福祉局生活福祉

部地域福祉推進

室 

室長の職にある

者 

 

福祉局生活福祉

部国保年金課 

課長の職にある

者 

 

 ［略］   

 ［略］   

子ども未来局子

ども家庭総合セ

ンター子ども家

庭支援課 

課長の職にある

者 

 

子ども未来局総

合療育センター

ひまわり学園総

務課 

 

子ども未来局総

合療育センター

ひまわり学園療 

 ［略］  

育センターさく

ら草 

 

 

 

 

 

［略］  

 ［略］  

環境局施設部西

部環境センター 

 

 ［略］  

 ［略］   

 ［略］  

都市局都市計画

部都市計画課 

 ［略］   

［略］   

 ［略］  ［略］  

保健衛生局健康

科学研究センタ

ー保健科学課 

  

保健衛生局健康

科学研究センタ

ー生活科学課 

 

  

 

保健衛生局健康

科学研究センタ

ー環境科学課 

福祉局生活福祉

部福祉総務課 

 

 

 

福祉局生活福祉

部国保年金課 

  

 ［略］   

 ［略］  

子ども未来局総

合療育センター

ひまわり学園総

務課 

 

 

 

 

課長の職にある

者 

  

子ども未来局総

合療育センター

ひまわり学園療 

［略］  

育センターさく

ら草 

  

子ども未来局総

合療育センター

ひまわり学園療

育センターひな

ぎく 

  

 ［略］  

環境局施設部西

部環境センター 

 ［略］   

環境局施設部東

部環境センター 

 ［略］   

 ［略］  

都市局都市計画

部都市計画課 

 ［略］  



 

 

都市局都市計画

部北部都市計画

指導課 

 

都市局都市計画

部南部都市計画

指導課 

 ［略］   

都市局みどり公

園推進部南部公

園整備課 

    

都市局まちづく

り推進部都市基

盤整備課 

 ［略］   

 ［略］  

 

 

 

 ［略］  

 

 

 

 

 

建設局建築部建

築総務課 

  

 ［略］   

教育委員会事務

局管理部教育財

務課 

   

   

 ［略］   

 ［略］  ［略］  

 

 

教育委員会事務

局学校教育部舘

岩少年自然の家 

 

 

 

 ［略］  

  ［略］   

人事委員会事務

局任用調査課 

  

 ［略］   
 

 

 

 

 

 

 

  

 ［略］   

都市局みどり公

園推進部南部公

園整備課 

 

 

 

   

 ［略］   

 ［略］  

都市局北部都市

計画事務所都市

計画指導課 

 ［略］  

都市局南部都市

計画事務所都市

計画指導課 

  

建設局土木部河

川課 

  

建設局建築部建

築総務課 

  

 ［略］   

教育委員会事務

局管理部教育財

務課 

  

教育委員会事務

局管理部学校施

設整備課 

 

 ［略］   

 ［略］  ［略］  

教育委員会事務

局学校教育部舘

岩少年自然の家 

  

教育委員会に置

かれる高等学校 

校長の職にある

者 

 

 ［略］  

選挙管理委員会

事務局選挙課 

 ［略］  

人事委員会事務

局任用調査課 

 

 ［略］   
 

  



 

 

別表第３（第７条、第９条関係） 

設置箇所 現金取扱員と

なる者 

委任事務 

総務局総務部

アーカイブズ

センター 

［略］ ［略］ 

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

福祉局生活福

祉部福祉総務

課 

福祉局生活福

祉部地域福祉

推進室 

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

子ども未来局

子ども家庭総

合センター南

部児童相談所 

 

子ども未来局

子ども家庭総

合センター子

ども家庭支援

課 

 ［略］   

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園療育セン

ターさくら草 

 

 

 

  

 

 

  

 ［略］   

環境局施設部

西部環境セン

ター 

 

   

   

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

別表第３（第７条、第９条関係） 

設置箇所 現金取扱員と

なる者 

委任事務 

総務局総務部

行政透明推進

課 

［略］ ［略］ 

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

福祉局生活福

祉部福祉総務

課 

 

 

 

  

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

子ども未来局

子ども家庭総

合センター南

部児童相談所 

 

 

 

 

 

  

 ［略］   

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園療育セン

ターさくら草 

  

子ども未来局

総合療育セン

ターひまわり

学園療育セン

ターひなぎく 

  

 ［略］   

環境局施設部

西部環境セン

ター 

  

環境局施設部

東部環境セン 

ター   

 ［略］   

 ［略］  

 ［略］  ［略］  



 

 

教育委員会事

務局学校教育

部高校教育課 

  

 ［略］   
 

教育委員会事

務局学校教育

部高校教育課 

  

教育委員会に

置かれる高等

学校 

  

 ［略］   
 

  

別表第６（第３６条関係） 別表第６（第３６条関係） 

科目 口座番号 

市民税・県民税・森林環境税（

普通徴収）、固定資産税・都市

計画税、固定資産税（償却資産

）、軽自動車税、法人市民税、

市民税・県民税・森林環境税（

特別徴収）、事業所税、市たば 

こ税、国民健康保険税、保育料、

後期高齢者医療保険料、市営霊 

［略］ 

園管理料（墓地管理料）、介護

保険料、放課後児童クラブ指導

料、市営住宅等使用料、市営住 

宅等駐車場使用料、学校給食費、

日本スポーツ振興センター保護

者負担金及び財務会計システム

を用いて納入通知書又は納付書

を作成する科目 

 

 

科目 口座番号 

市民税・県民税・森林環境税（

普通徴収）、固定資産税・都市

計画税、固定資産税（償却資産

）、軽自動車税、法人市民税、

市民税・県民税・森林環境税（

特別徴収）、事業所税、市たば 

こ税、国民健康保険税、保育料、

後期高齢者医療保険料、市営霊 

［略］ 

園管理料（墓地管理料）、介護

保険料、放課後児童クラブ指導

料、学校給食費、日本スポーツ

振興センター保護者負担金 

 

 

 

 

 

 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第６の改正（「及び財 

務会計システムを用いて納入通知書又は納付書を作成する科目」を加える部分を除く。 

）は、同年１０月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第７５号 

   さいたま市契約規則の一部を改正する規則 

 さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （入札参加者の資格）  （入札参加者の資格） 

第２条の２ [略] 第２条の２ [略] 

２ 市長は、前項に規定する資格を定めたときは、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又はさ

いたま市公告式条例（平成１３年さいたま市条例

第３号）第２条第２項の例による掲示その他の方

法により公示しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する資格を定めたときは、

さいたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲

示場への掲示その他の方法により公示しなければ

ならない。 

３ [略] ３ [略] 

  

 （入札の公告）  （入札の公告） 

第３条 令第１６７条の６第１項に規定する公告は、

 入札期日の前日から起算して１０日前までに、さ

いたま市契約公報若しくは新聞への掲載又はさい

たま市公告式条例第２条第２項の例による掲示そ

の他の方法で行うものとする。ただし、急を要す

る場合においては、その期間を５日前までに短縮

することができる。 

第３条 令第１６７条の６第１項に規定する公告は、

 入札期日の前日から起算して１０日前までに、さ

いたま市契約公報若しくは新聞への掲載又は掲示

場への掲示その他の方法で行うものとする。ただ

し、急を要する場合においては、その期間を５日

前までに短縮することができる。 

  

 （随意契約によることができる額）  （随意契約によることができる額） 

第２０条 令第１６７条の２第 1 項第１号の規定に

より規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の

種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

第２０条 令第１６７条の２第 1 項第１号の規定に

より規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の

種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 工事又は製造の請負 ４００万円  ⑴ 工事又は製造の請負 ２５０万円 

 ⑵ 財産の買入れ ３００万円  ⑵ 財産の買入れ １６０万円 

 ⑶ 物件の借入れ １５０万円  ⑶ 物件の借入れ ８０万円 

 ⑷ 財産の売払い １００万円  ⑷ 財産の売払い ５０万円 

 ⑸ 物件の貸付け ５０万円  ⑸ 物件の貸付け ３０万円 

 ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円  ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

  

   附 則 



 

 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第７６号 

   さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成１５年さいた

ま市規則第１３２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （一般競争入札の公告）  （一般競争入札の公告） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

 ２ 一連の調達契約のうち最初の契約に係る前項の

公告おいて、当該最初の契約以外の契約に係る同

項の公告を、その入札期日の前日から起算して少

なくとも２４日前に行う旨を記載した場合は、当

該最初の契約以外の契約に係る一般競争入札につ

いては、同項中「４０日前」を「２４日前」と読

み替えて同項の規定を適用する。 

２ 前項の公告は、さいたま市契約公報により行う

ものとする 

３ 第１項の公告は、さいたま市契約公報により行

うものとする 

３ ［略］ ４ ［略］ 

  

 （指名競争入札の公示等）  （指名競争入札の公示等） 

第６条 市長は、特定調達契約について指名競争入

札に付そうとするときは、特例政令第７条第１項

の規定による公示を前条第１項及び第２項の規定

の例によりしなければならない。 

第６条 市長は、特定調達契約について指名競争入

札に付そうとするときは、特例政令第７条第１項

の規定による公示を前条第１項から第３項までの

規定の例によりしなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 特定調達契約に係る施行令第１６７条の１２第

２項の規定による通知は、第１項の公示の日以後

に行うものとする。この場合において、当該通知

は、前条第１項に規定する期間内に行われなけれ

ばならない。 

３ 特定調達契約に係る施行令第１６７条の１２第

２項の規定による通知は、第１項の公示の日以後

に行うものとする。この場合において、当該通知

は、前条第１項（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に規定する期間内に

行われなければならない。 

  

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第７７号 

さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則等の一部を改正す

る規則 

第１条 さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則（平成１６年さ

いたま市規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 １・２ ［略］  １・２ ［略］ 

 ３ 公共交通機関の施設  ３ 公共交通機関の施設 

項 生活関連施設 特定生活関

連施設 

 ［略］ 

２ 自動車ターミナル法（昭

和３４年法律第１３６号

）第２条第６項に規定す

るバスターミナル 

すべての施

設 

 

項 生活関連施設 特定生活関

連施設 

 ［略］ 
 

 ４～６ ［略］  ４～６ ［略］ 

  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

  建築物に関する整備基準   建築物に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１～４ ［略］ 

５ 便所 ⑴ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合には、そのうち

１以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それ

ぞれ１以上。⑹及び⑺にお

いて同じ。）は、次に掲げ

るものであること。 

  ア 車椅子を使用している 

  者（以下「車椅子使用者

」という。）が円滑に利

用することができるもの

整備項目 整備基準 

１～４ ［略］ 

５ 便所 ⑴ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合には、そのうち

１以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それ

ぞれ１以上。⑹及び⑺にお

いて同じ。）は、次に掲げ

るものであること。 

  ア 車椅子を使用している

者（以下「車椅子使用者

」という。）が円滑に利

用することができるもの



 

 

として次に掲げる構造を

有する便房（以下この表

において「車椅子使用者

用便房」という。）を 1

以上設けること。 

   (ｱ)～(ｳ) ［略］ 

  イ ［略］ 

 ⑵～⑸ ［略］ 

 ⑹ 別表第１の１ 建築物の

表１の項（幼稚園に限る。 

 ）、２の項から５の項まで、

 ６の項（⑶を除く。）、７

の項、８の項⑴、１０の項

（福祉ホームその他これに

類するもので主として障害

者等（日常生活又は社会生

活に身体の機能上の制限を

受ける者をいう。）が利用

するものに限る。）、１１

の項（児童厚生施設、身体

障害者福祉センターその他 

 これらに類するものに限る。

 ）、１２の項、１３の項及

び１５の項⑴に掲げる生活

関連施設で床面積の合計が

５００平方メートル以上の

もの並びに同表２１の項に

掲げる生活関連施設に、不 

 特定かつ多数の者が利用し、

 又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所を設け

る場合には、そのうち１以

上は、次に掲げるものであ

ること。 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

６ 浴室等  不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する浴室、シャ

ワー室又は更衣室を設ける場

合には、そのうち 1以上(男

子用及び女子用の区別がある 

ときは、それぞれ 1以上)は、 

次に掲げるものであること。 

⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 水洗器具は、容易に操作

することができるものとす

ること。 

 ⑷ ［略］ 

７～１２ ［略］ 

として次に掲げる構造を

有する便房（以下「車椅 

  子使用者用便房」という。

  ）を 1以上設けること。 

 

   (ｱ)～(ｳ) ［略］ 

  イ ［略］ 

 ⑵～⑸ ［略］ 

 ⑹ 別表第１の１ 建築物の

表１の項（幼稚園に限る。 

 ）、２の項から５の項まで、

 ６の項（⑷を除く。）、７

の項、８の項⑴、１０の項

（福祉ホームその他これに

類するもので主として障害

者等（日常生活又は社会生

活に身体の機能上の制限を

受ける者をいう。）が利用

するものに限る。）、１１

の項（児童厚生施設、身体

障害者福祉センターその他 

 これらに類するものに限る。

 ）、１２の項、１３の項及

び１５の項⑴に掲げる生活

関連施設で床面積の合計が

５００平方メートル以上の

もの並びに同表２１の項に

掲げる生活関連施設に、不 

 特定かつ多数の者が利用し、

 又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所を設け

る場合には、そのうち１以

上は、次に掲げるものであ

ること。 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

６ 浴室等  不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する浴室、シャ

ワー室又は更衣室を設ける場

合には、そのうち 1以上(男

子用及び女子用の区別がある 

ときは、それぞれ 1以上)は、 

次に掲げるものであること。 

⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 水栓器具は、容易に操作

することができるものとす

ること。 

 ⑷ ［略］ 

７～１２ ［略］ 



 

 

１３ 移動等

円滑化経路 

⑴ 次のアからエまでに掲げ

る場合には、それぞれ当該 

  アからエまでに定める経路

のうち１以上（エに掲げる

場合にあっては、そのすべ

て）を、高齢者、障害者等

が円滑に利用できる経路（

以下「移動等円滑化経路」

という。）とすること。 

 ア・イ ［略］ 

  ウ 建築物又はその敷地に

車椅子使用者用駐車施設

を設ける場合 当該車椅

子使用者用駐車施設から

利用居室までの経路 

  エ ［略］ 

 ⑵・⑶ ［略］ 

１４～１９ ［略］ 
 

１３ 移動等

円滑化経路 

⑴ 次のアからエまでに掲げ

る場合には、それぞれ当該 

  アからエまでに定める経路

のうち１以上（エに掲げる

場合にあっては、そのすべ

て）を、高齢者、障害者等

が円滑に利用できる経路（

以下「移動等円滑化経路」

という。）とすること。 

 ア・イ ［略］ 

  ウ 建築物又はその敷地に

車いす使用者用駐車施設

を設ける場合 当該車い

す使用者用駐車施設から

利用居室までの経路 

  エ ［略］ 

 ⑵・⑶ ［略］ 

１４～１９ ［略］ 
 

  

別表第４（第３条関係） 別表第４（第３条関係） 

  公共交通機関の施設に関する整備基準   公共交通機関の施設に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１～５ ［略］ 

６ 視覚障害

者誘導用ブ

ロック等 

⑴ 通路その他これらに類す

るもの（以下「通路等」と

いう。）であって公共用通

路（公共交通機関の施設の

営業時間内において常時一

般交通の用に供されている

一般交通用施設であって、

公共交通機関の施設の外部

にあるものをいう。以下同

じ。）と車両等（公共交通

事業者が旅客の運送事業の

用に供する車両及び自動車

をいう。以下同じ。）の乗

降口との間の経路を構成す

るものには、視覚障害者誘

導用ブロック（線状ブロッ

ク（床面に敷設されるブロ

ックであって、線状の突起

が設けられており、かつ、

周囲の床面との色の明度、

色相又は彩度の差が大きい

ことにより容易に識別でき

るものをいう。以下同じ。

）及び点状ブロック（床面

に敷設されるブロックであ

って、点状の突起が設けら

れており、かつ、周囲の床

整備項目 整備基準 

１～５ ［略］ 

６ 視覚障害

者誘導用ブ

ロック等 

⑴ 通路その他これらに類す

るもの（以下「通路等」と

いう。）であって公共用通

路（公共交通機関の施設の

営業時間内において常時一

般交通の用に供されている

一般交通用施設であって、

公共交通機関の施設の外部

にあるものをいう。以下同

じ。）と鉄道車両（鉄道事

業法（昭和６１年法律第９

２号）による鉄道事業者が

旅客の運送を行うためその

事業の用に供する車両をい

う。以下同じ。）の乗降口

との間の経路を構成するも

のには、視覚障害者誘導用

ブロック（線状ブロック（

床面に敷設されるブロック

であって、線状の突起が設

けられており、かつ、周囲

の床面との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいこと

により容易に識別できるも

のをいう。以下同じ。）及

び点状ブロック（床面に敷 

 設されるブロックであって、



 

 

面との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことによ

り容易に識別できるものを

いう。以下同じ。）を適切

に組み合わせて床面に敷設 

 したものをいう。以下同じ。

 ）を敷設し、又は音声その

他の方法により視覚障害者

を誘導する設備を設けるこ

と。ただし、視覚障害者の

誘導を行う者が常駐する２

以上の設備間の経路を構成

する通路等であって、当該

２以上の設備間の誘導が適

切に実施されるときは、こ

の限りでない。 

 

 

 ⑵～⑷ ［略］ 

７ 便所 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 便所を設ける場合は、⑴

に掲げる基準に適合させる

ことのほか、車椅子使用者

が円滑に利用することがで

きる便房（以下「車椅子使

用者用便房」という。）及

び高齢者、障害者等が円滑

に利用することができる構

造の水洗器具を設けた便房

をそれぞれ又は同一の便房

として１以上（男子用及び 

 女子用の区別があるときは、

 それぞれ１以上）設けるこ

と。 

 ⑶ 車椅子使用者用便房の構

造は、次に掲げるものであ

ること。 

  ア～カ ［略］ 

  

 

 

 

  キ ［略］ 

 ⑷ ⑵の便房が設けられた便

所の出入口には、車椅子使

用者用便房及び高齢者、障

害者等が円滑に利用するこ

とができる構造の水洗器具 

 を設けた便房があることを、

 ⑵の便房の出入口には車椅 

 点状の突起が設けられてお

り、かつ、周囲の床面との

色の明度、色相又は彩度の

差が大きいことにより容易

に識別できるものをいう。

以下同じ。）を適切に組み

合わせて床面に敷設したも

のをいう。以下同じ。）を

敷設し、又は音声その他の

方法により視覚障害者を誘

導する設備を設けること。

ただし、視覚障害者の誘導

を行う者が常駐する２以上

の設備間の経路を構成する

通路等であって、当該２以

上の設備間の誘導が適切に

実施されるときは、この限

りでない。 

 ⑵～⑷ ［略］ 

７ 便所 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 便所を設ける場合は、そ

のうち１以上は、⑴に掲げ

る基準に適合させることの

ほか、高齢者、障害者等が

円滑に利用することができ

る構造の便房（以下「みん

なのトイレ」という。）を

設けることとすること。 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ みんなのトイレの構造は、

次に掲げるものであること。

 

  ア～カ ［略］ 

  キ 高齢者、障害者等の円

滑な利用に適した構造を

有する水洗器具を１以上

設けること。 

  ク ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 子使用者用便房及び高齢者、

 障害者等が円滑に利用する

ことができる構造の便房で

あることを表示する標識を

設けること。 

 ⑸ ⑵の便房が設けられた便

所以外に便所を設ける場合

は、準車椅子使用者用便房

を１以上（男子用及び女子

用の区別があるときは、そ

れぞれ１以上）設けるよう

努めること。 

 

  

 

  

 

 

 ⑹ 車椅子使用者便房又は準

車椅子使用者用便房を設け

た場合には、便所内に、次

に掲げる手洗器を設けるこ

と。 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

８ 移動等円

滑化された

経路 

⑴ 公共用通路と車両等の乗 

 降口との間の経路であって、

 高齢者、障害者等の円滑な

通行に適するもの（以下「

移動等円滑化された経路」

という。）を乗降場ごとに

1 以上設けること。 

 ⑵ 移動等円滑化された経路

において床面に高低差があ

る場合は、傾斜路又はエレ

ベーターを設けること。た

だし、構造上の理由により

傾斜路又はエレベーターを

設置することが困難である

場合は、エスカレーター（

構造上の理由によりエスカ

レーターを設置することが

困難である場合は、エスカ

レーター以外の昇降機であ

って車椅子使用者の円滑な

利用に適した構造のもの） 

 をもってこれに代えること。

 ⑶ 公共交通機関の施設に隣

接し、かつ、当該公共交通

機関の施設と一体的に利用

 

 

 

 

 

 ⑷ みんなのトイレ以外に便

所を設ける場合は、次に掲

げる構造を有する便所（以 

 下「ゆとりブース」という。

 ）を１以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、

それぞれ１以上）設けるよ

う努めること。 

  ア 腰掛便座、手すり等が 

 適切に配置されていること。

  イ 車椅子使用者が円滑に

利用することができるよう 

 空間が確保されていること。

 ⑸ みんなのトイレ又はゆと 

 りブースを設けた場合には、

 便所内に、次に掲げる手洗

器を設けること。 

 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

８ 移動等円

滑化された

経路 

⑴ 公共用通路と鉄道車両の

乗降口との間の経路であっ

て、高齢者、障害者等の円

滑な通行に適するもの（以

下「移動等円滑化された経

路」という。）を乗降場ご

とに 1以上設けること。 

 ⑵ 移動等円滑化された経路

において床面に高低差があ

る場合は、傾斜路又はエレ

ベーターを設けること。た

だし、構造上の理由により

傾斜路又はエレベーターを

設置することが困難である

場合は、エスカレーター（

構造上の理由によりエスカ

レーターを設置することが

困難である場合は、エスカ

レーター以外の昇降機であ

って車いす使用者の円滑な

利用に適した構造のもの） 

 をもってこれに代えること。

 ⑶ 公共交通機関の施設に隣

接し、かつ、当該公共交通

機関の施設と一体的に利用



 

 

される他の施設の傾斜路（

⑹に掲げる基準に適合する

ものに限る。）又はエレベ

ーター（⑺に掲げる基準に

適合するものに限る。）を

利用することにより、高齢

者、障害者等が公共交通機

関の施設の営業時間内にお

いて常時公共用通路と車両

等の乗降口との間の移動を

円滑に行うことができる場

合は、⑵の規定によらない

ことができるものとするこ

と。管理上の理由により昇

降機を設置することが困難

である場合も、同様とする

こと。 

 ⑷～⑹ ［略］ 

 ⑺ 移動等円滑化された経路 

 を構成するエレベーターは、

次に掲げるものであること。

  ア～ケ ［略］ 

  コ 籠内及び乗降ロビーに

設ける操作盤のうちそれ

ぞれ１以上は、点字を設

けること等により視覚障

害者が容易に操作できる

構造のものとすること。 

 

  サ～セ ［略］ 

 ⑻ 移動等円滑化された経路

を構成するエレベーターの

台数、籠の内法幅及び内法

奥行きは、旅客施設の高齢

者、障害者等の利用の状況

を考慮して定めるものとす

る。 

 ⑼ ［略］ 

 ⑽ 公共用通路と車両等の乗 

 降口との間の経路であって、

 主たる通行の用に供するも

のと当該公共用通路と当該

車両等の乗降口との間に係

る移動等円滑化経路が異な

る場合においては、これら

の経路の長さの差は、でき

る限り小さくすること。 

 ⑾ 乗降場間の利用者の乗継

ぎの用に供する経路（⑿に

おいて「乗継ぎ経路」とい

される他の施設の傾斜路（

⑹に掲げる基準に適合する

ものに限る。）又はエレベ

ーター（⑺に掲げる基準に

適合するものに限る。）を

利用することにより、高齢

者、障害者等が公共交通機

関の施設の営業時間内にお

いて常時公共用通路と鉄道

車両の乗降口との間の移動

を円滑に行うことができる

場合は、⑵の規定によらな

いことができるものとする

こと。管理上の理由により

昇降機を設置することが困

難である場合も、同様とす

ること。 

 ⑷～⑹ ［略］ 

 ⑺ 移動等円滑化された経路 

 を構成するエレベーターは、

次に掲げるものであること。

  ア～ケ ［略］ 

  コ 籠内及び乗降ロビーに

設ける操作盤のうちそれ

ぞれ１以上は、点字がは

り付けられていること等

により視覚障害者が容易

に操作できる構造のもの

とすること。 

  サ～セ ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 

 ⑻ ［略］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

う。）のうち、⑵から⑼ま 

 での基準に適合するものを、

 乗降場ごとに１以上設ける

こと。 

 ⑿ 主たる乗継ぎ経路と⑾に

定める基準に適合する乗継

ぎ経路が異なる場合におい

ては、これらの経路の長さ

の差は、できる限り小さく

すること。 

 ⒀ 線路、水路等を挟んだ各

側に公共用通路に直接通じ

る出入口がある鉄道の駅に 

 は、⑴の規定にかかわらず、

 当該各側の出入口に通じる

移動等円滑化経路をそれぞ

れ１以上設けること。ただ

し、鉄道の駅の規模、出入

口の設置状況その他の状況

及び当該鉄道の駅の利用の

状況を勘案して、高齢者、

障害者等の利便を著しく阻

害しない場合は、この限り

でない。 

９ ［略］ 

１０ 乗降場 ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 鉄道の駅の適切な場所に

おいて、列車に設けられる

車椅子スペースに通じる鉄

道車両の乗降口が停止する

プラットホーム上の位置を

表示しなければならない。

ただし、当該プラットホー

ム上の位置が一定していな

い場合においては、この限

りでない。 

 ⑷ バスターミナルの乗降場

は、次に掲げるものである

こと。 

  ア 床の表面は、滑りにく

い仕上げがなされたもの

であること。 

  イ 乗降場の縁端のうち、

誘導車路その他のバス車

両の通行、停留又は駐車

の用に供する場所（以下

この号において「バス車

両用場所」という。）に

接する部分には、柵、点

状ブロックその他の視覚

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

９ ［略］ 

１０ プラッ ⑴・⑵ ［略］ 

 トホーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

障害者のバス車両用場所

への進入を防止するため

の設備が設けられている

こと。 

  ウ 当該乗降場に接して停

留するバス車両に車椅子

使用者が円滑に乗降でき 

  る構造のものであること。

１１～１４ ［略］ 

１５ 標識 ⑴～⑹ ［略］ 

 ⑺ 車両等の運行に関する情

報を文字等により表示する 

  ための設備及び音声により

提供するための設備を設け

ること。ただし、電気設備

がない場合その他技術上の

理由によりやむを得ない場

合においては、この限りで

ない。 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

１１～１４ ［略］ 

１５ 標識 ⑴～⑹ ［略］ 

  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

  

別表第５（第３条関係） 別表第５（第３条関係） 

  公園に関する整備基準   公園に関する整備基準 

整備項目 整備基準 

１・２ ［略］ 
３ 階段（そ

の踊場を含

む。） 

 主たる園路に階段又は段を

設ける場合、次に掲げるもの

であること。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 手すりの端部の付近には、

 階段の通じる場所を示す点

字を設けること。 

 ⑶～⑿ ［略］ 

４ 主たる園

路に設けら

れる階段又

は段に併設

する傾斜路

（その踊場

を含む。） 

傾斜路は、次に掲げるもの

であること。 

⑴～⑹ ［略］ 

⑺ 手すりの端部の付近に

は、傾斜路の通じる場所 

 を示す点字を設けること。 

 ⑻～⑽ ［略］ 

５ 屋根付広 

 場 

不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する屋根付広場

を設ける場合は、そのうち 1

以上は、次に掲げるものであ

ること。 

 ⑴ 出入口は、次に掲げる基

準に適合するものであるこ

と。 

  ア 幅は、１．２メートル 

整備項目 整備基準 

１・２ ［略］ 
３ 階段（そ

の踊場を含

む。） 

 主たる園路に階段又は段を

設ける場合、次に掲げるもの

であること。 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 手すりの端部の付近には、

 階段の通じる場所を示す点

字をはり付けること。 

 ⑶～⑿ ［略］ 

４ 主たる園

路に設けら

れる階段又 

傾斜路は、次に掲げるもの

であること。 

⑴～⑹ ［略］ 

 は段に併設

する傾斜路

（その踊場

を含む。） 

⑺ 手すりの端部の付近に

は、傾斜路の通じる場所

を示す点字をはり付ける

こと。 

 ⑻～⑽ ［略］ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

  以上とすること。ただし、

  地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得な

い場合は、８０センチメ

ートル以上とすることが

できる。 

  イ ウに掲げる場合を除き、

  車椅子使用者が通過する

際に支障となる段がない

こと。 

  ウ 地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得

ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

 ⑵ 車椅子使用者の円滑な利

用に適した広さが確保され

ていること。 

６ 休憩所・ ⑴～⑶ ［略］ 

 管理事務所 ⑷ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合は、そのうち 1

以上は、９の項に掲げる基

準に適合するものとするこ

と。 

 ⑸ ［略］ 

７ 野外劇場 

 ・野外音楽 

 堂 

 不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、障 

害者等が利用する野外劇場は、

次に掲げる基準に適合するも

のとすること。 

 ⑴ 出入口は、５の項⑴の基

準に適合するものであるこ

と。 

 ⑵ 出入口と⑶の車椅子使用

者用観覧スペース及び⑷の

便所との間の経路を構成す

る通路は、次に掲げる基準 

 に適合するものであること。

  ア 幅は、１．２メートル 

  以上とすること。ただし、

  地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得な

い場合は、通路の末端の

付近の広さを車椅子の転

回に支障のないものとし

た上で、幅を８０センチ

メートル以上とすること

ができる。 

  イ ウに掲げる場合を除き、

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

５ 休憩所 ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合は、そのうち１

以上は、７の項に掲げる基

準に適合するものとするこ

と。 

 ⑸ ［略］ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  車椅子使用者が通過する

際に支障となる段がない

こと。 

  ウ 地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得

ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

  エ 縦断勾配は、５パーセ

ント以下とすること。た

だし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、８パー

セント以下とすることが

できる。 

  オ 横断勾配は、１パーセ

ント以下とすること。た

だし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、２パー

セント以下とすることが

できる。 

  カ 路面は、滑りにくい仕

上げがなされたものであ

ること。 

  キ 高齢者、障害者等が転

落するおそれのある場所

には、柵、視覚障害者誘

導用ブロックその他の高

齢者、障害者等の転落を

防止するための設備が設

けられていること。 

 ⑶ 当該野外劇場の収容定員

が２００以下の場合は当該

収容定員に５０分の１を乗

じて得た数以上、収容定員

が２００を超える場合は当

該収容定員に１００分の１

を乗じて得た数に２を加え

た数以上の車椅子使用者が

円滑に利用することができ

る観覧スペース（以下「車

椅子使用者用観覧スペース 

 」という。）を設けること。

 ⑷ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合は、そのうち１

以上は、９の項に掲げる基

準に適合するものであるこ

と。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ⑸ 車椅子使用者用観覧スペ

ースは、次に掲げる基準に

適合するものでなければな

らない。 

  ア 幅は９０センチメート

ル以上であり、奥行きは

１．２メートル以上であ

ること。 

  イ 車椅子使用者が利用す

る際に支障となる段がな

いこと。 

  ウ 車椅子使用者が転落す 

  るおそれのある場所には、

  柵その他の車椅子使用者

の転落を防止するための

設備が設けられているこ

と。 

 ⑹ ⑴から⑸までの規定は、

不特定かつ多数の者が利用

し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する野外音

楽堂について準用する。 

８ 駐車場 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 車椅子使用者用駐車施設

は、次に掲げる基準に適合

するものであること。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 車両への乗降の用に供

する部分は、できるだけ

水平とすること。 

 ⑶ 車椅子使用者用駐車施設

は、１の項に定める基準に

適合する出入口から当該車

椅子使用者用駐車施設まで

の経路の距離ができるだけ 

 短くなる位置に設けること。

９ 便所 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 便所を設ける場合は、⑴

に掲げる基準に適合させる

ことのほか、車椅子使用者

用便房及び高齢者、障害者

等が円滑に利用することが

できる構造の水洗器具を設

けた便房がそれぞれ又は同

一の便房として 1 以上（男

子用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれ１以上

）設けること。 

 ⑶ 車椅子使用者便房の構造

は、次に掲げるものである

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

６ 駐車場 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 車椅子使用者用駐車施設

は、次に掲げる基準に適合

するものであること。 

  ア・イ ［略］ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

７ 便所 ⑴ ［略］ 

 ⑵ 不特定かつ多数の者が利 

 用し、又は主として高齢者、

 障害者等が利用する便所を

設ける場合は、そのうち１

以上は、⑴に掲げる基準に

適合させるほか、みんなの

トイレを設けることとする

こと。 

 

 

 

 ⑶ みんなのトイレの構造は、

次に掲げるものであること。



 

 

こと。 

  ア～オ ［略］ 

 

 

  

 

  カ ［略］ 

 ⑷ ⑵の便房が設けられた便

所の出入口には、車椅子使

用者用便房及び高齢者、障

害者等が円滑に利用するこ

とができる構造の水洗器具 

 を設けた便房があることを、

 ⑵の便房の出入口には車椅 

 子使用者用便房及び高齢者、

 障害者等が円滑に利用する

ことができる構造の便房で

あることを表示する標識を

設けること。 

 ⑸ ⑵の便房が設けられた便

所以外に便所を設ける場合

は、準車椅子使用者用便房

を１以上（男子用及び女子

用の区別があるときは、そ

れぞれ１以上）設けるよう

努めること。 

 ⑹ 車椅子使用者便房又は準

車椅子使用者用便房を設け

た場合には、便所内に、次

に掲げる手洗器を設けるこ

と。 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑺ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ 掲示板 ⑴ ［略］ 

 及び標識 ⑵ １の項から１０の項まで

の規定により設けられた施

設の配置を表示した標識を

設ける場合は、そのうち１

以上は、１の項の規定によ

り設けられた主要な出入口

及び２の項の規定により設

けられた園路の付近に設け

ること。 

 ⑶ ［略］ 

１２ ［略］ 
 

 

  ア～オ ［略］ 

  カ 高齢者、障害者等の円

滑な利用に適した構造を

有する水洗器具を１以上

設けること。 

  キ ［略］ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ みんなのトイレ以外に便

所を設ける場合は、ゆとり

ブースを１以上（男子用及

び女子用の区別があるとき

は、それぞれ１以上）設け

るよう努めること。 

 

 ⑸ みんなのトイレ又はゆと 

 りブースを設ける場合には、

 便所内に、次に掲げる手洗

器を設けること。 

 

  ア～ウ ［略］ 

 ⑹ ［略］ 

８ ［略］ 

９ 掲示板及 ⑴ ［略］ 

 び標識 ⑵ １の項から８の項までの

規定により設けられた施設

の配置を表示した標識を設

ける場合は、そのうち１以

上は、１の項の規定により

設けられた主要な出入口及

び２の項の規定により設け

られた園路の付近に設ける

こと。 

 ⑶ ［略］ 

１０ ［略］ 
 

  

 様式第２号（その３）及び様式第２号（その４）を次のように改める。 

  



 

様式第２号（その３）（第４条、第５条、第９条関係） 

 

 整備項目表（公共交通機関の施設） 

 

１ 出入口 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 出入口の幅は、８０ｃｍ以上であるか（１以上） 適・否  

② 戸を設ける場合の構造  有・無 

 ⑴ 戸に衝突の防止措置があるか（前面が透明な戸の場合） 適・否  

 
⑵ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉できる戸（回

転式を除く。）であるか 
適・否  

 ⑶ 当該戸の前後に高低差がないか 適・否  

 ⑷ 利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できるか（自動ドアの場合） 適・否  

③ 通行の際に支障となる段がないか 適・否  

 

２ 通路 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 表面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

② 段を設ける場合の構造                     ＊１  有・無 

 ⑴ 段は識別しやすいか 適・否  

 ⑵ 段はつまずきにくいものか 適・否  

③ 幅は１．５ｍ以上であるか（傾斜路と接する部分） 適・否  

④ 通行に支障となる突出物はないか               ＊２ 適・否  

⑤ 排水溝を設ける場合の溝蓋は、通行に支障がない構造であるか 適・否  

⑥ 
点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）がされてい

るか                            ＊３ 
適・否  

注意１ ＊１印は、通路に段を設ける場合は、５に掲げる基準に適合すること。 

注意２ ＊２印は、通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合、この限りでない。 

注意３ ＊３印は、以下の場合を除く。 

     ・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 

     ・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 

     ・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

 

３ 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路（その踊場を含む。） 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 両側に２段の手すりがあるか（手すりの両端に点字表示） 適・否  

② 表面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

③ 前後の通路と識別しやすいものか 適・否  

④ 両側に側壁又は５ｃｍ以上の立ち上がり部があるか 適・否  

⑤ 
点状ブロック等の敷設（傾斜路の上端に近接する踊場の部分）がされている

か                             ＊１ 
適・否  

注意１ ＊１印は、２の項の注意３のほか、傾斜がある部分と連続して手すりを両側に設ける場合は、

この限りでない。 



 

 

４ エスカレーター 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けているか 適・否  

 

５ 階段（その踊場を含む。）  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 両側に２段の手すりがあるか（手すりの両端に点字表示） 適・否  

② 回り段ではないか                      ＊１ 適・否  

③ 表面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

④ 段は識別しやすいか 適・否  

⑤ 段鼻の突き出しがないものか又は蹴込みが２㎝以下であるか 適・否  

⑥ 両側に側壁又は２㎝以上の立ち上がり部があるか 適・否  

⑦ 照明設備があるか 適・否  

⑧ 
高さ３ｍ以内ごとに踏幅１．２ｍ以上の踊場があるか（高さ３ｍを超える階

段） 
適・否  

⑨ 踊場を除き、中間にも手すりがあるか（４ｍを超える幅の階段） 適・否  

⑩ 
点状ブロック等の敷設（段部分の上端に近接する踊場の部分）がされている

か                             ＊２ 
適・否  

注意１ ＊１印は、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

注意２ ＊２印は、以下の場合を除く。 

     ・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

     ・段がある部分と連続して両側に手すりを設ける場合 

 

６ 視覚障害者誘導用ブロック等  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 
視覚障害者誘導用ブロックの敷設又は音声その他の方法による誘導する設

備があるか                         ＊１ 
適・否  

② 
視覚障害者誘導用ブロックを敷設した通路等と以下の間の経路を構成する

通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されているか      ＊１ 
適・否  

 
⑴ 移動等円滑化された経路を構成する８のエレベーター⑼に規定する乗

降ロビーに設ける操作盤 
適・否  

 ⑵ １５の④に規定する設備（音によるものを除く。） 適・否  

 ⑶ 便所の出入口 適・否  

 ⑷ 乗車券等販売所 適・否  

 ⑸ 待合所 適・否  

 ⑹ 案内所 適・否  

③ 
階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等に点状ブ

ロックを敷設しているか 
適・否  

④ 視覚障害者誘導用ブロックは識別しやすいか 適・否  

注意１ ＊１印は、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備間の経路を構成する通路等であ

って当該２以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、この限りでない。 

 

 



 

７ 便所  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 
便所の出入口の付近に男子用及び女子用の区別並びに便所の構造を視覚障

害者に示すための設備（音、点字その他の方法）を設けているか 
適・否  

② 床面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

③ 
床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５ｃｍ以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器を設けているか（１以上） 
適・否  

 上記の小便器の両側に手すりが設けられているか（１以上） 適・否  

④ 車椅子使用者用便房の設置（１以上）  有・無 

 
⑴ 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち１以

上は、８の通路に掲げる基準に適合するものであるか 
適・否  

 ⑵ 出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑶ 出入口に車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか ＊１ 適・否  

 ⑷ 出入口に戸を設ける場合の構造  有・無 

  ・幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

  ・高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものか 適・否  

 
⑸ 車椅子が３６０度回転できるよう、直径１．５ｍ以上の円が内接できる

空間が確保されているか 
適・否  

 ⑹ 腰掛便座、手すり等を設けているか 適・否  

 ⑺ 便房と便所の出入口に車椅子使用者用便房に関する表示をしているか 適・否  

 ⑻ 手洗器  有・無 

 ・車椅子使用者の利用に配慮した高さ及び空間であるか 適・否  

 ・手洗器具は、容易に操作できるものか 適・否  

 ・強度の確保又は両側に手すりがあるか 適・否  

⑤ 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房の設置（１以上）  有・無 

 
⑴ 便房と便所の出入口に水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房に関

する表示をしているか 
適・否  

⑥ 準車椅子使用者用便房（１以上）              ＊２  有・無 

 ⑴ 腰掛便座、手すり等を設けているか 適・否  

 ⑵ 車椅子で利用しやすいよう、十分な空間が確保されているか 適・否  

 ⑶ 出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑷ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものか 適・否  

 ⑸ 手洗器  有・無 

 ・車椅子使用者の利用に配慮した高さ及び空間があるか 適・否  

  ・手洗器具は、容易に操作できるものか 適・否  

 ・強度の確保又は両側に手すりがあるか 適・否  

 ⑹ 出入口に準車椅子使用者用便房であることを表示しているか   

⑦ 乳幼児設備（１以上）  有・無 

 ⑴ 便房内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けたか 適・否  

 ⑵ 便所内に、乳幼児用ベッドその他おむつの交換ができる設備を設けたか 適・否  

 ⑶ ⑴、⑵の表示が便所の出入口にあるか 適・否  

注意１ ＊１印は、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

注意２ ＊２印は、車椅子使用者用便房以外に便所を設ける場合は、準車椅子使用者用便房のある便所

を設けること。 



 

 

８ 移動等円滑化された経路 

整備箇所 整  備  項  目 整備状況 摘 要 

移 動 等 円 滑

化経路（１以

上） 

① 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路には、移動等円滑

化された経路を設けているか 

適・否  

② 傾斜路又はエレベーター（高低差がある場合）を設けている

か                      ＊１＊２ 

適・否  

出入口 ① 幅は９０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ② 戸を設ける場合の構造  有・無 

  ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか 適・否  

  
⑵ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開

閉できる戸であるか 
適・否  

 ③ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか  ＊３ 適・否  

通路 ① 幅は１．８ｍ以上であるか 適・否  

 ② 戸を設ける場合の構造  有・無 

  ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか 適・否  

  
⑵ 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開

閉できる戸であるか 
適・否  

 ③ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか  ＊３ 適・否  

 ④ 照明設備があるか 適・否  

傾斜路 ① 幅は１．２ｍ以上であるか（段に併設する場合９０ｃｍ以上） 適・否  

 ② 勾配は１２分の１以下であるか           ＊４ 適・否  

 ③ 
高さが７５ｃｍ以内ごとに踏幅１．５ｍ以上の踊場があるか

（高さが７５ｃｍを超える場合） 
適・否  

エレベー 

ター 
① エレベーターの設置  有・無 

  ⑴ 籠及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

  
⑵ 籠の内法幅は１．４ｍ以上、内法奥行きは１．３５ｍ以

上であるか                   ＊５ 
適・否  

  ⑶ 籠内に鏡を設けているか         ＊５ 適・否  

  ⑷ 視覚的に確認可能な覗き窓等があるか 適・否  

  ⑸ 籠内に手すりを設けているか 適・否  

  ⑹ 戸の開扉時間を延長する機能を設けているか 適・否  

  
⑺ 籠内に停止予定階及び現在位置を表示する設備を設けて

いるか 
適・否  

  
⑻ 籠内に到着階及び戸の閉鎖を音声により知らせる設備を

設けているか 
適・否  

  
⑼ 籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が円滑に操作できる

位置に操作盤を設けているか 
適・否  

  
⑽ 籠内及び乗降ロビーの操作盤は、視覚障害者が容易に操

作できる構造のものであるか（１以上） 
適・否  

  ⑾ 乗降ロビーは水平で、１．５ｍ×１．５ｍ以上であるか 適・否  

  
⑿ 乗降ロビーに昇降方向を音声により知らせる設備を設け

ているか                    ＊６ 
適・否  

  
⒀ 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けて

いるか 
適・否  



 

  

⒁ 管制運転（地震、火災、停電時等）を行う装置を設け、

作動時にその旨を音声及び文字で知らせる設備を設けてい

るか 

適・否  

  
⒂ 台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、

障害者等の利用の状況を考慮しているか 
適・否  

エスカレ 

ーター 
① エスカレーターの設置               ＊７  有・無 

  ⑴ 上り及び下り専用を設けているか        ＊８ 適・否  

  ⑵ 踏み段及びくし板は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

  ⑶ 昇降口における踏段は同一平面状に３枚以上あるか 適・否  

  ⑷ 踏み段は識別しやすいか 適・否  

  ⑸ くし板は識別しやすいか 適・否  

  ⑹ 進入可否の表示があるか            ＊９ 適・否  

  ⑺ 幅は８０ｃｍ以上であるか（★１） 適・否  

  
⑻ 車椅子対応（昇降に必要な広さ、車止めの設置）になっ

ているか（★２） 
適・否  

経路  

公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって、主たる 

通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降 

口との間に係る移動等円滑化経路が異なる場合においては、 

これらの経路の長さの差は、できる限り小さくなっているか。 

適・否  

乗継ぎ経路 ① 

乗降場間の利用者の乗継ぎの用に供する経路（乗継ぎ経路） 

のうち、移動等円滑化経路②、出入口、通路、傾斜路、エレ 

ベーター、エスカレーターの基準に適合するものを、乗降場 

ごとに１以上設けているか。 

適・否  

 ② 

主たる乗継ぎ経路と①の基準に適合する乗継ぎ経路が異なる 

場合においては、これらの経路の長さの差は、できる限り小 

さくなっているか。 

適・否  

線路、水路等  

線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口 

がある鉄道の駅には、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑 

化経路をそれぞれ１以上設けているか。     ＊１０ 

適・否  

注意１ ＊１印は、構造上の理由により設置できない場合は、車椅子使用者の円滑な利用ができるエス

カレーター又は昇降機に代えることができる。 

注意２ ＊２印は、公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通機関の施設と一体的に利

用される他の施設の傾斜路又はエレベーターを利用することにより、高齢者、障害者等が公共交

通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と鉄道車両の乗降口との間の移動を円滑に行

うことができる場合は、この限りでない。管理上の理由により昇降機を設置することが困難であ

る場合も、同様とする。 

注意３ ＊３印は、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

注意４ ＊４印は、傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は８分の１以下とする。 

注意５ ＊５印は、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構

造のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。）につ

いては、この限りでない。 

注意６ ＊６印は、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる

設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が２のみである場合は、この限り

でない。 

注意７ ＊７印のうち、★１及び★２については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる

場合は、そのうち１のみが適合していれば足りる。 

注意８ ＊８印は、利用者が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。 

注意９ ＊９印は、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。 

注意１０ ＊１０印は、鉄道の駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道の駅の利用の状
況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しない場合は、この限りではない。 

 
 
 
 
 



 

９ 改札口  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 改札口を設ける場合（１以上）   

 ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 通行に支障となる段がないか 適・否  

② 自動改札機への進入の可否は容易に識別できるか 適・否  

 

１０ 乗降場  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

 【鉄道の 駅 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム】             ＊１  有・無 

① 
プラットホームの縁端と鉄道車両の乗降口の床面の縁端との間隔は小さい

ものか                            ＊２ 
適・否  

② プラットホームと鉄道車両の乗降口との床面は平らであるか 適・否  

 ［隙間又は段差がある場合］  有・無 

 
・車椅子使用者の円滑な乗降のため、十分な長さ、幅及び強度を有する設

備があるか（１以上）                    ＊３ 
適・否  

③ 横断勾配は１％を標準としているか               ＊３ 適・否  

④ 表面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

⑤ 線路側に視覚障害者の転落を防止する設備があるか        ＊４ 適・否  

⑥ 線路側以外の端部に転落防止設備があるか            ＊５ 適・否  

⑦ 列車の接近を警告するための設備（文字、音声等）があるか    ＊６ 適・否  

⑧ 照明設備があるか 適・否  

⑨ 
鉄道の駅の適切な場所に、列車に設けられる車椅子スペースに通じる鉄道

車両の乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しているか。 
適・否  

 【バスターミナルの乗降場】  有・無 

① 床の表面は、滑りにくい仕上げであるか。 適・否  

② 

乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の

用に供する場所に接する部分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者

のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられているか。 

適・否  

③ 
当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる

構造のものであること。 
適・否  

注意１ ＊１印については、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられたプラットホームは④及び⑦は

適用しない。 

注意２ ＊２印は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲とする。また、構造上の理由によ

りやむを得ず間隔が大きいときは、利用者に対して警告するための設備を設けること。 

注意３ ＊３印は、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

注意４ ＊４印は、発着するすべての鉄道車両の乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一

定の位置に停止させることができるプラットホーム（鋼索鉄道に係るものを除く。）にあっては、

ホームドア又は可動式ホーム柵（利用者の流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、点

状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備）を設けること。また、鉄道車両

を一定の位置に停止させることができない場合は、点状ブロック等その他の設備を設けること。 

注意５ ＊５印は、当該端部に階段が設置されている場合その他利用者が転落するおそれのない場合は、

この限りでない。 

注意６ ＊６印は、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでな

い。 

 

 



 

 

１１ 乗車券等販売所等 ＊１ 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 乗車券等販売所等を設ける場合（１以上）   

 ⑴ 出入口を設ける場合  有・無 

 ・幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 戸を設ける場合  有・無 

 ・幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ・高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であるか 適・否  

 ⑶ 通過する際に支障となる段がないか            ＊２ 適・否  

② カウンターは車椅子使用者の利用に適した構造であるか（１以上） ＊３ 適・否  

③ 
聴覚障害者が意思疎通を図るための設備を設けているか（勤務する者を置

かないものを除く。） 
適・否  

 当該設備がある旨を表示しているか 適・否  

注意１ ＊１印について、移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち

１以上の構造は８の通路に掲げる基準に適合するものとする。 

注意２ ＊２印は、構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 

注意３ ＊３印は、常時勤務する者が容易にカウンターの前へ出て対応できる構造である場合は、この

限りでない。 

 

１２ 券売機 *1 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 券売機を設ける場合（１以上）   

 ⑴ 金銭投入口等の高さは車椅子使用者の利用に配慮した構造であるか 適・否  

 ⑵ 視覚障害者の利用に配慮したものであるか   

 ・主要なボタンに点字表示があるか 適・否  

 ・音声案内があるか（ボタンのない券売機の場合） 適・否  

 ・点字の運賃表を設置しているか 適・否  

注意１ ＊１印ついて、乗車券等の販売を行う者が常駐する窓口が設けられている場合は、この限りで

ない。 

 

１３ 休憩設備 

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 休憩設備を設けているか（１以上）               ＊１ 適・否  

② 休憩設備又はその付近に適切な表示があるか 適・否  

注意１ ＊１印は、利用者の円滑な移動に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。 

 

１４ 育児用施設  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 育児用施設を設けているか 適・否  

② 出入口又はその付近に適切な表示があるか 適・否  

 



 

１５ 標識  

整  備  項  目 整備状況 摘 要 

① 
移動等円滑化のための主要な設備（＊１）又は案内板その他の設備の付近

には、これらの設備があることを表示する標識があるか       
適・否  

② 標識の構造   

 ⑴ 日本産業規格Ｚ８２１０に適合しているか 適・否  

 ⑵ 高齢者、障害者等の見やすい位置にあるか 適・否  

 ⑶ 高齢者、障害者等が表示の内容を容易に識別できるか 適・否  

③ 
公共用通路に直接通じる出入口又は改札口の付近には、移動等円滑化のため

の主要な設備の配置を表示した案内板を設けているか      ＊２ 
適・否  

④ 

公共用通路に直接通じる出入口の付近その他の適切な場所に、公共交通機関

の施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害

者に示すための設備を設けているか 

適・否  

⑤ 
聴覚障害者に配慮した文字情報表示設備を設けているか（案内、呼出し等の

窓口を設ける場合） 
適・否  

⑥ 避難に配慮した誘導灯を設けているか（点滅機能及び音声誘導機能） ＊３ 適・否  

⑦ 
車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声に

より提供するための設備を設けているか             ＊４ 
適・否  

注意１ ＊１印の移動等円滑化のための主要な設備とは、「エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便

所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備」のことをいう。 

注意２ ＊２印は、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでな

い。 

注意３ ＊３印は、避難口誘導灯のうち屋内から直接地上へ通じる出入口又は直通階段の出入口に設け

るものに限る。 

注意４ ＊４印は、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合においては、この

限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（その４）（第４条、第５条、第９条関係） 

 

整備項目表（公園） 

 

１ 主要な出入口（１以上） 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 幅は１．２ｍ以上であるか                    ＊１ 適・否  

② 車止めの相互間の間隔は９０ｃｍ以上であるか（１以上） 適・否  

③ 出入口から１．５ｍ以上の水平面が確保されているか        ＊２ 適・否  

④ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか         ＊３ 適・否  

⑤ 戸を設ける場合の構造  有・無 

 ⑴ 幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造であるか 適・否  

⑥ 表面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

⑦ 
線状ブロック等及び点状ブロック等を敷設しているか（出入口が車道等と接

する部分等） 
適・否  

注意１ ＊１印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、９０ｃｍ以上とするこ

と。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

注意３ ＊３印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は傾斜路（その踊

場を含む。以下同じ。）を併設すること。 

  

２ 園路 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 幅は１．８ｍ以上であるか                   ＊１ 適・否  

② 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか        ＊２ 適・否  

③ 縦断勾配は５％以下であるか                  ＊３ 適・否  

④ 横断勾配は１％以下であるか                  ＊４ 適・否  

⑤ 路面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

⑥ 排水溝を設ける場合の溝蓋は、通行に支障がないものか 適・否  

注意１ ＊１印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広

さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、５０ｍ以内ごとに車椅子が転回することができ

る広さの場所を設けた上で、幅を１．２ｍ以上とすること。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設

すること。 

注意３ ＊３印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８％以下とすること。 

注意４ ＊４印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、２％以下とすること。 

 

３ 階段（その踊場を含む。）  

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 手すりが両側にあるか（両端に階段の通じる場所を示す点字表示）  ＊１ 適・否  

② 回り段ではないか                       ＊１ 適・否  

③ 踏面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  



 
④ 段はつまずきにくいものか 適・否  

⑤ 両側に側壁又は立ち上がり部があるか 適・否  

⑥ 段は識別しやすいか 適・否  

⑦ 傾斜路を併設しているか（階段を設ける場合）           ＊２ 適・否  

⑧ 幅は、１．２ｍ以上であるか 適・否  

⑨ 高さ２．５ｍ以下ごとに奥行き１．２ｍ以上の踊場があるか 適・否  

⑩ 段の寸法   

 ⑴ 踏上げは１５ｃｍ以下であるか 適・否  

 ⑵ 踏面は３０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑶ 踏込みは２ｃｍ以下であるか 適・否  

 ⑷ 同一階段における、それぞれの寸法は一定であるか 適・否  

⑪ 段がある部分の上端に近接する園路に点状ブロック等が敷設されているか 適・否  

注意１ ＊１印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別な理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エ

レベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造のものをもって代えることができる。 

 

４ 主たる園路に設けられる階段又は段に併設する傾斜路（その踊場を含む。）  

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 幅は１．２ｍ以上であるか                    ＊１ 適・否  

② 縦断勾配は８％以下であるか 適・否  

③ 横断勾配は設けていないか 適・否  

④ 路面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

⑤ 
高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１．５ｍ以上の踊場があるか（高さ７５ｃｍを

超える傾斜路） 
適・否  

⑥ 手すりが両側にあるか（両端に傾斜路の通じる場所を示す点字表示） ＊２ 適・否  

⑦ 両側に側壁又は立ち上がり部があるか 適・否  

⑧ 
高齢者、障害者等の転落を防止する設備があるか（転落するおそれのある場

所） 
適・否  

⑨ 
点状ブロック等の敷設（傾斜路の上端に近接する踊場の部分）がされている

か                              ＊３ 
適・否  

注意１ ＊１印は、階段又は段に併設する場合は、９０ｃｍ以上とすることができる。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

注意３ ＊３印は、高さが１６ｃｍを超えない傾斜路の上端に近接するものである場合は、この限りで

ない。 

 

５ 屋根付広場    

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 屋根付広場を設ける場合（１以上）                   

 ⑴ 出入口を設ける場合の構造  有・無 

  ・幅は１．２ｍ以上であるか                  ＊１ 適・否  

  ・車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか       ＊２ 適・否  

 ⑵ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているか。 適・否  

注意１ ＊１印は、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、９０ｃｍ以上とするこ

とができる。 



 
注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、傾斜路を併設すること。 

 

６ 休憩所・管理事務所    

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 休憩所を設ける場合（１以上）                 ＊１   

 ⑴ 出入口を設ける場合の構造  有・無 

  ・幅は１．２ｍ以上であるか                 ＊２ 適・否  

  ・車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか      ＊３ 適・否  

 ⑵ 戸を設ける場合の構造  有・無 

  ・幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ・高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造でのものであるか 適・否  

② 
カウンターは車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであるか（１

以上）                            ＊４ 
適・否  

③ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されているか 適・否  

④ 便所を設ける場合は、９に掲げる基準に適合しているか（１以上） 適・否  

注意１ ＊１印の整備箇所は、管理事務所について準用する。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８０ｃｍ以上とするこ

とができる。 

注意３ ＊３印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設

すること。 

注意４ ＊４印は、常時勤務する者が容易にカウンターの前へ出て対応できる構造である場合は、この

限りでない。 

 

７ 野外劇場・野外音楽堂 ＊１ 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 出入口を設ける場合  有・無 

 ⑴ 幅は１．２ｍ以上であるか                 ＊２ 適・否  

 ⑵ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか      ＊３ 適・否  

② 
出入口と（３）の車椅子使用者用観覧スペース及び（４）の便所との間の経

路を構成する通路の構造 
 有・無 

 ⑴ 幅は、１．２ｍ以上であるか                ＊４ 適・否  

 ⑵ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないか      ＊３ 適・否  

 ⑶ 縦断勾配は、５％以下であるか               ＊５ 適・否  

 ⑷ 横断勾配は、１％以下であるか               ＊６ 適・否  

 ⑸ 路面は、滑りにくい仕上げであるか 適・否  

 

⑹ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘

導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が

設けられているか 

適・否  

③ 車椅子使用者用閲覧スペースの設置数（  ）箇所 適・否  

 ⑴ 収容定員数が２００以下の場合   

 収容定員数（  ）／５０＝（  ）箇所   

 ⑵ 収容定員数が２００を超える場合   



 

 収容定員数（  ）／１００＋２＝（  ）箇所   

④ 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便

所を設ける場合は、９の項（２）から⑺までの基準に適合するものであるか 

（１以上） 

適・否  

⑤ 車椅子使用者用観覧スペースの構造   

 ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 奥行きは１．２以上であるか 適・否  

 ⑶ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段はないか 適・否  

 
⑷ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用

者の転落を防止するための設備が設けられているか 
適・否  

注意１ ＊１印の整備箇所は野外音楽堂について準用する。 

注意２ ＊２印は、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、９０ｃｍ以上とするこ

と。 

注意３ ＊３印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、傾斜路を併設すること。 

注意４ ＊４印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広

さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を８０センチメートル以上とすること。 

注意５ ＊５印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８％以下とすること 

注意６ ＊６印は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、２％以下とすること 

 

８ 駐車場   ＊１ 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 車椅子使用者用駐車施設の設置数（  ）台 適・否  

 ⑴ 全駐車台数が２００以下の場合   

 全駐車台数（  ）／  ５０ ＝（  ）台   

 ⑵ 全駐車台数が２００を超える場合   

 全駐車台数（  ）／１００＋２＝（  ）台   

② 車椅子使用者用駐車施設の構造   

 ⑴ 幅は３．５ｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 車椅子使用者用駐車施設の表示があるか 適・否  

 ⑶ 車両への乗降部分はできるだけ水平であるか 適・否  

③ 出入り口までの距離ができるだけ短い位置に設けられているか 適・否  

注意１ ＊１印は、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐

車のための駐車場については、この限りでない。 

 

９ 便所 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 床面は滑りにくい仕上げであるか 適・否  

② 
床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５ｃｍ以下のものに限

る。）その他これらに類する小便器を設けているか（１以上） 
適・否  

 上記の小便器の両側に手すりが適切に配置されているか（１以上） 適・否  

③ 車椅子使用者用便房（１以上）  有・無 

 ⑴ 出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑵ 出入口に車椅子使用者が通過するのに支障となる段がないか  ＊１ 適・否  



 
 ⑶ 出入口に戸を設ける場合の構造  有・無 

 ・幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ・高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものか 適・否  

 
⑷ 車椅子が３６０度回転できるよう、直径１．５ｍ以上の円が内接できる

空間が確保されているか 
適・否  

 ⑸ 腰掛便座、手すり等を設けているか 適・否  

 ⑹ 便房と便所の出入口に車椅子使用者用便房に関する表示をしているか 適・否  

 ⑺ 手洗器  有・無 

 ・車椅子使用者の利用に配慮した高さ及び空間であるか 適・否  

 ・手洗器具は、容易に操作できるものか 適・否  

 ・強度の確保又は両側に手すりがあるか 適・否  

④ 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房の設置（１以上）  有・無 

 
⑴ 便房と便所の出入口に水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房に関

する表示をしているか 
適・否  

⑤ 準車椅子使用者用便房（１以上）                 ＊２  有・無 

 ⑴ 腰掛便座、手すり等を設けているか 適・否  

 ⑵ 車椅子で利用しやすいよう、十分な空間が確保されているか 適・否  

 ⑶ 出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか 適・否  

 ⑷ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものか 適・否  

 ⑸ 手洗器  有・無 

 ・車椅子使用者の利用に配慮した高さ及び空間があるか 適・否  

 ・手洗器具は、容易に操作できるものか 適・否  

 ・強度の確保又は両側に手すりがあるか 適・否  

 ⑹ 出入口に準車椅子使用者用便房であることを表示しているか 適・否  

⑥ 乳幼児設備（１以上）  有・無 

 ⑴ 便房内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けたか 適・否  

 ⑵ 便所内に、乳幼児用ベッドその他おむつの交換ができる設備を設けたか 適・否  

 ⑶ ⑴、⑵の表示が便所の出入口にあるか 適・否  

注意１ ＊１印は、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

注意２ ＊２印は、車椅子使用者用便房以外に便所を設ける場合は、準車椅子使用者用便房を設けるこ

と。 

 

１０ 水飲場及び手洗場 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 高齢者、障害者等の利用に適した構造のものであるか（１以上） 適・否  

 

１１ 掲示板及び標識 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 高齢者、障害者等の利用に配慮しているものか 適・否   

② 表示された内容が容易に識別できるものか 適・否   

③ 視覚障害者に配慮した点字、音声その他の方法による設備があるか 適・否   



 

④ 
主要な出入口及び園路の付近に設けているか（１以上）（１から１０までに

規定する施設の配置を表示した標識を設ける場合） 
適・否  

⑤ 聴覚障害者に配慮した文字情報表示設備があるか 適・否   

 

１２ 育児用施設 

整  備  項  目 整備状況 摘要 

① 育児用施設が設けられているか（当該公園に管理施設を設ける場合） 適・否   

② 出入口又はその付近に適切な表示があるか 適・否   

 
 

 

 

 

 



 

 

第２条 さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正す

る規則（令和６年さいたま市規則第７１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中様式第２号（その１）の改正規定を次のように改める。 

 様式第２号（その１）を次のように改める。 

  



 

様式第２号（その１）（第４条、第５条、第９条関係） 

 

整備項目表（建築物） 

○一般基準 

１ 出入口 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 戸に衝突の防止措置があるか（前面が透明な戸の場合）  適 ･ 否  

② 利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できるか（自動ドアの場合）  適 ･ 否  

注意１ 適用欄の各印は、次に掲げる者が利用するものについて適用することを示す。（以下同じ。） 

◎ ：不特定かつ多数の者 

□ ：主として高齢者、障害者等 

△ ：主として視覚障害者 

無印：不特定かつ多数の者、主として高齢者、障害者等、主として視覚障害者及び多数の者 

注意２ 整備状況欄には、該当する方へ○を付ける。該当する特定施設等がない場合は斜線を記入する。 

   （以下同じ。） 

注意３ 備考欄の各印は、次の法令においても整備の基準であることを示す。（共同住宅又は寄宿舎、

車両の停車場等若しくは公共用歩廊にあっては２，０００㎡以上、公衆便所にあっては５０㎡以

上のものに限る。）（以下同じ。） 

   ＃  ：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。） 

   ＃＃ ：埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例（以下「県条例」

という。） 

 

２ 廊下等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

② 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）＊1 ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

③ 
通行の支障となる突出物はないか（通行の安全上支障が生じないよう

措置が講じられた場合を除く。） 
 適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、以下の場合を除く。 

・勾配が１／２０以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

 

 

３ 階段 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 手すりを設けているか（踊場を除く。）  適 ･ 否 ＃ 

    〃 両側に設けているか（踊場を含む。）  適 ･ 否 ＃＃ 

② 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 段は識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

④ 段はつまずきにくいものか  適 ･ 否 ＃ 

  段鼻の突き出しがなく、蹴込みは２ｃｍ以下か  適 ･ 否  

⑤ 
点状ブロック等の敷設（段がある部分の上端に近接する踊場の部分）

＊１ 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

⑥ 主な階段を回り階段としていないか＊２  適 ･ 否 ＃ 

⑦ 踏面の両側に、側壁又は２ｃｍ以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、以下の場合を除く。 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

・段がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりを設ける場合 

注意２ ＊２印は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときはこの限りでは

ない。 

 

 

 



 

４ 傾斜路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６㎝以下の傾斜が

ある部分は免除） 
 適 ･ 否 ＃ 

    〃 両側に設けているか（   〃   ）  適 ･ 否  

② 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 前後の廊下等と識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

④ 
点状ブロック等の敷設（傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分

）＊１ 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

⑤ 両側に側壁又は５ｃｍ以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、以下の場合を除く。 

・勾配が１／２０以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

・傾斜がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりを設ける場合 

 

 

５ 便所（⑤を除き、男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上） 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 「車椅子使用者用便房」を設けているか（１以上） － －  

  ⑴ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか  適 ･ 否 ＃ 

 ⑵ 車椅子で円滑に利用できる十分な空間が確保されているか  適 ･ 否 ＃ 

  

「車椅子使用者用便房」（なお、床面積の合計が５００㎡以上の建

築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。）及び公衆便所にあって

は、車椅子が３６０度回転できるよう、直径１．５ｍ以上の円が内

接できる空間を確保すること。） 

 適 ･ 否  

  ⑶ 床の表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否  

② 
水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（１以上

） 
 適 ･ 否 ＃ 

③ 「車椅子使用者用便房」が２以上又は「車椅子使用者用便房」及び次に

掲げる便所（「準車椅子使用者用便房」）のある便房がそれぞれ１以上

あるか（床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物（ホテル若しくは旅

館又は共同住宅、寄宿舎若しくは下宿を除く。）に限る。） 

⑴ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか 

⑵ 車椅子で円滑に利用できる十分な空間が確保されているか 

 適 ･ 否  

 

 

 

 

 

④ 次の手洗器を設けているか（「車椅子使用者用便房」、「準車椅子使

用者用便房」のある便所内） 
－ －  

  ⑴ 車椅子使用者の利用に配慮した高さであり、下部に空間があるか  適 ･ 否  

  
⑵ もたれかかった時に耐えうるものか又は両側に手すりが適切に配 

置されているか 
 適 ･ 否  

  ⑶ 手洗器具は容易に操作できるか  適 ･ 否  

⑤ 床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５ｃｍ以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器を設けているか（１以上） 
 適 ･ 否 ＃ 

 

  小便器の両側に手すりが適切に配置されているか（１以上）  適 ･ 否  

⑥ 
乳幼児設備（１以上）（床面積の合計が２，０００㎡以上の建築物）

＊ 
 適 ･ 否 ＃＃ 

  
     （１以上）（床面積の合計が５００㎡以上の建築物及び公

衆便所）＊１ 
 適 ･ 否  

  
     （１以上）（床面積の合計が５００㎡未満の建築物（公衆

便所を除く。））＊１（努力基準） 
 適 ･ 否  

  
⑴ 便所内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けた便

房を設けたか（１以上） 
 適 ･ 否 ＃＃ 

 
⑵ 便所内又は利用しやすい場所に、乳幼児用ベッドその他おむつの

交換ができる設備を設けたか（１以上） 
 適 ･ 否 ＃＃ 

 ⑶ ⑴、⑵の表示が便所の出入口にあるか  適 ･ 否 ＃＃ 



 

注意 ＊１印の行に記載の建築物は、以下に掲げる施設に限る。 

・学校（幼稚園に限る。） ・病院又は診療所 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ・集会場又

は公会堂 ・展示場 ・百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 ・ホテル又は旅館 ・

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 ・福祉ホームその他これに類するも

の（主として障害者等が７利用するものに限る。） ・児童厚生施設、身体障害者福祉センターそ

の他これらに類するもの ・体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊

技場 ・博物館、美術館又は図書館 ・飲食店 

 

６ 浴室等（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上） 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか  適 ･ 否  

② 車椅子で利用しやすいよう十分な空間が確保され、段はないか  適 ･ 否  

③ 水洗器具は容易に操作できるか  適 ･ 否  

④ 

更衣ブース、シャワーブースの出入口の幅は８５㎝以上であるか（１以

上）（構造上困難な場合又は車椅子使用者が直進できる場合は、８０ｃ

ｍ以上） 

 適 ･ 否  

 

７ ホテル・旅館の客室 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 

「車椅子使用者用客室」を設けているか 

（客室総数の１／１００以上（５０室未満は不要）） 

〔客室の総数（ ）／１００＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕

◎□ 適 ･ 否 

車椅子使用者用客室 

（ ）

室＃ 

  
（客室の総数２００未満の場合はその１／５０以上） 

〔客室の総数（ ）／５０＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

  
（客室の総数が２００以上の場合はその１／１００＋２以上） 

〔客室の総数（ ）／１００＋２＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

② 「車椅子使用者用客室」の構造は適切か － －  

  

⑴ 便所 

（当該客室のある階に「車椅子使用者用便房」が設けられた共用便所

がある場合は除く。） 

－ －  

   ・腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

   ・車椅子で円滑に利用できる十分な空間が確保されているか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  ・床の表面は滑りにくい仕上げであるか ◎□ 適 ･ 否  

   ・出入口の幅は８０㎝以上であるか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  
 ・   〃  ８５㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車椅子使

用者が直進できる場合は、８０ｃｍ以上） 
◎□ 適 ･ 否  

  
・戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前

後に高低差がないか 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  
⑵ 浴室又はシャワー室 

（次の基準を満たした共用の浴室等がある場合は除く。） 
－ －  

  
・車椅子使用者が円滑に利用できる構造か（浴槽、シャワー、手すり

等の適切な配置。十分な空間確保。） 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  ・出入口の幅は８０㎝以上であるか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  
・     〃   ８５㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車

椅子使用者が直進できる場合は、８０ｃｍ以上） 
◎□ 適 ･ 否  

  
・戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前

後に高低差がないか 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  
⑶ 客室には、車椅子が３６０度回転できるよう、直径１．５ｍ以上の

円が内接できる空間が確保されているか 
◎□ 適 ･ 否  

③ 
非常警報装置を設けているか（聴覚障害者が利用する客室内）（努力基

準） 
◎□ 適 ･ 否  

 

８ 客席 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 



 

① 

「車椅子使用者用客席」を設けているか  

（客席の総数２００未満の場合はその１／５０以上） 

〔客席の総数（ ）／５０＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 

 

◎□ 

－ 

適 ･ 否 

車椅子使用者用客席 

（ ）

席  

  

（客席の総数が２００以上１，０００未満の場合はその１／１０

０＋２以上） 

〔客席の総数（ ）／１００＋２＝（ ）以上〕 

◎□ 適 ･ 否  

  

（客席の総数が１，０００以上の場合はその１／５００＋１０以

上） 

〔客席の総数（ ）／５００＋１０＝（ ）以上〕 

◎□ 適 ･ 否  

② 
「車椅子使用者用客席」の幅は９０ｃｍ以上、奥行きは、１．２ｍ以

上であるか 
◎□ 適 ･ 否  

③ 
「移動等円滑化経路」を構成する出入口から「車椅子使用者客席」ま

での経路は適切か 
－ －  

  ⑴ 幅は、１．２ｍ以上であるか ◎□ 適 ･ 否  

  ⑵ 傾斜路は適切か － －  

  
・手すりを両側に設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６㎝以

下の傾斜がある部分は免除） 
◎□ 適 ･ 否  

  ・表面は滑りにくい仕上げであるか ◎□ 適 ･ 否  

  ・両側に側壁又は５ｃｍ以上の立上がり部があるか ◎□ 適 ･ 否  

  ・幅は１．２ｍ以上（段併設の場合は９０ｃｍ以上）であるか ◎□ 適 ･ 否  

  
・勾配は１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は１／８以下）であ

るか 
◎□ 適 ･ 否  

  
・高さ７５㎝を超えるものにあっては、高さ７５㎝以内ごとに踊場

を設けているか 
◎□ 適 ･ 否  

  ・踊場を設ける場合は踏幅１．５ｍ以上であるか ◎□ 適 ･ 否  

④ 難聴者の聴力を補うための装置を設けているか（努力基準） － － 
車椅子使用者用客席 

（ ）

席  

  
（客席の総数２００未満の場合はその１／５０以上） 

〔客席の総数（ ）／５０＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 
◎□ 適 ･ 否  

  

（客席の総数が２００以上１，０００未満の場合はその１／１０

０＋２以上） 

〔客席の総数（ ）／１００＋２＝（ ）以上〕 

◎□ 適 ･ 否  

  
（客席の総数が１，０００以上の場合はその１／５００＋１０以

上） 
◎□ 適 ･ 否  

 

９ カウンター等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
車椅子使用者の利用に配慮（高さ、下部空間）したか（カウンター、記

載台、公衆電話台） 
  適 ･ 否  

② 
高齢者、障害者等の利用に配慮したか（券売機、公衆電話機、自動販売

機、水飲み器など）（努力基準） 
  適 ･ 否  

 

１０ 休憩設備 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
「休憩設備」を適切な位置に設けているか（２，０００㎡以上の建築物

に廊下等を設ける場合に限る。）＊１ 
 適 ･ 否  

② 必要に応じ、その表示をしたか  適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、以下に掲げる施設を除く。 

・公衆便所 

・主として自動車の駐車の用に供する施設 

 

 

 

 

 

 

 



 

１１ 敷地内の通路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

② 段がある部分は適切か － －  

  ⑴ 手すりを設けているか  適 ･ 否 ＃ 

    〃   両側に設けているか   適 ･ 否  

  ⑵ 段は識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

  ⑶ 段はつまずきにくいものか  適 ･ 否 ＃ 

   段鼻の突き出しがなく、踏込みは２ｃｍ以下か  適 ･ 否  

③ 傾斜路は適切か － －  

  
⑴ 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６㎝以下又は勾

配１／２０以下の傾斜がある部分は免除） 
 適 ･ 否 ＃ 

   〃  両側に設けているか（    〃    ）  適 ･ 否  

  ⑵ 前後の通路と識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

  ⑶ 両側に側壁又は５ｃｍ以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

④ 
通行の支障となる突出物はないか（通行の安全上支障が生じないよう措

置が講じられた場合を除く） 
 適 ･ 否  

⑤ 排水溝の溝蓋は、白杖、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造か  適 ･ 否  

 

１２ 駐車場＊1 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 「車椅子使用者用駐車施設」（１以上）を設けているか  ＊２  適 ･ 否 

車椅子使用者用駐車施設

（ ）

台 ＃ 

 
（全駐車台数が２００未満の場合はその１／５０以上） 

〔全駐車台数（ ）／５０＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 
 適 ･ 否  

 

（全駐車台数が２００以上１，０００未満の場合はその１／１００

＋２以上） 

〔全駐車台数（ ）／１００＋２＝（ ）以上〕 

 適 ･ 否  

 
（全駐車台数が１，０００以上の場合はその１／５００＋１０以上）

〔全駐車台数（ ）／５００＋１０＝（ ）以上〕 
 適 ･ 否  

② 「車椅子使用者用駐車施設」の構造は適切か － －  

 ⑴ 幅は３．５ｍ以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

 ⑵ 奥行きは６ｍ以上であるか  適 ･ 否  

 
⑶ 「利用居室」までの経路が、できるだけ短い位置に設けられている

か 
 適 ･ 否 ＃ 

 ⑷ 車両への乗降部分はできるだけ水平であるか  適 ･ 否  

③ 
「高齢者、障害者等優先停車施設」（車寄せを設けた場合）は利用に配

慮したか（努力基準） 
－ －  

  
⑴ 車両への乗降部分はできるだけ水平で、１．５ｍ×１．５ｍ以上で

あるか 
 適 ･ 否  

  ⑵ 必要に応じ、表示をしたか  適 ･ 否  

  ⑶ 出入口からの経路は、「移動等円滑化経路」を構成しているか  適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、駐車場が２以上あるときは、合わせて１の駐車場とみなす。 

注意２ ＊２印は、共同住宅、寄宿舎にあっては、２，０００㎡以上のものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１３ 標識 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
標識（移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所、駐車施設

の付近の見やすい位置に）が設置されているか 
 適 ･ 否 ＃ 

② ①で設ける標識の内容がＪＩＳＺ８２１０に適合しているか  適 ･ 否 ＃ 

③ ①以外の標識は適切か － －  

  ⑴ 見やすい位置に設置されているか  適 ･ 否  

  ⑵ 内容が容易に識別できるか  適 ･ 否  

④ 

誘導灯（直接地上へ通じる出入口、直通階段の出入口）は避難に配慮し

たものか（点滅機能及び音声誘導機能付き） 

（自動火災報知設備の設置を必要としない建築物を除く） 

◎□ 適 ･ 否  

 

１４ 案内設備 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所、駐車施設の配置 

を表示した案内板等又は案内所を設けているか（エレベーター等、便所、

駐車施設の配置を容易に確認できる場合は免除） 

 適 ･ 否 ＃ 

② 
移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所の配置を点字等で

示す設備又は案内所を設けているか 
 適 ･ 否 ＃ 

③ 
聴覚障害者に配慮した設備を設けたか（案内、呼出し等の窓口）（努力

基準） 
 適 ･ 否  



 

○移動等円滑化経路 

１ 各経路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 次の各経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路又はエレベータ

ー等を併設する場合は免除） 

⑴ 「道等」から「利用居室」まで（１層移動のみの場合は、上下移

動の部分は免除） 

⑵ 「利用居室」（「利用居室」がない場合は、「道等」）から「車

椅子使用者用便房」まで 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

適 ･ 否 

 

適 ･ 否 

 

＃ 

 

＃ 

  「利用居室」（「利用居室」がない場合は、「道等」）から「準

車椅子使用者用便房」まで 
 適 ･ 否  

  ⑶ 「車椅子使用者用駐車施設」から「利用居室」（「利用居室」が

ない場合は、「道等」）まで 
 適 ･ 否 ＃ 

  ⑷ 公共用歩廊の場合、「道等」から公共用歩廊を通過し、その他方

の側の「道等」まで 
 適 ･ 否 ＃ 

 

２ 出入口 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は８０㎝以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

  
幅は８５㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車椅子使用者が直進で

きる場合は、８０ｃｍ以上） 
 適 ･ 否  

② 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
 適 ･ 否 ＃ 

③ 直接地上へ通じる主要な出入口は適切か － －  

  ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか  適 ･ 否  

  ⑵ 屋根又はひさしを設けたか（努力基準）  適 ･ 否  

 

３ 廊下等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．２ｍ以上であるか   適 ･ 否 ＃ 

② 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか   適 ･ 否 ＃ 

③ 末端の付近に車椅子が転回可能な場所があるか   適 ･ 否  

④ 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否 ＃ 

⑤ 
手すりを設けたか（病院、診療所、老人ホーム、福祉ホーム（高齢者

、障害者等が利用するものに限る。）に限る。） 
◎□ 適 ･ 否  

⑥ 

乳幼児のおむつの交換及び授乳ができる設備を設け、その位置を表示

しているか（１以上）（５，０００㎡以上のもの）＊１（廊下等以外

の場所に設け、廊下等にその位置を表示することでも可） 

◎□ 適 ･ 否 ＃＃ 

注意１ ＊１印は、以下に掲げる施設に限る。 

   ・病院又は診療所 ・集会場又は公会堂 ・展示場 ・百貨店、マーケットその他物品販売業を

営む店舗 ・ホテル又は旅館 ・保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署  

・博物館、美術館又は図書館  

 

４ 傾斜路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．２ｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか  適 ･ 否 ＃ 

② 勾配は１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は１／８以下）であるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 
高さ７５㎝を超えるものにあっては、高さ７５㎝以内ごとに踊場を設

けているか 
 適 ･ 否 ＃ 

④ 踊場を設ける場合は踏幅１．５ｍ以上であるか  適 ･ 否  

 

 



 

５ エレベーター及びその乗降ロビー 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
籠は必要階（「利用居室」、「車椅子使用者用便房」、「車椅子使用者

用駐車施設」のある階、及び地上階）に停止するか 
 適 ･ 否 ＃ 

 籠は必要階（「準車椅子使用者用便房」のある階）に停止するか  適 ･ 否  

② 籠及び昇降路の出入口の幅は８０㎝以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 

籠の奥行きは１．３５ｍ以上（床面積の合計が１，０００㎡以上２，０

００㎡未満の共同住宅、寄宿舎及び下宿にあっては、１．１５ｍ以上）

であるか 

 適 ･ 否 ＃ 

④ 乗降ロビーは水平で、１．５ｍ×１．５ｍ以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

⑤ 
籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設けてい

るか 
 適 ･ 否 ＃ 

⑥ 籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか  適 ･ 否 ＃ 

⑦ 乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか  適 ･ 否 ＃ 

⑧ 籠内の両側面に手すりを設けているか  適 ･ 否  

⑨ 籠内に鏡を設けているか  適 ･ 否  

⑩ 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか  適 ･ 否  

⑪ 
不特定多数の者が利用する２，０００㎡以上の建築物に設けるものの

場合 
－ －  

  ⑴ 籠の幅は１．４ｍ以上であるか ◎ 適 ･ 否 ＃ 

  ⑵ 籠は車椅子が転回できる構造か ◎ 適 ･ 否 ＃ 

⑫ 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用する者の場合＊１ － －  

  ⑴ 籠内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

  
⑵ 籠内及び乗降ロビーに点字等の方法による制御装置を視覚障害者が

円滑に操作できる位置に設けているか 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

  
⑶ 籠内又は乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を

設けているか 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

  
⑷ 開閉する籠の出入口を知らせる音声装置を設けているか（出入口が

複数あるエレベーターの場合） 
◎△ 適 ･ 否  

  
⑸ 管制運転（地震、火災、停電時等）を行う装置を設け、作動時にそ

の旨を音声及び文字で知らせる設備を設けているか（努力基準） 
◎△ 適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 
 

６ 特殊な構造又は使用形態のエレベーター等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① エレベーターの場合 － －  

  ⑴ 段差解消機＊１であるか   適 ･ 否 ＃ 

  ⑵ 籠の幅は７０ｃｍ以上、奥行きは１．２ｍ以上であるか   適 ･ 否 ＃ 

  
⑶ 籠の奥行きと幅は十分であるか（車椅子使用者が籠内で方向を変更

する必要がある場合） 
  適 ･ 否 ＃ 

② エスカレーターの場合 － －  

  車椅子使用者用エスカレーター＊２であるか   適 ･ 否 ＃ 

注意１ ＊１印の「段差解消機」とは、昇降行程が４ｍ以下のエレベーター又は階段の部分その他これら

に類する部分に沿って昇降するエレベーターで、籠の定格速度が１５ｍ毎分以下で、かつ、その床

面積が２．２５㎡以下のものは、平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものを

いう。以下同じ。 

注意２ ＊２印の「車椅子使用者用エスカレーター」とは、車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させ

る場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、運転時における踏

段の定格速度を３０ｍ毎分以下とし、かつ２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを

設けたものにあっては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし書のものをいう。以下同じ

。 

 



 

 

７ 敷地内の通路＊1 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．２ｍ以上であるか   適 ･ 否 ＃ 

  幅は１．４ｍ以上であるか   適 ･ 否  

② 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回に支障がない場所があるか   適 ･ 否 ＃ 

③ 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否 ＃ 

④ 傾斜路は適切か － －  

  ⑴ 幅は１．２ｍ以上（段に併設する場合は９０㎝以上）であるか   適 ･ 否 ＃ 

  
⑵ 勾配は１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は１／８以下）であ

るか 
  適 ･ 否 ＃ 

  
⑶ 高さ７５㎝を超えるものにあっては、高さ７５㎝以内ごとに踏幅１

．５ｍ以上の踊場を設けているか（勾配１／２０以下の場合は免除） 
  適 ･ 否 ＃ 

  ⑷ 踊場を設ける場合は踏幅１．５ｍ以上であるか   適 ･ 否  

注意１ ＊１印は、地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までとする。 
 

  



 

〇共同住宅及びホテル又は旅館における特定経路（移動等円滑化経路を除く。） 

１ 経路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 次の経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路又はエレベーター

等を併設する場合は免除） 

⑴ 「道等」から各住戸又は各客室まで（１層移動のみの場合は、上

下移動の部分は免除） 

－ 

 

 

 

－ 

 

適 ･ 否 

 

 

 

 

 

２ 出入口（各住戸又は各居室の出入口は除く。） 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
幅は８５㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車椅子使用者が直進で

きる場合は、８０ｃｍ以上） 
 適 ･ 否  

② 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
 適 ･ 否  

③ 直接地上へ通じる主要な出入口は適切か － －  

  ⑴ 幅は９０ｃｍ以上であるか  適 ･ 否  

  ⑵ 屋根又はひさしを設けたか（努力基準）  適 ･ 否  

 

３ 廊下等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．２ｍ以上であるか  適 ･ 否  

② 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか  適 ･ 否  

③ 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否  

 

４ 傾斜路 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．２ｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか  適 ･ 否  

② 勾配は１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は１／８以下）であるか  適 ･ 否  

③ 
高さ７５㎝を超えるものにあっては、高さ７５㎝以内ごとに踊場を設

けているか 
 適 ･ 否  

④ 踊場を設ける場合は踏幅１．５ｍ以上であるか  適 ･ 否  

 

５ エレベーター及びその乗降ロビー 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
籠は必要階（各住戸又は各客室、「車椅子使用者用便房」、「車椅子使

用者用駐車施設」のある階、及び地上階）に停止するか 
 適 ･ 否  

② 籠及び昇降路の出入口の幅は８０㎝以上であるか  適 ･ 否  

③ 籠の奥行きは１．１５ｍ以上であるか  適 ･ 否  

④ 乗降ロビーは水平で、１．５ｍ×１．５ｍ以上であるか  適 ･ 否  

⑤ 
籠内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設けてい

るか 
 適 ･ 否  

⑥ 籠内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか  適 ･ 否  

⑦ 乗降ロビーに到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか  適 ･ 否  

⑧ 籠内の両側面に手すりを設けているか  適 ･ 否  

⑨ 籠内に鏡を設けているか  適 ･ 否  

⑩ 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか  適 ･ 否  

 

 

 



 

６ 特殊な構造又は使用形態のエレベーター等 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① エレベーターの場合 － －  

  ⑴ 段差解消機であるか   適 ･ 否  

  ⑵ 籠の幅は７０ｃｍ以上、奥行きは１．２ｍ以上であるか   適 ･ 否  

  
⑶ 籠の奥行きと幅は十分であるか（車椅子使用者が籠内で方向を変更

する必要がある場合） 
  適 ･ 否  

② エスカレーターの場合 － －  

  車椅子使用者用エスカレーターであるか   適 ･ 否  

 

７ 敷地内の通路＊1 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は１．４ｍ以上であるか   適 ･ 否  

② 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回に支障がない場所があるか   適 ･ 否  

③ 
戸を設ける場合は車椅子使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否  

④ 傾斜路は適切か － －  

  ⑴ 幅は１．２ｍ以上（段に併設する場合は９０㎝以上）であるか   適 ･ 否  

  
⑵ 勾配は１／１２以下（高さ１６㎝以下の場合は１／８以下）であ

るか 
  適 ･ 否  

  
⑶ 高さ７５㎝を超えるものにあっては、高さ７５㎝以内ごとに１．５

ｍ以上の踊場を設けているか（勾配１／２０以下の場合は免除） 
  適 ･ 否  

  ⑷ 踊場を設ける場合は踏幅１．５ｍ以上であるか   適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までとする。 
 

○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの 1 以上の経路に係る基

準）＊1 

  整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
線状ブロック等及び点状ブロック等の敷設又は音声等により誘導する設

備の設置（進行方向を変更する必要のない風除室は免除） 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

② 線状ブロック等及び点状ブロック等は識別しやすいものか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

③ 車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

④ 
段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設して

いるか ＊２ 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

注意１ ＊１印は、以下の場合を除く。  

   ・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

   ・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口までの経路を整備してある場合 

注意２ ＊２印は、以下の場合を除く。 
・勾配が１／２０以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さが１６㎝以下で勾配が１／１２以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・段又は傾斜がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりが設けられている踊り場である場

合 



 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例

施行規則の規定は、令和７年４月１日以後に工事に着手した生活関連施設及び特定

生活関連施設について適用し、同日前に工事に着手した生活関連施設及び特定生活

関連施設については、なお従前の例による。 

３ 令和７年４月１日から３０日を経過する日までの間に特定生活関連施設の工事に

着手する場合における第 1 条の規定による改正後のさいたま市だれもが住みよい福

祉のまちづくり条例施行規則第５条の規定の適用については、同条第１項中「特定

生活関連施設の新築等の工事に着手する３０日前までに」とあるのは、「この規則

の施行後速やかに」とする。 



 

 

さいたま市規則第７８号 

   さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成１８年さいたま市規則

第１４９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（公示の方法） （公示の方法） 

第４条 条例第１１条第１項の規定による公示は、

さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま市条

例第３号）第２条第２項の例により掲示する。 

第４条 条例第１１条第１項の規定による公示は、

さいたま市公告式条例（平成１３年さいたま市条

例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

することにより行うほか、市長が適当と認める方

法により行うものとする。 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第７９号 

   さいたま市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市営住宅条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２２５号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （公開抽選の立会い）  （公開抽選の立会い） 

第５条 入居申込者は、条例第１０条第１項の公開

抽選に立ち会うことができる。 

第５条 入居申込者は、条例第１０条第２項及び第

４項の公開抽選に立ち会うことができる。 

  

 （条例第１０条第２項の規則で定めるもの）  

第５条の２ 条例第１０条第２項の規則で定めるも

のは、次に掲げる者とする。 

 

 ⑴ 現に同居し、又は同居しようとする、配偶者

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以

下同じ。）又はパートナーシップ関係の相手方

（双方又はいずれか一方が性自認又は性的指向

に係る性的少数者である２人が、互いを人生の

パートナーとして、相互の協力により、継続的

な共同生活を行っている、又は行うことを約し

た関係の相手方で市長が認めるものをいう。以

下同じ。）がある６０歳以上の入居申込者であ

って、他に同居し、又は同居しようとする者が

いないもの 

 

 

 ⑵ ６０歳以上の現に同居し、又は同居しようと

する、配偶者又はパートナーシップ関係の相手

方がある入居申込者であって、他に同居し、又

は同居しようとする者がいないもの 

 

 ⑶ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及 

  び次のいずれかに該当する者のみと現に同居し、

  若しくは同居しようとする入居申込者（入居申

込者又は配偶者若しくはパートナーシップ関係

の相手方の双方若しくはいずれか一方が６０歳

以上である場合に限る。） 

 

  ア 入居申込者の１８歳未満の３親等以内の親

族又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

 



 

 

号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４に規定する里親に委託されている

児童（以下「里子」という。） 

  イ 入居申込者の６０歳以上の３親等以内の親

族 

 

 ⑷ 入居申込者又は入居申込者と同居し、若しく

は同居しようとする者が次のいずれかに該当す

るもの 

 

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条第４項の規定により交付を受

けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者

として記載されている者で、当該手帳に記載

されている身体上の障害の程度が身体障害者

福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５

号）別表第５号の１級から４級までであるも

の 

 

  イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第５条第１項

に規定する精神障害者（ウに該当する知的障

害者を除く。）で、その障害の程度が精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（

昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に

規定する１級又は２級であるもの 

 

  ウ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号）にいう知的障害者で、その知的障害の程

度がイに規定する精神障害の程度に相当する

程度であるもの 

 

  エ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第１項に規定する支援給付

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第１２７号）

附則第４条第１項に規定する支援給付及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成２５年法律第１０６号）附則

第２条第２項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた同法による改正前の中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律第１４条第１項に規

定する支援給付を含む。）を受けている者 

 

  オ 条例第６条第１項第１号ウ、エ及びカから

ケまでのいずれかに該当する者 

 

 ⑸ １８歳に達する日以後の最初の３月末日まで

の間にある児童又は里子と同居してこれを扶養

する者 

 

 ⑹ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）第６条第１項に規定する配偶

 



 

 

者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者

のない男子で、現に２０歳未満の児童又は里子

を扶養しているもの 

 ⑺ ４０歳未満である配偶者と現に同居し、又は

同居しようとする４０歳未満の者 

 

 ⑻ ４人以上の親族等と現に同居し、又は同居し

ようとする者 

 

 ⑼ 前各号に該当する者のほか、特に住宅に困窮

し、居住の安定確保が必要と市長が認める者 

 

  

 （条例第１１条の２の規則で定めるもの）  

第５条の３ 条例第１１条の２の規則で定めるもの

は、次に掲げる者とする。 

 

 ⑴ 前条第４号から第７号までのいずれかに該当

する者 

 

 ⑵ 前号に該当する者のほか、市長が特に居住の

安定確保が必要と認める者 

 

  

 （条例第１７条第３項の規則で定める者）  （条例第１７条第３項の規則で定める者） 

第１２条の２ 条例第１７条第３項の規則で定める

者は、次に掲げる者とする。 

第１２条の２ 条例第１７条第３項の規則で定める

者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 知的障害者福祉法にいう知的障害者  ⑵ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号

）にいう知的障害者 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

５条に規定する精神障害者（前号に掲げる者を

除く。） 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（

昭和２５年法律第１２３号）第５条に規定する

精神障害者（前号に掲げる者を除く。） 

 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 

  

 （使用者の選考）  （使用者の選考） 

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則別表第

５号に定める１級から４級までのものが申請をす

る場合は、第１項の規定にかかわらず、優先して

使用させることができる。 

３ 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則（昭和

２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める１

級から４級までのものが申請をする場合は、第１

項の規定にかかわらず、優先して使用させること

ができる。 

  

様式第１号を次のように改める。 

  



 

 

様式第１号（第３条関係） 

市営住宅入居申込書 

年  月  日   

   （宛先） 

申込者氏名              

 さいたま市市営住宅条例第９条第１項の規定により、次のとおり市営住宅への入居を申し込みます。 

 なお、この申込書を提出するに当たり、入居資格（募集案内   ページ）があることを誓約するとと

もに、次のことに同意します。 

 １ この申込書の記載内容及び入居資格の有無について、埼玉県警察本部への照会など、必要に応じて

さいたま市が調査すること。 

 ２ この申込書に虚偽や事実と異なる記載がされている場合又は入居資格を満たしていると証明できな

い場合は、この申込みを無効とされても異議を申し立てないこと。 

住所 
郵便番号       電話番号      

        

勤務先 
名称   電話番号       
所在地          

入居しようとする者の氏名 続柄 性別 生年月日 年齢 障害の等級 

フリガナ   
本人 男・女 

 

  
年  月  日 

歳 

有 

・ 

無 

身体  級 

氏名   精神  級 
療育  判定 

フリガナ    
男・女 

 

  
年  月  日 

歳 

有 

・ 

無 

身体  級 

氏名   精神  級 
療育  判定 

フリガナ    
男・女 

 

  
年  月  日 

歳 

有 

・ 

無 

身体  級 

氏名   精神  級 
療育  判定 

フリガナ    
男・女 

 

  
年  月  日 

歳 

有 

・ 

無 

身体  級 

氏名   精神  級 
療育  判定 

フリガナ    
男・女 

 

  
年  月  日 

歳 

有 

・ 

無 

身体  級 

氏名   精神  級 
療育  判定 

申込理由 

（市営住宅へのお申込時

には、住宅に困窮してい

る理由として、条例第１

０条第１項各号に該当す

る必要があります。主な

該当番号１つに○を付け

てください。） 

１ 住宅以外の建物等や保安上危険・有害な状態にある住宅に居住している（第１号） 

２ 他世帯等との同居等により不便な状態にある（第２号） 

３ 住宅の規模等の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態（第３号） 

４ 立退き要求を受けている（第４号） 

５ 住宅がなく遠隔の地に居住している又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いをしている（第５号） 

６ その他の理由により住宅に困窮しているのが明らかである（第６号）   

世帯状況の申告(1～13のうち主な該当番号

１つに○を付けてください。また、14に該

当する場合は○を付けてください。) 

※条例及び規則等を参照すること 

1 高齢者  2 障害者 3 中国残留邦人 4 戦傷病者 5 被爆者 6 引揚者  

7 ハンセン病患者 8  DV被害者 9 犯罪被害者 10 子育て 11 母子等 

12 若者夫婦 13 多家族            
14 多数回落選 

申込団地 No. 種別   団地名   間取り   



 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市規則第８０号 

   さいたま市下水道事業財務規則の一部を改正する規則 

 さいたま市下水道事業財務規則（平成１７年さいたま市規則第１１７号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （随意契約によることができる上限額等）  （随意契約によることができる上限額等） 

第５６条 令第２１条の１３第１項第１号に規定す

る随意契約によることができる場合の予定価格の

額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該

各号に定める額を超えない額とする。 

第５６条 令第２１条の１３第１項第１号に規定す

る随意契約によることができる場合の予定価格の

額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該

各号に定める額を超えない額とする。 

 ⑴ 工事又は製造の請負 ４００万円  ⑴ 工事又は製造の請負 ２５０万円 

 ⑵ 財産の買入れ ３００万円  ⑵ 財産の買入れ １６０万円 

 ⑶ 物件の借入れ １５０万円  ⑶ 物件の借入れ ８０万円 

 ⑷ 財産の売払い １００万円  ⑷ 財産の売払い ５０万円 

 ⑸ 物件の貸付け ５０万円  ⑸ 物件の貸付け ３０万円 

 ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの ２００万円  ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市規則第８１号 

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （様式の準用）  （様式の準用） 

第５条 令第２条第６項の規定による届出の様式に

ついては様式第１４号を、法第１４条の１８第２

項後段の規定による通知書の様式については様式

第２１号を、令第６条の７第４項において準用す

る令第６条の２の４ただし書の納期限変更通知書

については様式第１８号を、法第１６条第３項（

法第１６条の３第３項及び第１６条の４第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による増担

保の提供等の必要な行為を求める文書については

様式第３０号をそれぞれ準用する。 

第５条 令第２条第６項の規定による届出の様式に

ついては様式第１４号を、法第１４条の１８第２

項後段の規定による通知書の様式については様式

第２１号を、令第６条の８第４項において準用す

る令第６条の２の４ただし書の納期限変更通知書

については様式第１８号を、法第１６条第３項（

法第１６条の３第３項及び第１６条の４第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による増担

保の提供等の必要な行為を求める文書については

様式第３０号をそれぞれ準用する。 

  

様式第６号（別表第１関係） 様式第６号（その１）（別表第１関係） 

 ［略］  ［略］ 

  

 様式第６号（その２）を削る。 

様式第９号（表）を次のように改める。 

  



様式第９号（別表第１関係）（表） 

 

 領収済通知書 

 さいたま市 

 

納付書(原符) 

さいたま市 

 

領収証書 

さいたま市 

 

督 促 状 

 次の金額が未納になっておりますので、至急納

付してください。 

 この督促状は、  年  月  日現在で納付

を確認できなかった方について作成しています。

既に納付されている場合は、行き違いですので、

ご了承ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様    

 納 税 者   

 通知書番号   通知書番号  納税者  

期 別 期 別 

  
 税目   調定年度   課税年度     

税 額 

円 

税 額 

円 通知書番号   期 別   

期 C   納付書種類     
延滞金 

円 

延滞金 

円 

 
年 度 

   

 
税 目   

  合 計 

円 

合 計 

円 
 

税 額 
円   通知書番号   

期 別   

延 滞 金 
円 

納 期 限 納 期 限 税 額 円 

合 計 円 納 期 限   

    
納 期 限   納税者 納税者 

  
   

 

 

 発行日 

 

 

 

 

さいたま市長 印  

   

  領 収 日 付 印    領 収 日 付 印  
収

入

印

紙

不

要 

領 収 日 付 印 

  (さいたま市控)    (金融機関控)    (納税者控) 

 



 

 

 様式第４１号⑷（表）を次のように改める。 

  



様式第４１号⑷（別表第１関係）（表） 

さいたま市 納付書兼領収済通知書  公 
さいたま市 

原符兼払込金受領証 
公 

さいたま市    

領収証書 

  

  

  

加 入 

者 名 
さいたま市会計管理者 

口 座 

記 号 

番 号 

  

税 額 円 

 

 
口座記号番号  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者 

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

口座記号番号 
  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者  

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

収納機関

番 号 

  納付 

番号 

  確 認 

番 号 

  納 付

区 分 

  

税  目  
 

 

通知書番号  

納期限  期 別  期Ｃ  

  

 

    
領収日付印 

 
延滞金   円 合計額   円 

   

納 税 者 
  

    

  
  

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用 

  

 

取りまとめ店 

 

  
領収日付印 

    
領収日付印 

  

 

  

（さいたま市控／ＣＶＳ

等本部控） 

 

          （金融機関控／ＣＶＳ等店舗控） 

 

            （納税者控） 
  

 



 

 

 様式第４２号⑹（表）を次のように改める。 

  



様式第４２号⑹（別表第１関係）（表） 

さいたま市 納付書兼領収済通知書  公 
さいたま市 

原符兼払込金受領証 
公 

さいたま市    

領収証書 

  

  

  

加 入 

者 名 
さいたま市会計管理者 

口 座 

記 号 

番 号 

  

税 額 円 

 

 
口座記号番号  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者 

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

口座記号番号 
  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者  

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

収納機関

番 号 

  納付 

番号 

  確 認 

番 号 

  納 付

区 分 

  

税  目  
 

 

通知書番号  

納期限  期 別  期Ｃ  

  

 

    
領収日付印 

 
延滞金   円 合計額   円 

   

納 税 者 
  

    

  
  

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用 

  

 

取りまとめ店 

 

  
領収日付印 

    
領収日付印 

  

 

  

（さいたま市控／ＣＶＳ

等本部控） 

 

          （金融機関控／ＣＶＳ等店舗控） 

 

            （納税者控） 
  

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第４６号（別表第１関係） 様式第４６号（別表第１関係） 

 ［略］ 

法人市民税更正（決定）通知書 

 ［略］ 

  ［略］

 ［略］ 

法

人

税

割

額

の

明

細 

 ［略］ 

外国関係会社等に係る控

除対象所得税額等相当額 
⑧ 

  

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

法人市民税更正（決定）通知書 

 ［略］ 

  ［略］

 ［略］ 

法

人

税

割

額

の

明

細 

 ［略］ 

外国関係会社等に係る控

除対象所得税額等相当額 

又は個別控除対象所得税

額等相当額の控除額 

⑧ 

  

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

 様式第６６号⑷（表）を次のように改める。 

  



様式第６６号⑷（別表第１関係）（表） 

さいたま市 納付書兼領収済通知書  公 
さいたま市 

原符兼払込金受領証 
公 

さいたま市    

領収証書 

  

  

  

加 入 

者 名 
さいたま市会計管理者 

口 座 

記 号 

番 号 

  

税 額 円 

 

 
口座記号番号  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者 

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

口座記号番号 
  

加 入 者 名 さいたま市会計管理者  

納税者氏名 

税 目 
 

調 定 年 度 
   

通 知 書 番 号 
 

期別 
 

納 付 書 番 号 
 

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限 
  

お問い合わせ先 
 

 

収納機関

番 号 

  納付 

番号 

  確 認 

番 号 

  納 付

区 分 

  

税  目  
 

 

通知書番号  

納期限  期 別  期Ｃ  

  

 

    
領収日付印 

 
延滞金   円 合計額   円 

   

納 税 者 
  

    

  
  

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用 

  

 

取りまとめ店 

 

  
領収日付印 

    
領収日付印 

  

 

  

（さいたま市控／ＣＶＳ

等本部控） 

 

          （金融機関控／ＣＶＳ等店舗控） 

 

            （納税者控） 
  

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第７４号（別表第１関係） 様式第７４号（別表第１関係） 

 ［略］ 

固定資産税耐震基準適合家屋に係る減額申告書 

 ［略］ 

 さいたま市市税条例附則第１９条第１５項の規定

により、次のとおり申告します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

固定資産税耐震基準適合家屋に係る減額申告書 

 ［略］ 

 さいたま市市税条例附則第１９条第１４項の規定

により、次のとおり申告します。 

 ［略］ 

  

様式第７５号（別表第１関係） 様式第７５号（別表第１関係） 

 ［略］ 

固定資産税改修実演芸術公演施設に係る減額申告書 

 ［略］ 

 さいたま市市税条例附則第１９条第１６項の規定

により、次のとおり申告します。 

 ［略］ 

 ［略］ 

固定資産税改修実演芸術公演施設に係る減額申告書 

 ［略］ 

 さいたま市市税条例附則第１９条第１５項の規定

により、次のとおり申告します。 

 ［略］ 

  

様式第８０号（表）を次のように改める。 



様式第８０号（別表第１関係）（表） 

           

さいたま市 納付書兼領収済通知書 公   

加入者名 
さいたま市会計管理

者 

口 座 

記 号 

番 号 

 税 額  円 

収納機関

番 号 
 

納 付

番 号 
 

確 認

番 号 
 

納付

区分 
 

税 目  
 

通知書

番 号 
 

納 期 限  期 別  期Ｃ  

 

延 滞 金  円 
 

合 計 額  円 
 

領 収 日 付 印 

納 税 者  

 

 

Ｃ
Ｖ
Ｓ
等
収
納
用 

 

 

取りまとめ店 

 
 

（さいたま市控

／ＣＶＳ等本部

控） 

 

 

 

 

 

     

さいたま市 

原符兼払込金受領証 
公  

口 座 記 号 

番 号 
 

加 入 者 名 
さいたま市会計管

理者 

納税者氏名 

税 目  

調 定 年 度    

通知書番号  期 別  

納付書番号  

税 額 円 

延 滞 金 円 

合 計 額 円 

納 期 限  

お 問 い 

合 わ せ 先 
 

     

  領 収 日 付 印 

   

  

（金融機関控／

Ｃ Ｖ Ｓ 等 店 舗

控） 

     
 

       

年度 軽自動車税（種別割）納税通知書兼領収証書  公  

 

 
通 知 書 

番 号 
 

     

 税 額 円 

 延 滞 金 円 

 合 計 額 円 

 お問い合わせ先 

次のとおり決定しましたので、

本書の税額を納期限までに納

付してください。 

     

標識（車両） 

番 号 
      

最初の新規 

検査の時期 
   領 収 日 付 印  

税額（税率） 円   

 

 

納 期 限     

納 期     

     

さいたま市長 印     

       

    （納税者控）  

       
 

  

軽自動車税（種別割）納税証明書 

年度（継続検査用） 

標 識 （ 車 両 ） 番 号 

 

氏 名 （ 名 称 ） 

 

有 効 期 限 

 

  

上記については滞納がないこ

とを証明します。 

  

さいたま市長 印 

  

領 収 日 付 印  

 

標識（車両 

）欄に＊印

のあるもの

及び金融機

関の領収日

付印のない

ものは証明

書として使

用できませ

ん。 

  

（納税者控） 

  
 

 



 

 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

様式第８４号（別表第１関係） 様式第８４号（別表第１関係） 

軽自動車税（種別割）減免申請書 

 ［略］  ［略］ 

 

  ［略］ 

 

 ［略］ 

軽
自
動
車
等 

 ［略］ 

排 気 量  ［略］ 

最 高 出 力 KW 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

軽自動車税（種別割）減免申請書 

 ［略］  ［略］ 

 

  ［略］ 

 

 ［略］ 

軽
自
動
車
等 

 ［略］ 

排 気 量 

 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  

様式第８５号（別表第１関係） 様式第８５号（別表第１関係） 

身体障害者等に係る軽自動車税（種別割）減免申請

書 

 ［略］  ［略］ 

 

  ［略］ 

 

 ［略］ 

運
転
す
る
者 

 ［略］ 

運
転
免
許
証

又
は
特
定
免

許
情
報 

 ［略］ 

免許年月日  ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

身体障害者等に係る軽自動車税（種別割）減免申請

書 

 ［略］  ［略］ 

 

  ［略］ 

 

 ［略］ 

運
転
す
る
者 

 ［略］ 

運
転
免
許
証 

 ［略］ 

交付年月日  ［略］ 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

  

様式第８８号（別表第１関係） 様式第８８号（別表第１関係） 

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

車種  

車台番号  

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

車種  



 

 

総排気量

定格出力 

cc 

KW 
最高出力 KW 

 ［略］  

 ［略］ 

車台番号  
総排気量

定格出力 

cc 

KW 

 ［略］  

 ［略］ 

  

様式第９３号（その１）（別表第１関係） 様式第９３号（その１）（別表第１関係） 

１ 条例第９１条第１号ア及びウの原動機付自転車

標識のひな型 

１ 条例第９１条第１号アの原動機付自転車標識の

ひな型 

 ［略］  ［略］ 

２ 条例第９１条第１号イ及びエの原動機付自転車

標識のひな型 

２ 条例第９１条第１号イ及びウの原動機付自転車

標識のひな型 

 ［略］  ［略］ 

３ 条例第９１条第１号オの原動機付自転車標識及

び条例第９１条第２号イの小型特殊自動車標識の

ひな型 

３ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車標識及

び条例第９１条第２号イの小型特殊自動車標識の

ひな型 

 ［略］  ［略］ 

４ 標識の文字の塗色は濃紺色とし、様式の地の塗

色は次に掲げるところによる。 

４ 標識の文字の塗色は濃紺色とし、様式の地の塗

色は次に掲げるところによる。 

 ⑴ 条例第９１条第１号ア及びウの原動機付自転

車 白色 

 ⑴ 条例第９１条第１号アの原動機付自転車 白   

  色 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

 ⑶ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車 薄

桃色 

 ⑶ 条例第９１条第１号ウの原動機付自転車 薄

桃色 

 ⑷ 条例第９１条第１号オの原動機付自転車 薄

青色 

 ⑷ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車 薄

青色 

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］ 

  

様式第９３号（その２）（別表第１関係） 様式第９３号（その２）（別表第１関係） 

１ 条例第９１条第１号ア及びウの原動機付自転車

標識のひな型 

１ 条例第９１条第１号アの原動機付自転車標識の

ひな型 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

２ 条例第９１条第１号イ及びエの原動機付自転車

標識のひな型 

２ 条例第９１条第１号イ及びウの原動機付自転車

標識のひな型 

 ［略］  ［略］ 

３ 条例第９１条第１号オの原動機付自転車標識及

び条例第９１条第２号イの小型特殊自動車標識の

ひな型 

３ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車標識及

び条例第９１条第２号イの小型特殊自動車標識の

ひな型 

 ［略］  ［略］ 

４ 標識の文字の塗色は濃紺色とし、様式の地の塗

色は次に掲げるところによる。 

４ 標識の文字の塗色は濃紺色とし、様式の地の塗

色は次に掲げるところによる。 

 ⑴ 条例第９１条第１号ア及びウの原動機付自転

車 白色 

 ⑴ 条例第９１条第１号アの原動機付自転車 白 

  色 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

 ⑶ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車 薄

桃色 

 ⑶ 条例第９１条第１号ウの原動機付自転車 薄

桃色 

 ⑷ 条例第９１条第１号オの原動機付自転車 薄

青色 

 ⑷ 条例第９１条第１号エの原動機付自転車 薄

青色 



 

 

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］ 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、様式第８５号の改正は公

布の日から、様式第６号（その１）の改正及び様式第６号（その２）を削る改正は

令和７年６月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市市税条例施行規則様式第４６号の規定は、令和

７年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分までの法人の市民税については、なお従前の例による。 

 



さいたま市規則第８２号 

   さいたま市生活困窮者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活困窮者自立支援法施行細則（平成２７年さいたま市規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （生活困窮者住居確保給付金の支給の決定）  （生活困窮者住居確保給付金の支給の決定） 

第２条 さいたま市福祉事務所設置条例（平成１３

年さいたま市条例第１３８号）により設置された

福祉事務所の長（以下「福祉事務所長」という。

）は、省令第１３条の規定による生活困窮者住居

確保給付金の申請があったときは、その内容を審

査し、支給することと決定したときは、次の各号

に掲げる支給の区分に応じ、当該各号に定める通

知書により、支給しないことと決定したときは住

居確保給付金不支給通知書（様式第２号）により

申請者に通知するものとする。 

第２条 さいたま市福祉事務所設置条例（平成１３

年さいたま市条例第１３８号）により設置された

福祉事務所の長（以下「福祉事務所長」という。

）は、省令第１３条の規定による生活困窮者住居

確保給付金の申請があったときは、その内容を審

査し、支給することと決定したときは住居確保給

付金支給決定通知書（様式第１号）により、支給

しないことと決定したときは住居確保給付金不支

給通知書（様式第２号）により申請者に通知する

ものとする。 

 ⑴ 省令第１１条第１項第１号の規定による生活

困窮者住居確保給付金の支給 住居確保給付金

支給決定通知書（家賃補助）（様式第１号） 

 

 ⑵ 省令第１１条第１項第２号の規定による生活

困窮者住居確保給付金の支給 住居確保給付金

支給決定通知書（転居費用補助）（様式第１号

の２） 

 

  

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

（表） （表） 

 ［略］  ［略］ 

住居確保給付金支給決定通知書（家賃補助） 住居確保給付金支給決定通知書 

 ［略］  ［略］ 

３ 支給方法 □ 住宅の貸主又は貸主から委託を

受けた事業者の口座に振り込むこ

とにより、支給決定者に対する支

給とする。 

３ 支給方法 □ 住宅の貸主又は貸主から委託を

受けた事業者の口座に振り込むこ

とにより、支給決定者に対する支

給とする。 

       □ 支給決定者において、クレジッ

トカードや納付書を使用する方法

又は家賃債務保証業者が当該支給

       □ 支給決定者において、クレジッ

トカードや納付書を使用する方法

又は家賃債務保証業者が当該支給



決定者に代わって賃料の支払に係

る債務の弁済を行う方法により、

賃料が確実に貸主又は貸主から委

託を受けた事業者に支払われるこ

とを条件として、支給決定者に支

給する。 

決定者に代わって賃料の支払に係

る債務の弁済を行う方法により、

貸主又は貸主から委託を受けた事

業者に賃料が確実に支払われるこ

とを条件として、支給決定者に支

給する。 

 ［略］  ［略］ 

  

（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 

  

 様式第１号の次に次の１様式を加える。 

  



 様式第１号の２（第２条関係） 

（表） 

第     号 

                               年  月  日 

 

              様 

 

                               さいたま市  福祉事務所長     印         

       

 

住居確保給付金支給決定通知書（転居費用補助） 

 

     年  月  日付で申請された住居確保給付金について、下記のとおり決定

したので通知します。 

 

記 

 

１ 支給額                          円 

 

 

２ 支給方法     □ 転居先の住宅に係る初期費用は、住宅の貸主又は貸主から委託

を受けた事業者の口座に振り込むことにより、支給決定者に対

する支給とする。 
□ 上記以外の費用は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業

者の口座への振込又は受給者の口座等への支給のいずれかの方

法で支給することにより、支給決定者に対する支給とする。 

           □ クレジットカードや納付書を使用する方法により、費用が確実

に貸主又は貸主から委託を受けた事業者に支払われる場合に限

り、支給決定者に支給する。 

 

４ 支給対象となる転居先の住宅  名称 

 

                 所在地 

  



（裏） 

（注） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（教示） 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以

内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することがで

きます。なお、６箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

取消しの訴えを提起することができなくなります。 

３ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求をした場

合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。なお、６箇月以内であって

も、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起することができ

なくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第４号（第３条関係） 様式第４号（第３条関係） 

（表） （表） 

 ［略］  ［略］ 

住居確保給付金支給決定通知書（期間（再）延長） 住居確保給付金支給決定通知書（期間（再）延長） 

 ［略］  ［略］ 

３ 支給方法 □ 住宅の貸主又は貸主から委託を

受けた事業者の口座に振り込むこ

とにより、支給決定者に対する支

給とする。 

３ 支給方法 □ 住宅の貸主又は貸主から委託を

受けた事業者の口座に振り込むこ

とにより、支給決定者に対する支

給とする。 

       □ 支給決定者において、クレジッ

トカードや納付書を使用する方法

又は家賃債務保証業者が当該支給

決定者に代わって賃料の支払に係

る債務の弁済を行う方法により、

賃料が確実に貸主又は貸主から委

託を受けた事業者に支払われるこ

とを条件として、支給決定者に支

給する。 

       □ 支給決定者において、クレジッ

トカードや納付書を使用する方法

又は家賃債務保証業者が当該支給

決定者に代わって賃料の支払に係

る債務の弁済を行う方法により、

貸主又は貸主から委託を受けた事

業者に賃料が確実に支払われるこ

とを条件として、支給決定者に支

給する。 

 ［略］  ［略］ 

  

（裏） （裏） 

 ［略］  ［略］ 

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市生活困窮者自立支援

法施行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用すること

ができる。 


